
 
 
 
 
 
 
 

医療介護総合確保促進法に基づく 

令和 2年度和歌山県計画 

 

 

 
令和 3年 1月 

和歌山県 
  



１．計画の基本的事項  

(1) 計画の基本的な考え方 

近年、全国的に高齢化が進行する中、本県の高齢化率は 65 歳以上が 33.1％（全国 9位）、

75 歳以上が 17.6％（全国 7 位）と非常に高い状況にある（令和元年 10 月 1 日現在、総務

省「人口推計」）。また、要介護・要支援の認定率も 21.9％（平成 31 年 3 月末現在）と、全

国平均より高い水準にある。 

今後、団塊の世代がすべて 75 歳以上となる 2025 年に向け、さらなる高齢化の進展が見

込まれることから、医療や介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で安心して生活

を継続し、その地域で人生の最期を迎えることができる環境を整備していくことが喫緊の

課題である。そこで、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にいたるまで、利用

者それぞれのニーズに見合った一連の医療・介護サービスが将来にわたって提供される体

制の確保を進める必要がある。 

本県の医療機関における病床は、急性期機能を担う病床の占める割合が多い一方で、回

復期機能を担う病床の割合が少ない現状にある。医療機関の協力を得ながらこれらの病床

の機能分化・連携を進めるとともに、退院した患者が自宅や地域で必要な医療・介護を受

けられるよう、在宅医療・介護サービスの提供体制の構築・強化を図っていく必要がある。 

 また、そのためには、医師の地域偏在・診療科偏在対策、女性医療従事者の離職防止、

看護職員の再就職促進等といった医療従事者の確保も不可欠である。 

介護分野においても、今後、高齢者の増加とともに介護サービスの需要がさらに高まる

ことが予想されており、介護に従事する人材の継続的な確保が喫緊の課題である。 

効果的で質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築を進めていくため

に、「和歌山県保健医療計画」及び老人福祉計画と介護保険事業支援計画が一体となった「和

歌山長寿プラン」との整合性を確保しつつ、「回復期病床の確保」「在宅医療サービスの充

実」「医療従事者等の確保・養成」及び「介護従事者の確保・養成」を柱とした本計画を策

定し、サービス提供者及び関係団体と連携しながら必要な事業を実施するものである。 

 

 

(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

和歌山県における医療介護総合確保区域については、和歌山区域（和歌山市、海南市、 

紀美野町）、那賀区域（紀の川市、岩出市）、橋本区域（橋本市、かつらぎ町、九度山町、

高野町）、有田区域（有田市、湯浅町、広川町、有田川町）、御坊区域（御坊市、美浜町、

日高町、由良町、印南町、日高川町）、田辺区域（田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、

すさみ町）、及び新宮区域（新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町）の

7区域とする。 

☑2次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

□2次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

  



(3) 計画の目標の設定等 

■和歌山県全体 

1．目標 

高齢化の進展に伴い、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にいたるまで、

利用者のニーズに見合った一連の医療・介護サービスが提供される体制を確保する必要

がある。 

そこで、病床の機能分化・連携の推進、病院を退院した患者が自宅や地域で必要な医

療を受けられる在宅医療提供体制の構築を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域で安

心して、健康で元気に生きがいを持って暮らすことができ、たとえ介護や生活支援が必

要となっても、地域全体で支え合う豊かな長寿社会の構築を図るため、以下を目標に設

定する。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

本県の病床を機能別にみると、急性期機能を担う病床の占める割合が多い一方で、

回復期機能を担う病床の割合が少ない現状にある。 

回復期病床を中心として、各医療機関における目指すべき機能に応じた指導医の

派遣を行い、地域医療構想を踏まえた医療提供体制を構築するための医師を養成す

る。 

 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想において必要となる回復期病床の確保 

2,275 床（令和元年度）→ 3,315 床（令和 7年度） 

       

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

地域包括ケアシステムを支えるため、在宅医療提供体制の構築及び在宅医療につい

ての県民啓発を進めるとともに、適切な在宅医療サービスを提供できる看護職員等の

人材育成や、医療的ケア児等に関する課題解決に取り組む。 

  

【定量的な目標値】 

   ・特定行為研修を受講した看護職員がいる施設数 

            20 施設（令和元年度） → 25 施設（令和 4年度） 

   ・在宅看取りを実施している診療所数 

61 施設（平成 29 年度）→ 90 施設（令和 5年度） 

・退院支援に取り組む病院数 

   50 病院（令和元年度）→ 60 病院（令和 5年度） 

・医療的ケア児等コーディネーター配置数 

   0 人（令和元年度）→ 9 人（令和 5年度） 

・精神科病院における１年以上の長期入院患者の割合 

         69.1％（令和元年 6月 30 日時点）→ 66.5％以下（令和 3年 6月 30 日時点） 



    ・精神病床における平均在院日数 

        298.9 日（平成 30 年度）→ 280 日以下（令和 2年度）  

 

③ 介護施設等の整備 

      （計画なし） 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

本県の人口 10 万人対医師数は全国平均を上回っているものの、和歌山保健医療圏

に医師が集中しており、地域差がみられる。また、産科医や小児科医等が不足してい

るなど、診療科偏在も生じている。 

これらの課題を解決するため、卒後の研修体制を整備するなど積極的かつ安定的な

医師確保に取り組むとともに、看護師など医療従事者についても養成・復職支援・定

着促進を図り、地域において適切な医療が提供できる体制の確保に取り組んでいく。 

 

  【定量的な目標値】 

・県内医療施設従事医師数 

2,825 人（平成 30 年度）→ 3,200 人（令和 8年度） 

   ・和歌山県立医科大学において後期研修を行った地域医療枠卒業医師の配置先医 

療機関施設数 

   0 施設（平成 30 年度）→ 7 施設（令和 7年度） 

・へき地又は不足診療科に派遣される地域枠・自治医大卒業医師数 

   62 人（令和元年度）→ 154 人（令和 7年度） 

・NICU 設置病院の維持 

   3 病院（令和 2年度） 

・医師臨床研修マッチング率 

   75.8％（令和元年度）→ 85％（令和 2年度） 

・院内保育所の設置数の維持 

35 施設（令和 2年度） 

・院内保育所の運営支援施設数 

15 施設（令和元年度）→ 16 施設（令和 2年度） 

・小児 2次救急医療体制を整備する医療圏域の維持 

          5 医療圏域（令和 2年度） 

・2次救急医療機関における小児救急患者数(入院を除く患者数)の減少 

         12,404 人（平成 30 年度）→ 12,000 人（令和 2年度） 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

令和 2年度末における介護職員需給差(877 人)を解消するため、介護職員 300 人の

増加を目標とする。 

目標の達成に向け、県内の労働市場の動向も踏まえ、特に県内の中・高校生等に対

する介護や介護の仕事のイメージアップ、高校生への介護資格取得支援、介護未経験

者の中高年齢者の参入促進や、福祉関係職員の人材育成、介護職員のスキルアップ及



び職場環境の改善を支援することにより介護従事者の確保及び定着の促進を図る。 

 

  【定量的な目標値】 

・介護の仕事のイメージアップ 学校訪問件数 210 校 

・高校生への介護資格取得支援 資格取得者数 150 人 

・合同就職説明会の開催 就職者数 40 人 

・介護未経験の中高年齢者の参入促進 研修受講者 50 人 

・国家資格取得等のための勉強会開催 勉強会参加者 600 人 

・介護ロボットの導入 施設系サービス運営法人の導入率 ７割 

   ・介護事業所と外国人介護人材のマッチング相談会の開催 マッチング数 50 人 

 

 ⑥勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備 

  （計画なし） 

 

2．計画期間 

  令和 2年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日 
 

■ 和歌山区域 

1．目標 

   高齢化の進展に伴い、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にいたるまで、

利用者のニーズに見合った一連の医療・介護サービスが提供される体制を確保する。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

    回復期病床 983 床（令和元年度） → 1,836 床（令和 7年度） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

   和歌山県全体と同様とする。 

 

2．計画期間 

  和歌山県全体の計画期間と同じ。 

 

■那賀区域 

1．目標 

   高齢化の進展に伴い、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にいたるまで、

利用者のニーズに見合った一連の医療・介護サービスが提供される体制を確保する。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 



   回復期病床 256 床（令和元年度） → 261 床（令和 7年度） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 和歌山県全体と同様とする。 

 

2．計画期間 

  和歌山県全体の計画期間と同じ。 

 

■橋本区域 

1．目標 

   高齢化の進展に伴い、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にいたるまで、

利用者のニーズに見合った一連の医療・介護サービスが提供される体制を確保する。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   回復期病床 186 床（令和元年度） → 327 床（令和 7年度） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 和歌山県全体と同様とする。 

 

2．計画期間 

  和歌山県全体の計画期間と同じ。 

 

■有田区域 

1．目標 

   高齢化の進展に伴い、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にいたるまで、

利用者のニーズに見合った一連の医療・介護サービスが提供される体制を確保する。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 和歌山県全体と同様とする。 

 

2．計画期間 

  和歌山県全体の計画期間と同じ。 



 

■御坊区域 

1．目標 

   高齢化の進展に伴い、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にいたるまで、

利用者のニーズに見合った一連の医療・介護サービスが提供される体制を確保する。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

   回復期病床 123 床（令和元年度） → 191 床（令和 7年度） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 和歌山県全体と同様とする。 

 

2．計画期間 

  和歌山県全体の計画期間と同じ。 

 

■田辺区域 

1．目標 

   高齢化の進展に伴い、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にいたるまで、

利用者のニーズに見合った一連の医療・介護サービスが提供される体制を確保する。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 和歌山県全体と同様とする。 

 

2．計画期間 

 和歌山県全体の計画期間と同じ。 

 

■新宮区域 

1．目標 

   高齢化の進展に伴い、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にいたるまで、

利用者のニーズに見合った一連の医療・介護サービスが提供される体制を確保する。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   回復期病床 129 床（令和元年度） → 212 床（令和 7年度） 



 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 和歌山県全体と同様とする。 

 

2．計画期間 

  和歌山県全体の計画期間と同じ。 

 
 

(4) 目標の達成状況 

別紙「事後評価」のとおり。 

 
２．事業の評価方法  

(1) 関係者からの意見聴取の方法 

事業区分 1（地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事

業）、 事業区分 2（居宅等における医療の提供に関する事業）及び事業区分 4（医療従事者

の確保に関する事業）に係る令和 2年度事業についての主な意見聴取等の状況は以下のと

おり。 

令和元年度（随時） 

 

県内各構想区域における地域医療構想調整会議において関係者

から意見聴取 
令和元年 5月 10 日 

～6 月 7 日 
県医師会、県病院協会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協

会、県理学療法士協会、県作業療法士会、県言語聴覚士会から

意見聴取 
令和元年 7月 17 日 

～8 月 7 日 
県内医療機関に対し、医療機能のあり方等に係る意向を調査 

令和元年 11 月 29 日 

～令和 2年 1月 10 日 
県内医療機関に対し、医療機能のあり方等に係る意向を調査 

 
令和 2年 3月 27 日 県医療審議会から意見聴取 
  

事業区分 3（介護施設等の整備に関する事業）、及び事業区分 5（介護従事者の確保に関

する事業）に係る令和 2年度事業についての主な意見聴取等の状況は以下のとおり。 

令和 2年 3月 27 日 県医療審議会から意見聴取 
  

 

(2) 事後評価の方法 



計画の事後評価にあたっては、取組みの進捗状況を検証し、和歌山県医療審議会、和歌

山県介護職員確保対策支援協議会等の意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直し

を行うことにより、計画を推進していく。 

 



３．計画に基づき実施する事業 
 事業区分１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

       設備の整備に関する事業 

 事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業 

 事業区分４：医療従事者の確保に関する事業 

 
事業の内容等 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関

する事業 

事業名 【No.1（医療分）】 

医療提供体制構築のための指導医派遣 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

40,000 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県立医科大学（和歌山県） 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ  回復期病床への転換など、地域医療構想に基づく医療機能の分化・連

携を進めていくためには、転換後の機能に応じた医療従事者の確保に

対する支援が必要。 

アウトカム指標：  

地域医療構想において必要となる回復期病床数（2025 年において

3,315 床）の確保 

事業の内容 本県唯一の医師派遣機関である県立医科大学との協定に基づき、不

足する回復期病床を中心として、各医療機関における目指すべき機能

に応じた指導医の派遣を行い、地域医療構想を踏まえた医療提供体制

を構築するための医師を養成することで、目指すべき機能への移行を

後押しし、医療機能の分化・連携を促進する。 

アウトプット指標 指導医の追加配置により、各医療機関が目指すべき機能に対応する

ための指導を受けた医師数 

  30 人（令和元年度） → 34 人（令和 2年度） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

地域の医療機関における指導医不足を解消することによって、地域

医療構想において必要となる回復期病床の確保を図る。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

40,000 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公 26,666 

 

基金 国（Ａ） 26,666 

 

都道府県 

（Ｂ） 

13,334 

 

民    0 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

40,000 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   0 

 

その他（Ｃ）    0 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：40,000 



 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.2（医療分）】 

在宅医療等を支える特定行為研修受講支援 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,696 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 4年（2022 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ  平成 27 年 10 月 1 日から始まった特定行為研修の受講を促進し、特

定行為を行う看護師を養成し、在宅医療を中心に、回復期、慢性期病床

の各段階において、適切な医療サービスを提供する体制の整備が必要。 

アウトカム指標：  

特定行為研修を受講した看護職員がいる施設数 

  20 施設（令和元年度） → 25 施設（令和 4年度） 

事業の内容  特定行為研修の受講を支援し、特定行為を行う看護師がいる施設数

の増加を図り、在宅医療を中心に、回復期、慢性期病床の各段階におい

て、適切な医療サービスの提供体制が構築される。 

アウトプット指標 研修を受講した看護師数 20 人 

アウトカムとアウトプットの

関連 

 特定行為研修の受講を支援し、特定行為を行う看護師がいる施設数

の増加を図り、在宅医療を中心に、回復期、慢性期病床の各段階におい

て、適切な医療サービスの提供体制が構築される。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

1,696 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公    303 

 

基金 国（Ａ） 1,130 

 

都道府県 

（Ｂ） 

 566 

 

民 827 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

1,696 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   0 

 

その他（Ｃ）    0 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：0  R03：1,696 



 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.3（医療分）】 

地域包括ケアシステムを支える訪問看護研修

及びマネジメント研修 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,974 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県看護協会（和歌山県） 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ  増加が見込まれる在宅患者や、多様化する在宅医療のニーズに対応

するため、適切な医療サービスが供給できる看護職員の確保が必要。 

アウトカム指標：  

・訪問看護入門研修受講者数 20 人 

・地域包括ケアシステムマネジメント研修修了者数（累計） 

  29 人（令和元年度）→ 39 人（令和 2年度） 

事業の内容 ・看護師に対する訪問看護入門研修の実施 

・保健師に対する地域包括ケアシステムマネジメント研修の実施 

アウトプット指標 研修実施回数 

・訪問看護入門研修 1回（全 2日） 

・地域包括ケアシステムマネジメント研修 1回（全 6日） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

 増加する在宅患者や多様化する医療需要に対応できる看護職員の確

保を通じて、急性期から回復期、慢性期、在宅医療に至るまで、患者の

病状に応じた医療サービスが提供できる体制が整備される。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

1,974 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公    0 

 

基金 国（Ａ） 1,316 

 

都道府県 

（Ｂ） 

 658 

 

民 1,316 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

1,974 

 

うち受託事業 

(再掲) 

1,316 

 

その他（Ｃ）    0 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：1,974 



 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.4（医療分）】 

在宅医療推進 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

 3,615 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県、和歌山県看護協会（和歌山県） 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ  今後増加が見込まれる在宅療養患者や、多様化する在宅医療のニー

ズに対応するためには、地域における在宅医療提供体制の構築及び在

宅医療に対する県民の理解促進が必要。 

アウトカム指標：  

・在宅看取りを実施している診療所数 

  61 施設（平成 29年度）→ 90 施設（令和 5年度） 

・退院支援に取り組む病院数 

  50 か所（令和元年度）→ 60 施設（令和 5年度） 

事業の内容 ・在宅医療、上手な医療のかかり方の啓発事業の実施 

・在宅医療を新たに実施する医師に対する支援事業の実施 

・医療従事者を対象とした意思決定支援研修の実施 

・在宅医療・救急医療連携による意思確認体制の整備 

・看護職員に対する退院支援看護師の養成研修の実施 

アウトプット指標 ・県民啓発講演会 参加者 200 人 

・意思決定支援研修 受講人数 50人 

・退院支援看護師研修 受講者 40人 

アウトカムとアウトプットの

関連 

 県民向けの啓発事業を実施することにより、在宅医療等に対する県

民の理解促進を図るとともに、患者の意思決定を支援する医療職や退

院支援を行う看護師向けの研修等を実施することにより、地域におけ

る在宅医療提供体制を構築する。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 3,615 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公  2,010 

 

基金 国（Ａ）  2,410 

 

都道府県 

（Ｂ） 

 1,205 

 

民    400 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

 3,615 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   400 

 

その他（Ｃ）    0 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：3,615 



 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.5（医療分）】 

早期退院・地域定着のための精神障害者支援体

制整備 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,528 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 精神科病院に長期入院している患者の早期退院・地域定着を目指す

ために、法律で支援が義務づけられていない『1 年以上の長期入院患

者』に対して退院支援を行っていくことこそが、平均在院日数などを減

らしていく上で重要であり、併せて、地域での支援体制整備の強化が必

要なことである。 

アウトカム指標：  

・1 年以上の長期入院患者の割合を 66.5%以下に減少させる。 

   69.1％（令和元年 6月 30 日時点） → 66.5％以下 

・平均在院日数を 280 日以下に減少させる。 

   298.9 日（平成 30年）→ 280 日以下 

事業の内容  １年以上の長期入院患者を対象とした相談支援事業所と医療機関、

行政等の連携による退院支援。各圏域の相談支援事業所に「地域移行促

進員」を配置し、入院中からのかかわりを開始。退院意欲の喚起や、周

囲の支援者の退院支援意欲を促進するための研修や、普及啓発活動を

通し、地域の支援体制を整備する。 

アウトプット指標 地域移行促進員設置の相談支援事業所数  8 事業所（6圏域） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

 長期入院者を対象とした退院意欲の喚起や周囲の支援者の退院支援

意欲を促進するための研修や普及啓発活動を通して、地域移行支援を

すすめていくことにより、１年以上長期入院患者の割合を下げること

ができる。また、同時に平均在院日数の減少も期待できる。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

4,528 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公    0 

 

基金 国（Ａ） 3,019 

 

都道府県 

（Ｂ） 

1,509 

 

民 3,019 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

4,528 

 

うち受託事業 

(再掲) 

3,019 

 

その他（Ｃ）    0 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：4,528 



 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.6（医療分）】 

重症心身障害児者等在宅医療等連携体制整備 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,802 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 医療的ケア児等が全国的に増加しているが、地域で在宅医療を受け

ながら安心して生活するための社会資源や支援者の連携体制が十分で

はないため、支援に関係する機関の連携体制構築と支援に携わる者の

人材育成が必要。 

アウトカム指標：  

医療的ケア児等の協議の場（県下 9 か所）に医療的ケア児等コーデ

ィネーターを配置する 

0 人（令和元年度）→ 9人（令和 5年度） 

事業の内容 ・事業の委託を受けた社会福祉法人等が在宅で生活する障害児(者)に

対して実施する在宅支援訪問リハビリ等及び施設支援一般指導事業 

・重症心身障害児者等が在宅医療を受けながら地域で安心して生活で

きるよう設置された協議の場において職種間の連携による社会資源

の拡充や課題解決を図る。 

・医療的ケア児等の支援に携わる人材を養成する。 

アウトプット指標 ・事業の委託を受けた法人が、相談や指導を希望する在宅障害児者の

家庭を訪問する在宅支援訪問リハビリ等及び児童発達支援事業所や

放課後等デイサービス事業所に技術指導を行う施設支援一般指導を

合計年 4,000 回以上実施 

・県及び地域に医療的ケア児等の協議の場を設置し、関係機関の連携

の強化と医療的ケア児等が抱える課題の解決を図る。 

・医療的ケア児等の支援に携わる人を養成するため、研修会を開催す

る。 

アウトカムとアウトプットの

関連 

 各関係機関との医療連携体制を整備し在宅支援体制を強化すること

で、医療的ケア対応可能な事業所の増加を図る。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

11,802 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公    0 

 

基金 国（Ａ） 7,868 

 

都道府県 

（Ｂ） 

3,934 

 

民 7,868 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

11,802 

 

うち受託事業 

(再掲) 

7,868 

 

その他（Ｃ）    0 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：11,802 



 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.7（医療分）】 

地域医療支援センター運営 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

46,170 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県立医科大学（和歌山県） 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ  医師の地域偏在・診療科偏在の解消を図り、県内において適切な医療

サービスを供給できる体制の強化が必要。 

アウトカム指標：  

県内医療施設従事医師数 

  2,825 人（令和元年度）→ 3,200 人(令和 8年度) 

事業の内容  県内の医師不足状況等を把握・分析し、医師のキャリア形成支援と一

体的に医師不足医療機関の医師確保を行うため、地域医療支援センタ

ーの運営を行う。 

アウトプット指標 ・医師派遣・あっせん数 

    5 人（平成 28 年度） → 24 人（令和 2年度） 

※内訳：県立医大地域医療枠 20 人、近畿大学医学部和歌山県枠 4人 

・地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数の割 

 合  100％（平成 28年度） → 100％（令和 2年度） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

 地域医療支援センターがコントロールタワーとなり、地域医療に従

事する若手医師のキャリア形成支援や医師配置を行うことにより、本

県の地域医療に携わる医師の確保（医師の偏在解消）を図る。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

46,170 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公 30,780 

 

基金 国（Ａ） 30,780 

 

都道府県 

（Ｂ） 

15,390 

 

民    0 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

46,170 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   0 

 

その他（Ｃ）    0 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：46,170 



 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.8（医療分）】 

医師のキャリア形成支援 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

27,300 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県立医科大学（和歌山県） 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 地域医療に従事することが課されている医師は、医師が不足してい

る地域及びへき地の医療機関に派遣されることから、専門的な知識に

加え、地域医療に必要な技術、知識の習得が必要。 

アウトカム指標：  

和歌山県立医科大学において後期研修を行った地域医療枠卒業医師

の配置先医療機関施設数 

0 施設（平成 30年度）→ 7 施設（令和 7年度） 

事業の内容 地域医療枠卒業医師の卒後 6、7年目を後期研修期間と位置付け、和

歌山県立医科大学地域医療学講座に所属しながら、専門分野の診療科

において、診療や研究に従事する。その中で、さまざまな疾患への対応

や、高度医療に関する知識・技術など、地域医療に必要なノウハウを習

得する。 

アウトプット指標 和歌山県立医科大学において後期研修を受けた地域医療枠卒業医師数 

0 人（平成 30 年度）→7人（令和 2 年度） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

和歌山県立医科大学において後期研修を受けた地域医療枠卒業医師

を、県内の医療機関に配置することで、地域医療の充実を図る。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

27,300 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公 18,200 

 

基金 国（Ａ） 18,200 

 

都道府県 

（Ｂ） 

9,100 

 

民    0 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

27,300 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   0 

 

その他（Ｃ）    0 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：27,300 



 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.9（医療分）】 

医師確保修学資金 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

124,800 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 医師の地域偏在・診療科偏在の解消を図り、県内において適切な医療

サービスを提供できる体制整備のため、医師の確保が必要。 

アウトカム指標：  

へき地又は不足診療科に派遣される地域枠・自治医大卒業医師数 

62 人（令和元年度）→154 人（令和 7年度） 

事業の内容 和歌山県立医科大学地域医療枠及び近畿大学医学部和歌山県地域枠

入学者に対し、修学資金を貸与する。 

アウトプット指標 令和 2年度修学資金貸与者数 

・和歌山県立医科大学地域医療枠 54 人 

・近畿大学医学部和歌山県地域枠 18 人 

アウトカムとアウトプットの

関連 

地域枠学生に修学資金を貸与することで、へき地及び不足診療科に

従事する医師を確保し、適切な医療サービスを提供できる体制を整備

する。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

124,800 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公 24,800 

 

基金 国（Ａ） 24,800 

 

都道府県 

（Ｂ） 

12,400 

 

民    0 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

37,200 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   0 

 

その他（Ｃ） 87,600 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：37,200 



 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.10（医療分）】 

新生児医療担当医確保支援 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,822 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 晩婚化による高齢出産の増加や、低出生体重児等リスクの高い新生

児の出生数増加に伴い、新生児担当医の負担が増加。 

新生児担当医の離職防止を図り、新生児医療体制を堅持するために

は、処遇改善に係る支援が必要。 

アウトカム指標：  

  NICU 設置病院数の維持   3 病院(令和 2年度) 

事業の内容 NICU 設置病院を対象に、処遇改善を目的として新生児取扱件数に応

じて支給する手当の補助を行う。 

アウトプット指標 NICU 設置病院への支援数 2 病院 

アウトカムとアウトプットの

関連 

処遇改善を通じて、新生児担当医の確保を図る。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

3,822 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公 849 

 

基金 国（Ａ） 849 

 

都道府県 

（Ｂ） 

425 

 

民    0 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

1,274 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   0 

 

その他（Ｃ） 2,548 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：1,274 



 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.11（医療分）】 

医師臨床研修マッチング対策 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,342 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 研修医は将来の医療の担い手であることから、県内の臨床研修医を

確保するため、魅力ある研修プログラム作りやＰＲが必要。 

アウトカム指標：  

 医師臨床研修マッチング率の向上 

  75.8％（令和元年度）→ 85％（令和 2年度） 

事業の内容 より多くの臨床研修医を確保するため、医学生に対し県内臨床研修

病院のＰＲとしてＷＥＢサイトの作成・パンフレットの作成・合同説明

会の実施等を行う。 

アウトプット指標 ・県内臨床研修病院合同説明会の実施回数 2回 

・県内臨床研修病院ＰＲのＷＥＢサイト作成 

・県内臨床研修病院ＰＲのパンフレット作成 

アウトカムとアウトプットの

関連 

魅力ある研修プログラム作りやＰＲを行うことで、県内の臨床研修

医を確保。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

1,342 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公 895 

 

基金 国（Ａ） 895 

 

都道府県 

（Ｂ） 

447 

 

民    0 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

1,342 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   0 

 

その他（Ｃ） 0 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：1,342 



 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.12（医療分）】 

新人看護職員指導者研修 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

539 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県看護協会（和歌山県） 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ 高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニーズ

に対応し、適切な医療サービスを提供できる質の高い看護職員及び看

護職員数の確保が必要。 

アウトカム指標：  

 研修を受けた看護職員数 40 人 

事業の内容 国の定めるガイドラインに基づいた内容で新人看護職員研修を実施

するため、指導者研修を実施する。（委託） 

アウトプット指標 研修実施回数 1 回（全 5日） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

新人看護職員に対する研修を実施することで、新人看護職員の離職

防止を図る。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

539 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公 0 

 

基金 国（Ａ） 359 

 

都道府県 

（Ｂ） 

180 

 

民    539 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

539 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   539 

 

その他（Ｃ） 0 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：539 



 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.13（医療分）】 

看護職員充足対策（新人看護職員研修） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

31,232 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ  高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニーズ

に対応し、適切な医療サービスを提供できる質の高い看護職員及び看

護職員数の確保が必要。 

アウトカム指標：  

研修を受けた新人看護職員数 383 人 

事業の内容  病院等において、新人看護職員に対し、国の定めるガイドラインに沿

った研修を実施するための費用の補助を行う。 

アウトプット指標 研修を実施した医療機関 27 カ所 

アウトカムとアウトプットの

関連 

新人看護職員に対する研修を実施することで、新人看護職員の離職

防止を図る。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

31,232 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公 4,596 

 

基金 国（Ａ） 6,860 

 

都道府県 

（Ｂ） 

3,430 

 

民 2,264 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

10,290 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   0 

 

その他（Ｃ） 20,942 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：10,290 



 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.14（医療分）】 

看護職員充足対策（UＩターン推進） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

 511 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ  高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニーズ

に対応し、適切な医療サービスを提供できる看護職員数の確保が必要。 

アウトカム指標：  

求人情報冊子配付 看護師等養成所等へ 1,500 部 

事業の内容 県外の看護学生、看護職員に県内医療機関の求人情報を提供し、県内

就業（Iターン・Uターン）の推進を図る。 

アウトプット指標 求人情報を収集する県内医療機関数 68 施設 

アウトカムとアウトプットの

関連 

県内医療機関の求人情報を収集し、県外の看護学生、看護職員へ情報

提供することにより、県内就業（Iターン・Uターン）の推進を図る。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 511 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公  341 

 

基金 国（Ａ）  341 

 

都道府県 

（Ｂ） 

 170 

 

民    0 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

 511 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   0 

 

その他（Ｃ）    0 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R01：511 



 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.15（医療分）】 

看護職員養成強化対策 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,097 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 看護師等養成所 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ  高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニーズ

に対応し、適切な医療サービスを提供できる看護職員数の確保が必要。 

アウトカム指標：  

補助を行う看護師等養成所の卒業者数 96 人 

事業の内容  看護教育の充実及び運営の適正化を図るため、民間立の看護師等養

成所の運営に対する補助を行う。 

アウトプット指標 補助を行う看護師等養成所数 3施設 

アウトカムとアウトプットの

関連 

民間立の看護師等養成所の運営に対する補助を行うことで、看護教

育の充実及び運営の適正化並びに看護職員の確保を図る。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

26,097 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公    0 

 

基金 国（Ａ） 10,092 

 

都道府県 

（Ｂ） 

5,046 

 

民 10,092 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

15,138 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   0 

 

その他（Ｃ） 10,959 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：15,138 



 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.16（医療分）】 

病院内保育所運営（病院内保育所設置促進） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

88,133 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ  多様化する医療ニーズに対応する看護職員の離職は深刻な問題とな

っている。看護職員の離職を防止し、適切な医療サービスを提供するた

めには、看護職員の働きやすい職場環境の整備が必要であることから、

医療機関における保育所の整備・運営について支援が必要。 

アウトカム指標：  

・院内保育所の設置数の維持 

  35 施設（令和 2年度） 

・院内保育所の運営支援施設数 

  15 施設（令和元年度）→ 16 施設（令和 2年度） 

事業の内容  医療機関に勤務する職員の乳幼児保育事業に対し、病院内保育所の

運営費について補助を行う。 

アウトプット指標 ・補助を行う医療機関数 15 ヶ所 

・補助を行う医療機関の保育児童数 150 名 

アウトカムとアウトプットの

関連 

病院内保育所の運営費について補助することで、病院内保育所の設

置を促進することにより、看護職員の確保を図る。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

88,133 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公    7,250 

 

基金 国（Ａ） 38,359 

 

都道府県 

（Ｂ） 

19,180 

 

民 31,109 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

57,539 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   0 

 

その他（Ｃ） 30,594 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：57,539 



 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.17（医療分）】 

あんしん子育て救急整備運営 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

39,543 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

那賀、橋本、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ  小児科医が地域偏在している中、各保健医療圏における小児 2 次救

急医療体制を維持することが必要。 

アウトカム指標：  

小児 2次救急医療体制を整備する圏域の維持 

  5 圏域(令和 2年度) 

事業の内容  小児 2 次救急医療を担う病院に対して、休日・夜間の小児科専門医

による診療体制を整えるために必要な運営費の補助を行う。 

アウトプット指標 小児 2次救急医療機関における小児科医の当直体制の実施 

（6医療機関） 

アウトカムとアウトプットの

関連 

各保健医療圏において、2次救急医療機関の小児科医の当直体制を整

備することで、小児の入院患者、救急搬送患者の受入体制を維持する。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

39,543 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公 17,575 

 

基金 国（Ａ） 17,575 

 

都道府県 

（Ｂ） 

8,787 

 

民    0 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

26,362 

 

うち受託事業 

(再掲) 

   0 

 

その他（Ｃ） 13,181 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：26,362 



 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.18（医療分）】 

子ども救急相談ダイヤル（#8000） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

13,125 千円 

事業の対象となる医療介護総

合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 令和 2年（2020 年）4月 1日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

背景にある医療・介護ニーズ  夜間休日に小児の軽症患者が高次医療機関へ集中し、病院勤務医に

過重負担となっている。また、本来業務である 2 次 3 次救急医療の提

供に支障が出る恐れがある。 

アウトカム指標：  

2 次救急医療機関における小児救急患者数（入院を除く患者数）減少 

 12,404 人(平成 30 年度)→ 12,000 人(令和 2年度) 

事業の内容  子どもの急病に対する保護者の不安を緩和し、不要不急の救急受診

を抑制するため、看護師･小児科医師による夜間休日の電話相談を 365

日体制で実施する。（委託） 

アウトプット指標 年間相談件数  8,000 件以上 

アウトカムとアウトプットの

関連 

相談件数を増加させることで、不要不急の救急受診の抑制と病院勤

務医の負担軽減につながる。 

事業に要する費用の額 

（千円） 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

13,125 基金充当

額（国

費） 

における 

公民の別 

 

公    0 

 

基金 国（Ａ） 8,750 

 

都道府県 

（Ｂ） 

4,375 

 

民 8,750 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

13,125 

 

うち受託事業 

(再掲) 

8,750 

 

その他（Ｃ）    0 

 

各年度の基金所要見込額 

（千円） 

R02：13,125 



３．計画に基づき実施する事業  

 （事業区分５：介護従事者の確保に関する事業） 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の 

     理解促進事業 

事業名 【No.1（介護分）】 

介護人材マッチング機能強化事業（参入促進） 

【総事業費 

（計画期間の総

額）】 

4,764 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

令和２年度末における介護職員需給差（877 人）の縮小に向け、介護

職員 300 人を増加する。 

事業の内容 地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進のため

に、学校訪問や福祉の仕事出張講座、その他広報啓発を実施。 

アウトプット指標 ・学校訪問件数 210 校  

・福祉の仕事出張講座開催数 20 校 

・学生向けイメージアップ冊子 12,000 部配布 

 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護の仕事のイメージアップを図り、新規就職者を増やすことによ

って、介護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,764 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,176 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,588 

民 (千円) 

3,176 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

4,764 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

3,176 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

  



 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」の拡大 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした 

     介護の職場体験事業 

事業名 【No.2（介護分）】 

介護人材マッチング機能強化事業（職場体験） 

【総事業費 

（計画期間の総

額）】 

1,834 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

令和２年度末における介護職員需給差（877 人）の縮小に向け、介護

職員 300 人を増加する 

事業の内容 若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした福祉・介護の職場

体験の機会を提供 

アウトプット指標 職場体験受入人数 50 人（うち福祉分野への就職者数 10 人） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

職場体験の実施により、新規就職者の増に結びつけ、介護サービス

従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,834 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,223 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

611 

民 (千円) 

1,223 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,834 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

1,223 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

  



 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）参入促進のための研修支援 

（小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.3（介護分）】 

介護人材確保対策事業 

【総事業費 

（計画期間の総

額）】 

12,446 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

令和２年度末における介護職員需給差（877 人）の縮小に向け、介護

職員 300 人を増加する 

事業の内容 県内の高等学校の学生を対象に、介護に関する基礎的な知識と技術

を習得する機会を提供。施設・事業所関連の団体等及び高等学校と連

携し、就職を希望する高校生に対し、介護資格（介護職員初任者研修課

程）取得を支援。 

アウトプット指標 資格取得者数 高校生 150 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護の基礎的な知識・技術を修得すると同時に介護業務について正

しく理解する機会を創出し、人材の介護現場への新規参入及び定着を

促し、介護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

12,446 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

8,297 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,149 

民 (千円) 

8,297 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

12,446 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

8,297 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

  



 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）ボランティアセンターとシルバー人材センター等の 

     連携強化事業 

事業名 【No.4（介護分）】 

中高年齢者マッチング事業 

【総事業費 

（計画期間の総

額）】 

1,814 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会・県介護普及センターへ委託） 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

令和２年度末における介護職員需給差（877 人）の縮小に向け、介護

職員 300 人を増加する 

事業の内容 介護未経験者の中高年齢者等が地域の介護職場で就労の際に求めら

れる最低限度の知識・技術等を学ぶことができる研修会を実施すると

ともに、研修受講者の就労までのマッチングを行う。 

アウトプット指標 ・研修会への参加者数 50 人 

・参加者のうち介護分野への就職者数 10 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護未経験の求職者が研修会及び就職相談会へ参加できる機会を設

け、就労までのマッチングをすることによって、介護サービス従事者

数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,814 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,209 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

605 

民 (千円) 

1,209 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,814 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

1,209 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

  



 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチ 

     ング機能強化事業 

事業名 【No.5（介護分）】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

（人材マッチング） 

【総事業費 

（計画期間の総

額）】 

26,013 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

令和２年度末における介護職員需給差（877 人）の縮小に向け、介護

職員 300 人を増加する 

事業の内容 和歌山県福祉人材センターに専門員を配置し、合同就職説明会の開

催や求人情報の提供等を実施（大規模５回、小規模６回） 

アウトプット指標 合同就職説明会 

来場者数 400 人（大規模 300 人、小規模 100 人） 

就職者数  40 人（大規模 30 人、小規模 10人） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

就職説明会によって、求職者が色々な介護施設・事業所を知る機会

を作り、就職に結びつけることによって、介護サービス従事者数の増

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

26,013 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

17,342 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,671 

民 (千円) 

17,342 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

26,013 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

17,342 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

  



 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修 

支援事業（イ） 

事業名 【No.6（介護分）】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

（キャリアアップ） 

【総事業費 

（計画期間の総

額）】 

535 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

令和２年度末における介護職員需給差（877 人）の縮小に向け、介護

職員 300 人を増加する 

事業の内容 国家資格取得等のための勉強会を開催（年４３回） 

（介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員など） 

アウトプット指標 参加者のべ 600 人（43回開催） 

国家資格取得者数 20 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護職員がキャリアアップすることによって、定着率が向上し、介

護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

535 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

357 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

178 

民 (千円) 

357 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

535 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

357 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

  



 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修 

支援事業（イ、ハ） 

事業名 【No.7（介護分）】 

介護人材キャリアアップ研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総

額）】 

2,934 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県介護普及センター等へ委託） 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

令和２年度末における介護職員需給差（877 人）の縮小に向け、介護

職員 300 人を増加する 

事業の内容 

 

 

 

 

 

 

①介護職員等がたんの吸引等を実施するために必要な研修における、

指導者養成及び資質の向上を図るための研修を実施。 

②新任職員及び中堅職員に対して必要となる知識を習得させる研修及

びサービス提供責任者など介護サービス従事者を対象に必要な知識

と技術を修得させる研修を実施。 

③介護支援専門員資質向上研修の講師・ファシリテーターに対しファ

シリテーション研修を実施するとともに、研修向上委員会を開催し、

介護支援専門員法定研修の質の向上を図る。 

④特別養護老人ホーム等の介護保険施設の職員に対して、歯科専門職

（歯科医師・歯科衛生士）が歯科口腔保健の重要性や口腔ケアの手

技等の研修を行う。 

アウトプット指標 ①喀痰吸引等研修における指導者の養成 30 人 

②新任職員研修 20 人 

 中堅職員研修 20 人 

 介護職員テーマ別研修 100 人 

 サービス提供責任者研修 50 人 

③介護支援専門員ファシリテーター研修 50 人 

 介護支援専門員研修向上委員会 １回 

④研修受講者数 ２０人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護職員及び介護支援専門員の資質向上を図ることにより、介護サ

ービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,934 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,021 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,956 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

978 

民 (千円) 

935 



 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

2,934 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

935 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

  



 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）潜在有資格者の再就業促進 

（小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業 

事業名 【No.8（介護分）】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

（潜在的有資格者の再就業促進） 

【総事業費 

（計画期間の総

額）】 

1,448 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

令和２年度末における介護職員需給差（877 人）の縮小に向け、介護

職員 300 人を増加する 

事業の内容 潜在的有資格者に対する情報提供、研修などを実施 

 情報提供回数 年４回 

 研修実施回数 ３回 

アウトプット指標 研修参加者 50 人 

再就職者数 10 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

離職した介護人材に情報提供や研修を実施し、再就職を促進するこ

とによって、介護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,448 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

965 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

483 

民 (千円) 

965 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,448 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

965 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

  



 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等（イ、

ロ） 

事業名 【No.9（介護分）】 

認知症地域支援人材育成研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総

額）】 

6,183 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

① 認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支援、医療従

事者に対して、地域包括支援センターとの連携役の養成や、認知症

の疑いがある人に早期に気づき、早期に専門的なケアにつなげる等

医療現場において適切な対応ができる体制を整備・充実 

② 高齢者介護実務者及びその指導的立場にある者について、適切な認  

知症介護に関する知識・技術の修得・充実を図る。 

③ 地域において把握した認知症の方の悩みや家族の身近な生活支援

ニーズ等と認知症サポーターを中心とした支援者をつなぐチーム

オレンジの整備・活動推進を図る。 

事業の内容 ① 認知症サポート医の養成、認知症サポート医のフォローアップ研

修、病院勤務医療従事者、歯科医師、薬剤師及び看護職員向け認知

症対応力向上研修の実施 

② 認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため、高齢者介護

の指導的立場にある者や介護実践者、サービス事業の管理的立場ま

たは、代表者的立場にある者に対して、必要な知識や技術を修得さ

せる研修の実施 

③ チームオレンジの整備・活動を推進するために市町村が配置するコ

ーディネーターやチームオレンジのメンバー等に対して、必要な知

識や技術を習得するための研修の実施 

アウトプット指標 ① 認知症サポート医 7人養成 

  認知症診療医フォローアップ研修 1 回開催（60 人程度） 

  一般病院勤務の医療従事者向け研修 2 回開催（200 人程度） 

  歯科医師認知症対応力向上研修 2回開催（80 人程度） 

  薬剤師認知症対応力向上研修 2 回開催（100 人程度） 

  看護職員認知症対応力向上研修 2回開催（100 人程度） 

② 認知症介護サービス事業開設者研修 20 人 

  認知症対応型サービス事業管理者研修 100 人 

  小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 30 人 

  認知症介護基礎研修 200 人 

認知症介護指導者フォローアップ研修 2 人 

  認知症介護指導者スキルアップ事業 50 人 



 

③ チームオレンジ・コーディネーター研修 2回開催（30 人程度） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

① 認知症の人やその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らし続ける

ことができる社会が実現できるよう、早期発見・早期対応できる体

制を整備 

② できる限り認知症の進行を緩徐化させ、行動心理症状を予防できる

よう、良質な介護を担うことができる人材を質・量ともに確保する

ことで、介護サービス基盤を整備 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,183 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

725 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,122 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,061 

民 (千円) 

3,397 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

6,183 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

3,397 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

  



 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業（イ） 

事業名 【No.10（介護分）】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

（定着促進） 

【総事業費 

（計画期間の総

額）】 

1,577 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

令和２年度末における介護職員需給差（877 人）の縮小に向け、介護

職員 300 人を増加する 

事業の内容 福祉事業所の職場環境に関する訪問相談や経営者向けセミナー等を

実施 

 セミナー実施回数 ５回 

 テーマ案 効果的な求人方法、執務環境改善など 

アウトプット指標 経営者セミナー参加者 150 人 

（他、研修参加法人の効果測定をアンケートにより実施予定） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

職場環境を改善し働きやすい環境にすることによって、離職の防止

を図るとともに、新規就職者を増やすことによって、介護サービス従

事者数の増を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,577 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,051 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

526 

民 (千円) 

1,051 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,577 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

1,051 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業（ロ、

ハ） 

事業名 【No.11 （介護分）】 

 介護ロボット等導入支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総

額）】 

59,100 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

令和２年度末における介護職員需給差（877 人）の縮小に向け、介護

職員 300 人を増加する。 

事業の内容 介護従事者の離職防止のため、業務効率化や負担軽減に効果がある介

護ロボット（移乗支援、移動支援、排せつ支援、見守り、コミュニケー

ション、入浴支援、介護業務支援）及び ICT の導入を支援 

補助額：導入経費の１／２を補助（補助上限額：介護ロボット １機

器）あたり 300 千円～1,000 千円、ICT １事業所あたり 1,000 千円～

2,600 千円） 

アウトプット指標 施設系サービスを運営する７割の法人で介護ロボット等を導入 

アウトカムとアウトプット

の関連 

介護ロボット等の導入を促進し、介護従事者の負担を軽減することに

より、介護人材の定着促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

59,100 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

39,400 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

19,700 

民 (千円) 

39,400 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

59,100 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業（イ） 

事業名 【No.12（介護分）】 

 外国人介護人材受入支援事業（マッチングの

場の創設） 

【総事業費 

（計画期間の総

額）】 

1,300 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

令和２年度末における介護職員需給差（877 人）の縮小に向け、介護

職員 300 人を増加する。 

事業の内容 介護事業所と外国人介護人材のマッチングを支援するため、介護事業

所と外国人介護人材獲得のノウハウを持つ事業者との相談会を開催す

る。 

アウトプット指標 マッチング数 50 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

外国人介護人材を活用することにより、介護サービス従事者の増加を

図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,300 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

867 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

433 

民 (千円) 

867 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,300 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

867 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業（イ） 

事業名 【No.13（介護分）】 

 外国人介護人材受入支援事業（指導者養成） 

【総事業費 

（計画期間の総

額）】 

700 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 

令和２年度末における介護職員需給差（877 人）の縮小に向け、介護

職員 300 人を増加する。 

事業の内容 外国人介護人材に対し適切な指導を行うことができる介護職員の研修

等を実施する。 

アウトプット指標 研修実施回数 ４回、セミナー実施回数 １回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

外国人介護人材を活用することにより、介護サービス従事者の増加を

図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

700 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

467 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

233 

民 (千円) 

467 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

700 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

467 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

 

 

 
 
 
 



   

別紙 

 
 
 

 
 
 
 

令和元年度和歌山県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和 3年 1月 

和歌山県 

 
  



   

１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

□ 行った 
（実施状況） 

 

 
 ☑ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 【医療分】 
  ・次回の和歌山県医療審議会において報告予定（令和元年度実施分） 
 【介護分】 
  ・次回の和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告予定 

（令和元年度実施分） 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
 
 

 
  



   

２．目標の達成状況 

 
令和元年度和歌山県計画に規定した目標を再掲し、令和元年度終了時における目標の達

成状況について記載。 

 

■ 和歌山県全体（目標と計画期間） 

1．目標 

高齢化の進展に対し、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にいたるまで、

病状に応じた適切なサービスを確保する必要がある。 

そのため、病床の機能分化・連携、病院を退院した患者が自宅や地域で必要な医療

を受けられる在宅医療提供体制の構築を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域で安

心して、健康で元気に生きがいを持って暮らすことができ、たとえ介護や生活支援が

必要となっても、地域全体で支え合う豊かな長寿社会の構築を図るため、以下を目標

に設定する。 

 

＜医療分＞ 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
本県の病床を機能別にみると、急性期機能を担う病床の占める割合が多い一方で、

回復期機能を担う病床の割合が少ない現状にある。さらなる高齢化に伴う医療需要の

変化に対応していくためには、急性期から回復期への病床機能の転換等が課題であ

る。  
そのため、地域医療構想の推進のために設置する各構想区域の「協議の場」（地域

医療構想調整会議）において、各区域の現状と課題を関係者で共有し、急性期から回

復期への転換、病床数の適正化等を行っていく。 

あわせて、回復期病床を中心として、各医療機関における目指すべき機能に応じた

指導医の配置を行う。 
 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想において必要となる病床数 

全病床（一般病床及び療養病床） 

   12,540 床（平成 26 年度）→ 9,506 床（令和 7年度） 

うち回復期病床 

  1,171 床（平成 26 年度）→ 3,315 床（令和 7年度） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 



   

地域包括ケアシステムを支えるため、適切な在宅医療サービスが提供できる看護

職員の確保を進めるとともに、精神障害者の早期退院・地域定着のための支援体制

を整備する。また、人生最終段階の意思決定に関し、医療関係者向け研修及び県民啓

発を実施する。 

 

【定量的な目標値】 

   ・特定行為研修を受講した看護職員がいる施設数 

            0 施設（平成 28 年度）→ 20 施設（令和 2年度） 

・訪問看護ステーションに従事する看護師数 

470 人（平成 28 年度）→ 620 人（令和 2年度） 

   ・患者の意思確認体制整備に取り組む圏域 

0 箇所（平成 29 年度）→ 8 箇所（全ての保健所管内）（令和 5年度） 

   ・退院支援に取り組む病院数 

      46 病院（平成 30 年度）→ 51 病院（令和元年度） 

・精神科病院における１年以上の長期入院患者の割合 

       67.8％（平成 30 年 6 月 30 日時点）→66.5％以下（令和 2年 6月 30 日時点） 

    ・精神科病院における平均在院日数 

        301.2 日（平成 29 年度）→ 300 日以下（令和元年度）  

 

４④ 医療従事者の確保に関する目標 
本県の人口 10 万人対医師数は全国平均を上回っているものの、和歌山保健医療圏

に医師が集中し、また、産科医、小児科医等が不足している状況にある。 

これらの課題を解決するための取組を進め、卒後の研修体制を整備するなど積 

極的かつ安定的な医師確保に取り組むとともに、看護師など医療従事者の養成、確

保についても、引き続き取組を進めていく。 

 

【定量的な目標値】 

・県内医療施設従事医師数  

2,768 人（平成 28 年度）→ 3,200 人（令和 8年度） 

・和歌山県立医科大学において後期研修を行った地域医療枠卒業医師の配置先医

療機関施設数 

      0 施設（平成 30 年度）→ 7 施設（令和 7年度） 

   ・へき地又は不足診療科に派遣される地域枠・自治医大卒業医師数 

      53 人（平成 30 年度）→ 159 人（令和 7年度） 

・従事者届による看護職員の実人数 

14,337 人（平成 28 年度）→ 15,255 人（令和 2年度） 

   ・院内保育所の設置数  

31 施設（平成 29 年度）→ 35 施設（令和元年度） 



   

・院内保育所の運営支援施設数 

11 施設（平成 29 年度）→ 15 施設（令和元年度） 

・小児２次救急医療体制を整備する圏域の維持 

          5 圏域（令和元年度） 

・２次救急医療機関における小児救急患者数（入院を除く患者数)の減少 

         14,484 人（平成 28 年度）→ 13,500 人（令和元年度） 

 

＜介護分＞ 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
（計画なし） 

 
 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

令和２年度末における介護職員需給差(877 人)を解消するため、介護職員 300 人の

増加を目標とする。 

目標の達成に向け、県内の労働市場の動向も踏まえ、特に県内の中・高校生等に対

する介護や介護の仕事のイメージアップ、高校生への介護資格取得支援、介護未経

験者の中高年齢者の参入促進や、福祉関係職員の人材育成、介護職員のスキルアッ

プ及び職場環境の改善を支援することにより介護従事者の確保及び定着の促進を

図る。 

 

  【定量的な目標値】 

・介護の仕事のイメージアップ 学校訪問件数 210 校 

・高校生への介護資格取得支援 資格取得者数 150 人 

・介護未経験の中高年齢者の参入促進 研修受講者 50 人 

・国家資格取得等のための勉強会開催 勉強会参加者 600 人 

・喀痰吸引等研修による認定特定行為従事者の養成 130 人 

・職場環境に関する訪問相談 事業所訪問件数のべ 150 件 

 

2.計画期間 

平成31年4月1日～令和4年3月31日 

 



   

□ 和歌山県全体（達成状況） 

＜医療分＞ 

1）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

・和歌山県における病床数 

全病床（一般病床及び療養病床） 

  12,540 床（平成 26 年度）→ 11,977 床（令和元年度） 

うち回復期病床 

 1,171 床（平成 26 年度）→ 2,275 床（令和元年度） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
・特定行為研修を受講した看護職員がいる施設数 

   0 施設（平成 28 年度）→ 7 施設（令和元年度） 

・訪問看護ステーションに従事する看護師数 

   470 人（平成 28 年度）→ 555 人（平成 30 年度） 

  ※2 年に 1回の調査のため、次回は令和 2年度 

・患者の意思確認体制整備に取り組む圏域 

  0 か所（平成 29 年度）→ 8 か所（全保健所地域）（令和元年度） 

・退院支援に取り組む病院数 

    46 病院（平成 30 年度）→ 50 病院（令和元年度） 

・精神科病院における１年以上の長期入院患者の割合 

        69.1％（平成 30 年 6 月 30 日時点）→67.8％（令和元年 6月 30 日時点） 

・精神病床における平均在院日数 

   301.2 日（平成 29 年度）→ 298.9 日（平成 30 年度） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 
・県内医療施設従事医師数  

2,768 人（平成 28 年度）→ 2,825 人（平成 30 年度） 

※2年に 1回の調査のため、次回は令和 2年度 

   ・へき地又は不足診療科に派遣される地域枠・自治医大卒業医師数 

      53 人（平成 30 年度）→ 62 人（令和元年度） 

・従事者届による看護職員の実人数 

14,337 人（平成 28 年度）→ 14,705 人（平成 30 年度） 

※2年に 1回の調査のため、次回は令和 2年度 

   ・院内保育所の設置数 

31 施設（平成 29 年度）→ 35 施設（令和元年度） 



   

・院内保育所の運営支援施設数 

11 施設（平成 29 年度）→ 15 施設（令和元年度） 

・小児２次救急医療体制を整備する圏域 

          5 圏域（令和元年度） 

・２次救急医療機関における小児救急患者数（入院を除く患者数) 

 14,484 人（平成 28 年度）→ 12,404 人（平成 30 年度） 

 

2）見解 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

地域医療構想における各医療機関の役割を踏まえ、若手医師及び指導医を適切

に派遣することで、各医療機関の目指すべき機能への移行を推進することができ

た。不足している回復期病床への転換等も進んでいる。 

 

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

訪問看護や特定行為に対応できる看護職員や退院支援に取り組む病院数が増加

し、また、人生の最終段階における意思確認体制の整備も全医療圏において取り

組んでおり、在宅医療提供体制等の充実が進んでいる。 

一方で、予定していた県民向けの啓発講演会等が、新型コロナウィルス感染拡

大防止のため実施を見送ることとなり、一部目標達成には至らなかった。 

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

   医療従事者の確保については、地域において適切で質の高い医療提供体制を構

築し、その強化を図るため、医師や看護職員等の医療従事者の確保はもとより、

提供サービスの質の向上等も図ってきたところである。しかしながら、医師の地

域偏在や看護職員不足等の問題は解消には至っていない。 

 

3）改善の方向性  

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設・設備の整備等の支援や指導医の

配置により、回復期病床の確保が進んでいる。 

今後も引き続き、地域医療構想を達成し、適切かつ質の高い医療提供体制を整

備するため、医療機能の分化・連携を支援していく。 

 

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

今後も基金を活用しながら、特定行為や訪問看護、退院支援等に関する研修を

実施することにより、地域包括ケアシステムを支える人材の確保や、適切な在宅

医療サービスが提供される体制の整備に取り組んでいく。 

集客を伴う規模の大きな催事は令和2年度も実施が困難なことが想定されるた



   

め、住民に対する啓発活動は他の手法を取り入れる必要がある。 

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

医師の地域偏在・診療科偏在の解消のため、県民医療枠等卒業医師のキャリア形

成支援や医師派遣を継続的に実施していくとともに、産科医・小児科医の人材確保

や負担軽減を図っていく。 

また、高齢化の進行や疾病構造の変化により多様化する医療ニーズに対応する

ため、適切な医療サービスを提供できる質の高い医療従事者を継続的に確保する

必要があることから、今後も潜在看護師等の復職を支援するとともに、既存職員の

離職防止のための病院内保育所設置といった職場環境の整備を進めていく。 

 

4）目標の継続状況 

☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□ 令和2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

＜介護分＞  

③ 介護施設等の整備に関する目標 

 （計画なし） 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

1）目標の達成状況 

介護職員 300 人／年の増加を目標とし、502 人（※）（介護サービス施設・事

業所調査より（H31.4.1～R2.3.31）増加した（達成率 167％）。 

 ※502 人の算出方法 

  令和２年度介護サービス施設・事業所調査をもとに算出される令和元年度都道府県別介護職員数

が、令和２年 10 月末日時点で厚生労働省より提供がないため、過去５年間の介護職員数の伸び

率の平均をもとに令和元年度和歌山県の介護職員数（推測）を算出 

  【計算方法】 

  平成 25 年度 19,552 人→平成 26 年度 19,557 人  伸び率 1.00025％ 

  平成 26 年度 19,557 人→平成 27 年度 20,487 人  伸び率 1.04755％ 

  平成 27 年度 20,487 人→平成 28 年度 20,521 人  伸び率 1.00165％ 

  平成 28 年度 20,521 人→平成 29 年度 21,092 人  伸び率 1.02782％ 

  平成 29 年度 21,092 人→平成 30 年度 21,883 人  伸び率 1.03750％ 

→過去５年間の伸び率平均 1.02295％（5.11477／5） 
   平成 30 年度 21,883 人×過去５年間の伸び率平均 1.02295％＝令和元年度 22,385 人 

   令和元年度 22,385 人－平成 30 年度 21,883 人＝502 人 

 



   

2）見解 

介護職員数においては、目標を達成し、当該計画事業の実施により介護人材確保 

に関して、一定の事業効果があったと考えられる。 

 

3）改善の方向性 

    更なる職員数の増加を目指し、高校生の介護分野への入職促進をより一層図る

ため、県、県福祉人材センター、及び県老人福祉施設協議会が一体となって、就

職率が高い地域の高等学校を直接訪問することにより、在学中の介護職員初任者

研修課程の取得促進や職場体験等の参加者増を図る。 

   また、就職相談会や介護未経験者向けの研修会について、周知方法や開催場

所・時期等を試行錯誤するとともに、ハローワークと県福祉人材センター等関係

者間の情報連携を強化することや研修等の既受講者に対し、改めて就職相談会へ

の参加を呼びかけることで、就職マッチング数の増加を図る。 

上記のような取組を行うことで更なる介護職員数の増加を図っていく。 

 

4）目標の継続状況 

    ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和 2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■ 区域ごとの目標と計画期間 

  和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域における目標と計画期間は、

和歌山県全体と同じ。 

 

□ 区域ごとの達成状況  

１）目標の達成状況 

 ①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   回復期病床数 

  和歌山保健医療圏  862床（平成30年度）→ 983床（令和元年度） 

  橋本保健医療圏   186床（平成30年度）→ 186床（令和元年度） 

  御坊保健医療圏   123床（平成30年度）→ 123床（令和元年度） 

  田辺保健医療圏   283床（平成30年度）→ 365床（令和元年度） 

  新宮保健医療圏   129床（平成30年度）→ 129床（令和元年度） 

 

 ②居宅等における医療の提供に関する目標 

 ④医療従事者の確保に関する目標 

 ⑤介護従事者の確保に関する目標 



   

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域における達成状況は、

和歌山県全体と同じ。 

 

２）見解 

３）改善の方向性 

    和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域は、和歌山県全体と同

じ。 

 

 
 



   

３．事業の実施状況（医療分） 

 
令和元年度和歌山県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実

施状況について記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【NO.1】 

病床機能の分化・連携のための施設設備整備

等 

【総事業費】 

1,209,624 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関、和歌山県 

事業の期間 令和元年（2019 年）度医療介護提供体制改革推進交付金内示後～

令和 4年（2022 年）3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 地域医療構想に基づき、高度急性期から急性期、回復期、慢性

期まで、医療機能の分化・連携を促進し、患者が状態に見合った

病床でふさわしい医療を提供する体制を整備するため、病床の機

能転換整備等の推進が必要。 

アウトカム指標：  

地域医療構想において必要となる病床数  

・全病床（一般病床及び療養病床） 

12,540 床（平成 26 年度）→ 9,506 床（令和 7年度） 

 ・うち回復期病床 

1,171 床（平成 26 年度）→ 3,315 床（令和 7年度） 

事業の内容（当初計画）  各保健医療圏において必要な病床機能についての医療関係者

の理解を促進するため、各医療機関の医療実績等に関するデータ

（病床機能報告等）を管理するシステムを改修する。 

 また、その理解のもとに推進される病床機能転換、再編・ネッ

トワーク化等について、施設・設備の整備、病床の削減等を支援

する。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

地域医療構想において必要となる病床数のうち、令和元年度基

金を活用して整備等を行うもの 

・全病床（一般病床及び療養病床） 

12,540 床(平成 26 年度) → 12,240 床(令和 4年度) 

・うち回復期 

    1,171 床(平成 26 年度) →  1,381 床(令和 4年度) 

アウトプット指標（達成

値） 

・全病床数（一般病床及び療養病床） 11,977 床 

うち回復期病床 2,275 床 

※令和元年度病床機能報告 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 全病床数（一般病床及び療養病床） 

 12,163 床（平成 30年度）→ 11,977 床（令和元年度） 

 うち回復期病床 



   

 
 

 2,046 床（平成 30 年度）→ 2,275 床（令和元年度） 

（１）事業の有効性 

   病床機能報告データを既存の医療情報システムに取り込

むことで、データの効果的な活用が図れた。 

  病床機能転換等に係る補助制度は、令和元年 7月に補助要

件の拡充、補助率の引上げ等を実施し、より多くの医療機関

が病床機能分化・連携を検討できる環境を整備した。 

（２）事業の効率性 

   病床機能報告等データを管理するシステムを既存の医療

関係システムと一元管理とすることで、経費を節減してい

る。 

その他  

 



   

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【NO.2】 

医療提供体制構築のための指導医派遣 

【総事業費】 

40,000 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県立医科大学（和歌山県） 

事業の期間 平成 31 年（2018 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 回復期病床への転換など、地域医療構想に基づく医療機能の分

化・連携を進めていくためには、転換後の機能に応じた医療従事

者の確保に対する支援が必要。 

アウトカム指標：  

地域医療構想において必要となる回復期病床数（2025 年にお

いて 3,315 床）の確保 

事業の内容（当初計画） 本県唯一の医師派遣機関である県立医科大学との協定に基づ

き、不足する回復期病床を中心として、各医療機関における目指

すべき機能に応じた指導医の派遣を行い、地域医療構想を踏まえ

た医療提供体制を構築するための医師を養成することで、目指す

べき機能への移行を後押しし、医療機能の分化・連携を促進する。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

指導医の追加配置により、各医療機関が目指すべき機能に対応

するための指導を受けた医師数 

  0 人（平成 27年度） →25 人（令和元年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

指導医の追加配置により、各医療機関が目指すべき機能に対応す

るための指導を受けた医師数 

 令和元年度までの総数：30 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 回復期病床数 

   2,046 床（平成 30 年度）→ 2,275 床（令和元年度） 

（１）事業の有効性 

   県内公的病院等に多数の医師を派遣している公立大学法

人和歌山県立医科大学と連携し、各医療機関の地域医療構想

での役割を踏まえて、若手医師及び指導医を適切に派遣する

ことで、医療機関の目指すべき機能の移行を推進することが

できた。 

（２）事業の効率性 

   県内公立病院等に多数の医師を派遣している公立大学法

事和歌山県立医科大学と連携することで、県内医療機関の状

況を把握して、効率的な指導医派遣を実施することができ

た。 

その他  



   

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.3】 

在宅医療等を支える特定行為研修受講支援 

【総事業費】 

2,718 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 3年（2021 年）3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 平成 27 年 10 月 1 日から始まった特定行為研修の受講を促進

し、特定行為を行う看護師を養成し、在宅医療を中心に、回復期、

慢性期病床の各段階において、適切な医療サービスを提供する体

制の整備が必要。 

アウトカム指標：  

特定行為研修を受講した看護職員がいる施設数 

  (平成 28 年度) 0 施設 → (令和 2年度) 20 施設 

事業の内容（当初計画）  特定行為研修の受講を支援し、特定行為を行う看護師がいる施

設数の増加を図り、在宅医療を中心に、回復期、慢性期病床の各

段階において、適切な医療サービスの提供体制が構築される。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

研修を受講した看護師数 8 人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修を受講した看護師数 6 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 特定行為研修を受講した看護職員がいる施設数 

   3 施設（平成 30 年度）→ 7施設（令和元年度） 

（１）事業の有効性 

   特定行為が行える看護職が増えたことにより、特定行為を

行える施設が令和元年度に 7施設となった。 

（２）事業の効率性 

   研修を県内研修機関に限ることとし、支援を受講料の一部

のみとすることで、医療機関の負担を軽減するとともに、よ

り少ない事業費で受講者の確保が図られた。 

その他  



   

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.4】 

地域包括ケアシステムを支える訪問看護研修

及びマネジメント研修 

【総事業費】 

1,974 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県看護協会（県） 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 増加が見込まれる在宅患者や、多様化する在宅医療のニーズに

対応するため、適切な医療サービスが供給できる看護職員の確保

が必要。 

アウトカム指標：  

訪問看護ステーションに従事する看護師数 

  470 人(平成 28 年度) → 620 人(令和 2年度) 

事業の内容（当初計画） ・看護師に対する訪問看護入門研修の実施 

・保健師に対する地域包括ケアシステムマネジメント研修の実

施 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

研修受講人数 

・訪問看護入門研修 20 人 

・地域包括ケアシステムマネジメント研修 10 人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修受講人数 

・訪問看護入門研修 18 人 

・地域包括ケアシステムマネジメント研修 7人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・訪問看護ステーション数（みなしを除く） 

  120 施設（平成 30年度）→ 133 施設（令和元年度） 

・地域包括ケアシステムマネジメント研修修了者数（累計） 

  22 人（平成 30 年度）→ 29 人（令和元年度） 

（１）事業の有効性 

   訪問看護活動における基礎的知識・技術の理解により、在

宅療養支援にかかる看護人材の資質向上が図られた。また、

事例検討や地域の健康課題の抽出等を通して、中堅保健師と

しての実践及び専門能力の向上が図られた。 

（２）事業の効率性 

   事業委託先を研修施設を有する団体とすることで、会場確

保に要する経費を抑えることができた。 

その他  



   

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.5】 

患者及び家族の思いをつなぐ医療支援事業 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 患者の意思が尊重され、住み慣れた地域で人生の最終段階を穏

やかに過ごすことができる医療体制を推進するためには、医療ケ

アチームによる支援のもと、患者及び家族による意思決定・合意

形成が行われ、適切な医療サービスが提供される体制整備が必

要。 

アウトカム指標：  

患者の意思確認体制整備に取組む圏域の増 

  0 か所(平成 29 年度) 

   → 8 か所(全保健所地域)(令和 5年度) 

事業の内容（当初計画） ・医療従事者を対象とした意思決定支援研修の実施 

・人生の最終段階における医療の意思決定について啓発を実施 

・在宅医療・救急医療連携による意思確認体制の整備 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

・意思決定支援研修 受講人数 50人（実人数） 

・県民啓発講演会 参加者 200 人 

アウトプット指標（達成

値） 

（実施せず） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 事業未実施のため確認できなかった 

（１）事業の有効性 

（２）事業の効率性 

 県民啓発講演会を令和２年３月に開催する予定であったが、

新型コロナウイルス感染の影響を踏まえ、中止となった。今後

は、感染状況等を考慮しながら事業継続を検討する。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.6】 

退院支援看護師配置支援 

【総事業費】 

600 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県看護協会） 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 患者が安心して退院後の生活を送ることができる在宅医療体

制を推進するためには、入院早期から退後の在宅療養生活を見据

え、退院支援看護師等の専従スタッフによる患者家族への意思決

定支援・自立支援を行う必要がある。 

アウトカム指標：  

退院支援に取り組む病院数 

 （H30）46 病院 → （R01）51 病院 

事業の内容（当初計画） 看護職員に対する退院支援看護師の養成研修を実施する。（委託） 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

退院支援看護師研修 受講者 40 名（実人数） 

アウトプット指標（達成

値） 

退院支援・退院調整等の実際について、在宅医療・看護に関する

専門的な知識を持った講師による研修を行った。 

研修受講者 38 名（実人数） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 退院支援に取り組む病院数の増加 

  46 施設（平成 30年度）→ 50 施設（令和元年度） 

（１）事業の有効性 

   入院早期から患者の退院後の在宅療養生活を見据えた退

院支援を実施することができる病棟看護師の育成を図り、安

心して在宅医療を進めることができる体制整備を進めるこ

とができた。 

（２）事業の効率性 

   県看護協会へ委託することにより、効率的に実施すること

ができた。また、委託先が研修施設を有することで、会場確

保に要する経費を抑えることができた。 

その他  

 



   

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.7】 

早期退院・地域定着のための精神障害者支援体

制整備 

【総事業費】 

4,841 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、有田、御坊、田辺の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 精神科病院に長期入院している患者の早期退院・地域定着を目

指すために、法律で支援が義務づけられていない『1年以上の長

期入院患者』に対して退院支援を行っていくことこそが、平均在

院日数などを減らしていく上で重要であり、併せて、地域での支

援体制整備の強化が必要なことである。 

アウトカム指標：  

・1 年以上の長期入院患者の割合を 66.5%以下に減少させる。 

   ⇒69.9％(H29.6.30 時点)から 67.8％(H30.6.30 時点)と減

少している。【精神保健福祉資料(630 調査)より】 

・平均在院日数を 300 日以下に減少させる。 

   ⇒321.4 日(H27 年)から 301.2 日(H29 年)に減少している。 

    【医療施設調査・病院報告より】 

事業の内容（当初計画）  １年以上の長期入院患者を対象とした相談支援事業所と医療

機関、行政等の連携による退院支援。各圏域の相談支援事業所に

「地域移行促進員」を配置し、入院中からのかかわりを開始。退

院意欲の喚起や、周囲の支援者の退院支援意欲を促進するための

研修や、普及啓発活動を通し、地域の支援体制を整備する。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

地域移行促進員設置の相談支援事業所数  7 事業所（6圏域） 

アウトプット指標（達成

値） 

・地域移行促進員設置を配置  6 圏域 7事業所 

・支援体制整備のための講演会開催、パンフレット・チラシ等作

成配布 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・1年以上の長期入院患者の割合 

69.1％（H30.6.30）→ 67.8％（R1.6.30 時点） 

・平均在院日数 

301.2 日（H29 年）→ 298.9 日（H30 年） 

 ※医療施設調査・病院報告 

（１）事業の有効性 

   長期入院者を対象とした退院意欲の喚起や、周囲の支援者

の退院支援意欲を促進するための支援体制整備など通じ、地

域移行支援をすすめていくことにより、１年以上長期入院患

者の割合を下げることができている。また、同時に平均在院

日数も減少しており、今後も事業を継続していくことで、更

なる効果を見込むことができる。 

（２）事業の効率性 



   

 
 

   各圏域において、自立支援協議会専門部会と連動しながら

本事業を実施しているため、圏域にあった事業を効率よく展

開することができている。そのため、コスト面でも無駄のな

い設計となっている。 

その他  



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.8】 

地域医療支援センター運営 

【総事業費】 

45,407 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県立医科大学（和歌山県） 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 医師の地域偏在・診療科偏在の解消を図り、県内において適切

な医療サービスを供給できる体制の強化が必要。 

アウトカム指標：  

県内医療施設従事医師数 

  2,768 人(2016 年度(平成 28 年度))  

→ 3,200 人(2026 年度(令和 8年度)) 

事業の内容（当初計画）  県内の医師不足状況等を把握・分析し、医師のキャリア形成支

援と一体的に医師不足医療機関の医師確保を行うため、地域医療

支援センターの運営を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 
・医師派遣・あっせん数 

    5 人（平成 28 年度） →15 人（令和元年度） 

(内訳：県立医大地域医療枠 14人、近畿大学医学部和歌山県枠 1人） 

・地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師

数の割合 100％（平成 28 年度） → 100％（令和元年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

・医師派遣・あっせん数  16 人 

 （内訳：県立医大地域医療枠 14人、 

近畿大学医学部和歌山県枠 2人） 

・キャリア形成プログラムの作成数 3プログラム 

・地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師

数の割合  100％ 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 増加数は令和 3年度以降把握予定 

（直近の県内医療施設従事医師数：2,825 人（平成 30 年度）） 

※調査は 2年に 1回 

（１）事業の有効性 

   本事業の実施により、県立医科大学の県民医療枠・地域医

療枠学生及び卒業医師の地域医療マインドの育成や卒前・卒

後のキャリア形成支援を行っており、上記の卒業医師が順

次、地域の医療機関で勤務することにより、医師の地域偏在

の解消が期待できる。 

（２）事業の効率性 

   県内唯一の医師養成機関であり、県内公的病院等に多数の

医師を派遣している公立大学法人和歌山県立医科大学に業

務を委託することで、大学と共同・連携した医師の養成、キ

ャリア形成支援等が可能となり、事業の重複をなくし、事務

の効率化を図ることができた。 

その他  

 



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.9】 

医師のキャリア形成支援 

【総事業費】 

15,600 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県立医科大学（和歌山県） 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 地域医療に従事することが課されている医師については、医師

が不足している地域及びへき地の医療機関に派遣されることか

ら、専門的な知識に加え、地域医療に必要な技術、知識の習得が

必要。 

アウトカム指標：  

和歌山県立医科大学において後期研修を行った地域医療枠卒

業医師の配置先医療機関施設数 

0 施設（平成 30年度）→ 7 施設（令和 7年） 

事業の内容（当初計画）  地域医療枠卒業医師の卒後 6、7 年目を後期研修期間と位置付

け、和歌山県立医科大学地域医療学講座に所属しながら、専門分

野の診療科において診療や研究に従事する。その中で、様々な疾

患への対応や、高度医療に関する知識・技術など、地域医療に必

要なノウハウを習得する。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

和歌山県立医科大学において後期研修を受けた地域医療枠卒業

医師数  0 人（平成 30 年度）→4人（令和元年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

和歌山県立医科大学において後期研修を受けた地域医療枠卒業

医師  5 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 地域医療枠卒業医師の配置先医療機関施設数は、令和 3年度以

降把握予定。 

（１）事業の有効性 

   本事業の実施により、地域医療枠卒後 6年目、7年目の医

師に対して、さまざまな疾患への対応、高度医療に関する知

識・技術等の、地域医療に必要なノウハウを習得させること

ができた。 

（２）事業の効率性 

   県内唯一の医師養成機関であり、県内公的病院等に多数の

医師を派遣している公立大学法人和歌山県立医科大学に業

務を委託することで、地域医療枠卒後 6年目、7年目の医師

に対して、効率よくノウハウを習得させることができた。 

その他  



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.10】 

医師確保修学資金 

【総事業費】 

119,400 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 医師の地域偏在・診療科偏在の解消を図り、県内において適切

な医療サービスを提供できる体制整備のため、医師の確保が必

要。 

アウトカム指標：  

へき地又は不足診療科に派遣される地域枠・自治医大卒業医師

数  53 人（平成 30年度）→159 人（令和 7年度） 

事業の内容（当初計画）  和歌山県立医科大学地域医療枠及び近畿大学医学部和歌山県

地域枠入学者に対し、修学資金を貸与する。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

令和元年度修学資金貸与者数 

・和歌山県立医科大学地域医療枠 49 人 

・近畿大学医学部和歌山県地域枠 18 人 

アウトプット指標（達成

値） 

令和元年度修学資金貸与者数 

・和歌山県立医科大学地域医療枠 49 人 

 （うち、基金活用 10 人） 

・近畿大学医学部和歌山県地域枠 18 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・令和元年度の修学資金貸与者のうち、大学を卒業し県内の公的

医療機関等で医業に従事 12 人 

・へき地又は不足診療科に派遣される地域枠・自治医大卒業医師

数 53 人（平成 30 年度）→ 62 人（令和元年度）  

（１）事業の有効性 

   将来へき地や医師確保が困難な診療科で医業に従事しよ

うとする学生に対し、修学資金を貸与し支援を行うことによ

り、地域医療に従事する医師の確保を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

   令和元年度入学者に対する書類の取りまとめを大学事務

局に依頼することにより、学生の負担軽減を図ることができ

た。 

その他  



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.11】 

新人看護職員研修（看護職員充足対策事業） 

【総事業費】 

37,139 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニ

ーズに対応し、適切な医療サービスを提供できる質の高い看護職

員及び看護職員数の確保が必要。 

アウトカム指標：  

従事者届による看護職員の実人数の増 

  14,337 人(平成 28 年度) → 15,255 人(令和 2年度) 

事業の内容（当初計画）  病院等において、新人看護職員に対し、国の定めるガイドライ

ンに沿った研修を実施するための費用の補助を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

・研修を実施した医療機関 32 カ所 

・研修を受けた新人看護職員数 400 人 

アウトプット指標（達成

値） 

・研修を実施した医療機関 27 カ所 

・研修を受けた新人看護職員数 382 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 新卒看護職員離職率（病院） 

  3.38％（平成 30 年度）→ 2.83％（令和元年度） 

（１）事業の有効性 

   新人看護職員に対する研修を実施し、看護の質の向上や安

全な医療の確保、早期離職防止を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

   新人看護職員に対する研修を各医療機関で実施すること

で、迅速かつ効率良く事業を実施することができた。 

その他  



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.12】 

看護職員充足対策（UＩターン推進） 

【総事業費】 

511 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニ

ーズに対応し、適切な医療サービスを提供できる看護職員数の確

保が必要。 

アウトカム指標：  

従事者届による看護職員の実人数の増 

  14,337 人(平成 28 年度) → 15,255 人(令和 2年度) 

事業の内容（当初計画）  県外の看護学生、看護職員に県内医療機関の求人情報を提供

し、県内就業（Iターン・Uターン）の推進を図る。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

求人情報を収集する県内医療機関数 68 施設 

アウトプット指標（達成

値） 

求人情報を収集する県内医療機関数 68 施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 県外病院の求人情報の送付数 296 箇所 

（１）事業の有効性 

   県内医療機関の求人情報を収集し、看護学校等からの情報

提供、また近畿府県看護師養成所へ送付することにより、県

内就業（Ｕターン・Ｉターン）の推進を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

   県内の高等学校及び看護師等養成所からの情報提供や近

畿府県看護師養成所に送付することにより、事業を効率的に

実施することができた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.13】 

看護職員勤務環境改善施設整備（看護職員充足

対策事業） 

【総事業費】 

0 千円 

事業の対象となる区域 和歌山 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニ

ーズに対応し、適切な医療サービスを提供できる職場環境の整備

が必要。 

アウトカム指標：  

従事者届による看護職員の実人数の増 

  14,337 人(平成 28 年度) → 15,255 人(令和 2年度) 

事業の内容（当初計画） カンファレンスルームの新設及びミキシングルームの改修 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

執務環境改善箇所数 １箇所 

アウトプット指標（達成

値） 

（実績なし） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業実績がないため観察できなかった 

 

（１）事業の有効性 

（２）事業の効率性 

 令和元年度に施設整備予定としていた医療機関が、前倒しで平

成 30 年度に改修整備を実施したため、令和元年度の補助実績は

0円となった。 

その他  

 

 



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.14】 

看護職員養成強化対策 

【総事業費】 

68,973 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 看護師等養成所 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニ

ーズに対応し、適切な医療サービスを提供できる看護職員数の確

保が必要。 

アウトカム指標：  

従事者届による看護職員の実人数の増 

  14,337 人(平成 28 年度) → 15,255 人(令和 2年度) 

事業の内容（当初計画）  看護教育の充実及び運営の適正化を図るため、民間立の看護師

等養成所の運営に対する補助を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

補助を行う看護師等養成所数 3施設 

アウトプット指標（達成

値） 

補助を行った看護師等養成所数 3 施設 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・補助を行う看護師等養成所の生徒数 308 人 

・補助を行う看護師等養成所の卒業者数 96 人 

（１）事業の有効性 

   看護師等養成所の運営に対する補助を行い、看護職員の養

成力の強化及び充実を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

   へき地における重点支援や国家試験合格率等による調整

率を設定することで、効率的な看護職員の養成力の強化及び

充実を図ることができた。 

その他  



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.15】 

病院内保育所運営（病院内保育所設置促進） 

【総事業費】 

93,923 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 多様化する医療ニーズに対応する看護職員の離職は深刻な問

題となっている。看護職員の離職を防止し、適切な医療サービス

を提供するためには、看護職員の働きやすい職場環境の整備が必

要であることから、医療機関における保育所の整備・運営につい

て支援が必要。 

アウトカム指標：  

・院内保育所の設置数  

  31 施設（平成 29年度）→ 35 施設（令和元年度） 

・院内保育所の運営支援施設数 

  11 施設（平成 29年度）→ 15 施設（令和元年度） 

事業の内容（当初計画） 医療機関に勤務する職員の乳幼児保育事業に対し、病院内保育所

の運営費について補助を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

・補助を行う医療機関数 15 ヶ所 

・補助を行う医療機関の保育児童数 150 名 

アウトプット指標（達成

値） 

・補助を行う医療機関数 14 ヶ所 

・補助を行う医療機関の保育児童数 180 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

・院内保育所の設置数 

31 施設（平成 29 年度）→ 35 施設（令和元年度） 

・院内保育所の運営支援施設数 

11 施設（平成 29 年度）→ 15 施設（令和元年度） 

（１）事業の有効性 

   病院内保育所の運営を支援することにより、医療機関に勤

務する職員の勤務環境を改善し、離職防止を図ることができ

た。 

（２）事業の効率性 

   補助対象の医療機関の決算状況により調整率を設け、必要

な費用を限定して効率的に補助することができた。 

その他  



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.16】 

あんしん子育て救急整備運営 

【総事業費】 

39,925 千円 

事業の対象となる区域 那賀、橋本、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 小児科医が地域偏在している中、各保健医療圏における小児 2

次救急医療体制を維持することが必要。 

アウトカム指標：  

小児 2次救急医療体制を整備する圏域の維持 

  5 圏域(2019 年度(令和元年度)) 

事業の内容（当初計画）  2 次救急医療を担う病院に対して、休日・夜間の小児科専門医

による診療体制を整えるために必要な運営費の補助を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

保健医療圏の 2 次救急医療機関における小児科医の当直体制の

実施（6医療機関） 

アウトプット指標（達成

値） 

那賀・橋本・御坊・田辺・新宮の 5圏域に所在する 6病院にお

いて、休日・夜間の小児科専門医による診療体制を維持 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 小児 2次救急医療体制を整備している保健医療圏 

5 医療圏 

（１）事業の有効性 

   休日・夜間の小児科専門医による診療体制を整備すること

により、2次医療圏単位での小児救急医療体制の堅持につな

がり、県民が居住地の病院で小児科専門医による診療を受け

る体制整備を行うことができた。 

（２）事業の効率性 

   2 次医療圏単位で小児診療の拠点となる病院の運営（人件

費）を支援し、小児科医を確保することにより、医師の負担

を軽減しつつ、小児救急患者を効率的に診療することができ

た。 

その他  



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.17】 

子ども救急相談ダイヤル（#8000） 

【総事業費】 

13,989 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 31 年（2019 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 夜間休日に小児の軽症患者が高次医療機関へ集中し、病院勤務

医に過重負担となっている。また、本来業務である 2次 3次救急

医療の提供に支障が出る恐れがある。 

アウトカム指標：  

2次救急医療機関における小児救急患者数（入院を除く患者数）

減少 

 14,484 人(2016 年度(平成 28 年度))  

→ 13,500 人(2019 年度(令和元年度)) 

事業の内容（当初計画）  子どもの急病に対する保護者の不安を緩和し、不要不急の救急

受診を抑制するため、看護師･小児科医師による夜間休日の電話

相談を 365 日体制で実施する。（委託） 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

年間相談件数  9,000 件以上 

アウトプット指標（達成

値） 

年間相談件数 7,632 件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 ２次救急医療機関における小児科救急患者数（入院を除く患者

数）の減少 

  14,484 人（平成 28年度）→ 12,555 人(令和元年度) 

（１）事業の有効性 

   子ども救急相談ダイヤル（#8000）事業を実施することに

より、保護者の不安軽減と不要不急の救急受診の抑制、病院

勤務医の負担軽減につなげることができた。 

（２）事業の効率性 

   入札によって電話相談業務の受託者を決定しており、コス

トの低下を図った。 

その他  

 

 

  



   

 

３．事業の実施状況（介護分） 

令和元年度和歌山県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実

施状況について記載。 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.1】 

介護人材マッチング機能強化事業（参入

促進） 

【総事業費】 

4,644 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促

進のために、学校訪問や福祉の仕事出張講座、その他広報啓

発を実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

学校訪問件数 210 校 

福祉の仕事出張講座開催数 20 校 

学生向けパンフレット 12,000 部配布 

アウトプット指標（達成

値） 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（502

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、地域住民や学校の生徒に対して、

啓発等を通じて介護や介護の仕事について理解してもらう

ことで、求職者増に繋がり、介護職員 300 人増加の目標に対

し 502 人が増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 



   

 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県

福祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事

業が実施できた。 

その他 ＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.2】 

介護人材マッチング機能強化事業（職場

体験） 

【総事業費】 

1,834 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした福祉・介

護の職場体験の機会を提供 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

職場体験受入人数 80 人 

うち福祉分野への就職者数 25 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（502

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年

度事業費は未執行であるが、若者・女性・高齢者など多様な

世代を対象とした福祉・介護の職場体験の機会を提供するこ

とで、介護職場への就職を促進することができ介護職員 300

人増加の目標に対し 502 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの

介護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県

福祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事

業が実施できた。 

また、受入事業所と、連絡を密にして体験希望者を受入れ



   

 

ることで、事業を効率的に行うことができた。 

その他 ＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.3】 

介護人材確保対策事業 

【総事業費】 

11,743 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 県内の高等学校の学生を対象に、介護に関する基礎的な知識

と技術を習得する機会を提供。 

施設・事業所関連の団体等及び高等学校と連携し、就職を

希望する高校生に対し、介護資格（介護職員初任者研修課程）

取得を支援。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

資格取得者数 高校生 150 人  

アウトプット指標（達成

値） 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（502

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度及び平成 29 年度積立分を活用し事業を行っ

たため、令和元年度事業費は未執行であるが、就職を希望す

る県内の高等学校の生徒や、介護現場へ新規参入した介護に

関する資格を持たない者を対象に初任者研修を修了する機

会を創出することにより、人材の介護現場へ新規参入と定着

を促進することができ、介護職員 300 人増加の目標に対し

502 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの

介護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 



   

 

指定研修事業者と高等学校・介護事業所法人が連携して初

任者研修を行うことで、研修の実施を効率的にすることがで

きた。 

その他 ＜令和元年度＞ 

平成 27 年度及び平成 29 年度積立分を活用し事業を行った

ため、令和元年度事業費は未執行 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.4】 

中高年齢者マッチング事業 

【総事業費】 

2,129 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会・県介護普及センターへ委託） 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 介護未経験の中高年齢者等が地域の介護職場で就労の際に

求められる最低限度の知識・技術等を学ぶことができる研修

会を実施するとともに、研修受講者の就労までのマッチング

を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会への参加者数 50 人 

参加者のうち介護分野への就職者数   10 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（502

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 29 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年

度事業費は未執行であるが、介護未経験の求職者が研修会及

び就職相談会へ参加できる機会を設け、就労までのマッチン

グをすることにより介護従事者の増加を図り、介護職員 300

人増加の目標に対し 502 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの

介護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県

福祉人材センター及び介護分野における様々な研修実績の

ある県介護普及センターへ委託することで、効率的かつ効果



   

 

的に事業が実施できた。 

その他 ＜令和元年度＞ 

平成 29 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.5】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

（人材マッチング） 

【総事業費】 

26,586 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 和歌山県福祉人材センターに専門員を配置し、合同就職説明

会の開催や求人情報の提供等を実施（大規模 5回、小規模 8

回） 

介護事業所実態調査の実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

合同就職説明会 

 来場者数 500 人（大規模 350 人、小規模 150 人） 

 就職者数 50 人（大規模 35 人、小規模 15 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（502

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行であるが、キャリア専門員を配置し、きめ

細やかな支援を行うとともに、介護事業所と求職者の面談の

場を提供することで、より多くの介護人材を確保することが

でき、介護職員 300 人増加の目標に対し 502 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの

介護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県



   

 

福祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事

業が実施できた。 

また、合同就職説明会を開催することによって、学生や求

職者等の情報交換・面接等がより効果的に実施できる。合同

就職説明会の開催方法については、開催場所等についてより

効果的な実施方法を検討していく必要がある。 

その他 ＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年

度事業費は未執行 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.6】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

（キャリアアップ） 

【総事業費】 

485 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 国家資格取得等のための勉強会を開催（年 43 回） 

（介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員など） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

参加者のべ 600 人（43 回開催） 

国家資格取得者数 20 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（502

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行であるが、国家資格取得を支援することに

より介護人材の質の確保を図り、また、資格取得により介護

事業所における当該職員の処遇改善等につなげることで、介

護人材の定着を図ることができ、介護職員 300 人増加の目

標に対し 502 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの

介護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県

福祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事

業が実施できた。 



   

 

その他 ＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.7】 

介護人材キャリアアップ研修事業 

【総事業費】 

5,033 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県介護普及センター、県介護支援専門員協会等へ

委託） 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） ①介護職員等がたんの吸引等の医療的ケアを、施設等におい

て提供するため、適切にたんの吸引等を行うことができる

よう養成 

②介護職員等がたんの吸引等を実施するために必要な研修

における指導者養成及び資質の向上を図るための研修を

実施 

③新任職員及び中堅職員に対して必要となる知識を習得さ

せる研修及びサービス提供責任者など介護サービス従事

者を対象に必要な知識と技術を修得させる研修を実施 

④介護支援専門員資質向上研修の講師・ファシリテーターに

対しファシリテーション研修を実施するとともに、研修向

上委員会を開催し、介護支援専門員法定研修の質の向上を

図る。 

⑤特別養護老人ホーム等の介護保険施設の職員に対して、歯

科専門職（歯科医師・歯科衛生士）が歯科口腔保健の重要

性や口腔ケアの手技等の研修を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

① 喀痰吸引等研修による認定特定行為従事者の養成 130

人 

② 喀痰吸引等研修における指導者の養成 30 人 

③ 新任職員研修 20 人 

 中堅職員研修 30 人 

 介護職員テーマ別研修 240 人 

 サービス提供責任者研修 90 人 

④ 介護支援専門員ファシリテーター研修 50 人 

  介護支援専門員研修向上委員会 １回 

⑤ 研修受講者数 20 人  

アウトプット指標（達成

値） 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 



   

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（502

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、喀痰吸引等を安全に提供すること

ができる介護職員の養成や、高齢者介護のチームづくり及び

地域組織づくりリーダーの養成、介護支援専門員の専門性の

向上等介護従事者の資質の向上を図ることで、介護職員 300

人増加の目標に対し 502 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

県内複数箇所で研修を実施することで、喀痰吸引等を安全に

提供することができる介護職員の養成を効果的に実施でき

た。特に、演習において、指導看護師と介護職員が一緒に喀

痰吸引等の手技の確認をすることで、より効果的な研修にな

っている。 
また、介護職員の経験に合わせた階層別研修や、介護職員が

日々の業務において直面する問題を取り扱ったテーマ別研

修などでは、受講者ごとに必要な研修を行うことで、介護職

員の資質向上を効率的に行うことができた。 

その他 ＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.8】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

（潜在的有資格者の再就業促進） 

【総事業費】 

1,687 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 潜在的有資格者に対する情報提供、研修などを実施 

情報提供回数 年 4回 

研修実施回数 3 回 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修参加者 70 人 

再就職者数 20 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（502

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年

度事業費は未執行であるが、離職した介護人材へ情報提供

や、研修を実施することで、介護事業所は即戦力を確保する

ことができ、また、離職者はよりきめ細やかな介護事業所の

情報を得ることができるため、介護人材の確保につながり、

介護職員 300 人増加の目標に対し 502 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの

介護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県

福祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事



   

 

業が実施できた。 

その他 ＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.9】 

認知症地域支援人材育成研修事業 

【総事業費】 

5,847 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標： 

① 認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支

援、医療従事者に対して、地域包括支援センターとの連

携役の養成や、認知症の疑いがある人に早期に気づき、

早期に専門的なケアにつなげる等医療現場において適切

な対応ができる体制を整備・充実 

② 高齢者介護実務者及びその指導的立場にある者につい

て、適切な認  知症介護に関する知識・技術の修得・充実

を図る。 

事業の内容（当初計画） ① 認知症サポート医の養成、認知症サポート医のフォロー

アップ研修、病院勤務医療従事者、歯科医師、薬剤師及

び看護職員向け認知症対応力向上研修の実施 

②認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため、高

齢者介護の指導的立場にある者や介護実践者、サービス事

業の管理的立場または、代表者的立場にある者に対して、

必要な知識や技術を修得させる研修を実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

① 認知症サポート医 7 人養成 

  認知症診療医フォローアップ研修 1 回開催（60 人程

度） 

  一般病院勤務の医療従事者向け研修 2 回開催（200 人

程度） 

  歯科医師認知症対応力向上研修 2 回開催（80 人程度） 

  薬剤師認知症対応力向上研修 2 回開催（100 人程度） 

  看護職員認知症対応力向上研修 2 回開催（100 人程度） 

② 認知症介護サービス事業開設者研修 20 人 

  認知症対応型サービス事業管理者研修 100 人 

  小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 30 人 

  認知症介護基礎研修 200 人 

認知症介護指導者フォローアップ研修 2 人 

  認知症介護指導者スキルアップ事業 50 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 



   

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

認知症サポート医養成 68 人 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、認知症サポート医を現在の 61 人

に加えて新たに７人養成する等認知症の状況に応じた支援

体制の構築や、病院における認知症の方への支援体制を強化

することができた。また、高齢者介護実務者及びその指導的

立場にある者に対し、認知症介護の知識・技術に関する研修

を実施することで、介護サービスの質を向上させることがで

きた。そのことから、引き続き事業を継続することで、認知

症を早期発見・早期対応できる体制を整備し、また、良質な

介護を担うことができる人材を質・量ともに確保することが

期待できる。 

（２）事業の効率性 

サポート医、かかりつけ医、病院勤務の医師・看護師、歯科

医師、薬剤師及び看護職員、それぞれに対して必要な研修を

行うにあたり関係団体に事業を委託することにより、効率的

な研修を実施できる。 

また、過去に研修実施実績があり、研修実施のノウハウが

ある団体へ委託することで効率的な実施をすることができ

る。 

また、認知症介護サービス事業開設者研修、認知症対応型

サービス事業管理者研修及び小規模多機能型サービス等計

画作成担当者研修については、研修の受講要件である認知症

介護実践者研修の終了後に、研修を実施することで効果的に

実施することができた。 

その他 ＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.10】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

（定着促進） 

【総事業費】 

1,560 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 福祉事業所の職場環境に関する訪問相談や経営者向けセミ

ナー等を実施 

 セミナー実施回数 5 回 

 テーマ案 効果的な求人方法、執務環境改善など 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

経営者セミナー参加者 150 人 

（他、研修参加法人の効果測定をアンケートにより実施予

定） 

アウトプット指標（達成

値） 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（502

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年

度事業費は未執行であるが、事業所への訪問相談や経営者セ

ミナーにより、介護事業所の職場環境の改善を図り、また、

介護人材の離職の防止を図ることで、介護人材の確保につな

げることができ、介護職員 300 人増加の目標に対し 502 人

増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの

介護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 



   

 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事業

が実施できた。 

その他 ＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.11】 

介護ロボット等導入支援事業 

【総事業費】 

86,400 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 介護従事者の離職防止のため、業務効率化や負担軽減に効果

がある介護ロボット（移乗支援、移動支援、排せつ支援、見

守り・コミュニケーション、入浴支援、介護業務支援）等の

導入を支援 

補助額：導入経費の１／２を補助（補助上限額：１機器あた

り 300 千円） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

施設系サービスを運営する７割の法人で介護ロボットを導

入 

アウトプット指標（達成

値） 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（502

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年

度事業費は未執行であるが、引き続き介護ロボット等を導入

する施設に対し導入費用の一部を補助することにより、介護

職員の負担軽減及び離職率の低減を図った結果、介護職員

300 人増加の目標に対し 502 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの

介護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

 導入事例の公表やセミナー等の活用により、介護ロボット



   

 

等導入の効果及び本事業による補助制度の周知を図り、効率

的な実施を図る。 

その他 ＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

 

 



   

別紙 

 
 
 

 
 
 
 

平成 30 年度和歌山県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和 3年 1月 

和歌山県 

 
  



   

１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 
（実施状況） 
【医療分】 

・令和元年 7月 16 日 和歌山県医療審議会において報告（平成 30 年度実施分） 

 

【介護分】 

・令和元年 7月 1 日  和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告 

（平成 30 年度実施分） 

 
 ☑ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 【医療分】 
  ・次回の和歌山県医療審議会において報告予定（令和元年度実施分） 
 【介護分】 
  ・次回の和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告予定 

（令和元年度実施分） 
 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし 

 
  



   

２．目標の達成状況 

 
平成30年度和歌山県計画に規定した目標を再掲し、令和元年度終了時における目標の達

成状況について記載。 

 

■ 和歌山県全体（目標と計画期間） 

1．目標 

高齢化の進展に対し、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にいたるまで、

病状に応じた適切なサービスを確保する必要がある。 

そのため、病床の機能分化・連携、病院を退院した患者が自宅や地域で必要な医療

を受けられる在宅医療提供体制の構築を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域で安

心して、健康で元気に生きがいを持って暮らすことができ、たとえ介護や生活支援が

必要となっても、地域全体で支え合う豊かな長寿社会の構築を図るため、以下を目標

に設定する。 

 

＜医療分＞ 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
本県の病床を機能別にみると、急性期機能を担う病床の占める割合が多い一方で、

回復期機能を担う病床の割合が少ない現状にある。さらなる高齢化に伴う医療需要の

変化に対応していくためには、急性期から回復期への病床機能の転換等が課題であ

る。  
そのため、地域医療構想の推進のために設置する各構想区域の「協議の場」（地域

医療構想調整会議）において、各区域の現状と課題を関係者で共有し、急性期から回

復期への転換などを適切に行っていく。 
あわせて、救急医療を中心に各医療機能が本来の役割を果たせるよう、ＩＣＴを活

用した医療機関の相互ネットワーク構築を推進するとともに、回復期病床を中心とし

て、各医療機関における目指すべき機能に応じた指導医の配置を行う。 
 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想において必要となる病床数 

  全病床（一般病床及び療養病床） 

   12,540 床（平成 26 年度）→ 9,506 床（令和 7年度） 

  うち回復期病床 

   1,171 床（平成 26 年度）→ 3,315 床（令和 7年度） 

・がん年齢調整死亡率(75 歳未満)   



   

82.2（平成 26 年度）→ 71.5（令和 3年度） 

・３次救急医療機関への軽症患者の救急搬送割合 

   74.5％（平成 26 年度）→ 64.5％（平成 30 年度） 

  

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
地域包括ケアシステムを支えるため、適切な在宅医療サービスが提供できる看護

職員の確保や、在宅歯科診療の推進に向けた取組を継続する。また、人生最終段階の

意思決定に関し、医療関係者向け研修及び県民啓発を実施する。 

 

【定量的な目標値】 

   ・特定行為研修を受講した看護職員がいる施設数 

            0 施設（平成 28 年度）→ 20 施設（令和 2年度） 

・訪問看護ステーションに従事する看護師数 

470 人（平成 28 年度）→ 620 人（令和 2年度） 

   ・患者の意思確認体制整備に取り組む圏域 

0 箇所（平成 29 年度）→ 8 箇所（全ての保健所管内）（令和 5年度） 

・精神科病院における１年以上の長期入院患者の割合 

       67.8％（平成 30 年 6 月 30 日時点）→66.5％以下（令和元年 6月 30 日時点） 

    ・精神科病院における平均在院日数を 300 日以下に減少させる 

        306.8 日（平成 28 年度）→ 300 日以下（平成 30 年度）  

・医療的ケア児に対応可能な訪問看護ステーションの割合 

       40％弱（平成 28 年度）→ 50％（平成 30 年度） 

   ・１か月間の居宅療養管理指導の実施件数（歯科医師・歯科衛生士による） 

      1,037 件（平成 26 年 9 月）→ 1,060 件（平成 31 年 3 月） 

 

４④ 医療従事者の確保に関する目標 
本県の人口 10 万人対医師数は全国平均を上回っているものの、和歌山保健医療圏

に医師が集中し、また、産科医、麻酔科医、小児科医が不足している状況にある。 

これらの課題を解決するための取組を進め、卒後の研修体制を整備するなど積 

極的かつ安定的な医師確保に取り組むとともに、看護師、歯科衛生士等医療従事者

の養成、確保についても、引き続き、取組を進めていく。 

 

【定量的な目標値】 

・県内医療施設従事医師数  

2,768 人（平成 28 年度）→ 3,200 人（令和 8年度） 

・分娩手当支給施設の産科・産婦人科医師数 

    52 人（平成 29 年度）→ 52 人（平成 30 年度） 

・分娩 1,000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 



   

   9.3 人（平成 29 年度）→ 9.3 人（平成 30 年度） 

・ＮＩＣＵ設置病院の維持 

   3 病院（平成 29 年度）→ 3 病院（令和元年度） 

・従事者届による看護職員の実人数の増 

14,337 人（平成 28 年度）→ 15,255 人（令和 2年度） 

   ・院内保育所の設置数  

31 施設（平成 29 年度）→ 35 施設（令和 3年度） 

・院内保育所の運営支援施設数 

11 施設（平成 29 年度）→ 16 施設（令和 3年度） 

・小児２次救急医療体制を整備する圏域の維持 

          4 圏域（平成 27 年度）→ 5 圏域（平成 30 年度） 

・２次救急医療機関における小児救急患者数（入院を除く患者数)の減少 

         14,484 人（平成 28 年度）→ 13,500 人（平成 30 年度） 

 

＜介護分＞ 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
  （計画なし） 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

令和 2年度末における介護職員需給差(877 人)を解消するため、介護職員 300 人の

増加を目標とする。 

目標の達成に向け、県内の労働市場の動向も踏まえ、特に県内の中・高校生等に対

する介護や介護の仕事のイメージアップ、高校生への介護資格取得支援、介護未経

験者の中高年齢者の参入促進や、福祉関係職員の人材育成、介護職員のスキルアッ

プ及び職場環境の改善を支援することにより介護従事者の確保及び定着の促進を

図る。 

 

  【定量的な目標値】 

・介護の仕事のイメージアップ 学校訪問件数 210 校 

・高校生への介護資格取得支援 資格取得者数 150 人 

・介護未経験の中高年齢者の参入促進 研修受講者 50 人 

・国家資格取得等のための勉強会開催 勉強会参加者 600 人 

・職場環境に関する訪問相談 事業所訪問件数のべ 150 件 

 

2.計画期間 

平成30年4月1日～令和4年3月31日 



   

□ 和歌山県全体（達成状況） 

＜医療分＞ 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

1）目標の達成状況 

＜事業期間：令和 3年度まで＞ 

・和歌山県における病床数 

  全病床（一般病床及び療養病床） 

   12,540 床（平成 26 年度）→ 11,977 床（令和元年度） 

  うち回復期病床 

   1,171 床（平成 26 年度）→ 2,275 床（令和元年度） 

・がん年齢調整死亡率（75 歳未満） 

 82.2（平成 26 年度）→ 77.9（平成 29 年度） 

   ＜事業期間：平成 30 年度まで＞ 

   ・３次救急医療機関への軽症患者の救急搬送割合 

      74.5％（平成 26 年度）→ 64.3％（平成 29 年度） 

 

2）見解 

地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業につ

いては、平成 28 年度に和歌山県地域医療構想を策定し、その構想の達成に向け、

取組みを進めている。各区域における地域医療構想調整会議において議論し、医療

関係者の相互の理解及び協力の下、医療機能の分化・連携を支援している。 

令和元年度に病床機能転換等に係る補助制度の要件拡充、補助率の引き上げ等

を実施し、より多くの医療機関が病床機能転換等を検討できる環境を整えたこと

により、機能転換や非稼働病床の整理を行う医療機関が増加した。 

 

3）改善の方向性 

今後も引き続き、地域医療構想を達成し、適切かつ質の高い医療提供体制を整

備するため、医療機能の分化・連携や設備整備等を支援していく。 

 

4）目標の継続状況 

☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□ 令和2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

1）目標の達成状況 

＜事業期間：平成 30 年度まで＞ 



   

・訪問看護ステーションに従事する看護師数 

   470 人（平成 28 年度）→ 555 人（平成 30 年度） 

・患者の意思確認体制整備に取組む圏域 

  0 箇所（平成 29 年度）→ 8 箇所（全保健所地域）（平成 30 年度） 

・精神科病院における１年以上の長期入院患者の割合 

     69.1％（平成 30 年 6 月 30 日時点）→ 67.8％（令和元年 6月 30 日時点） 

・精神病床における平均在院日数 

 306.8 日（平成 28 年度）→ 298.9 日（平成 30 年度） 

＜事業期間：令和元年度まで＞ 

・特定行為研修を受講した看護職員がいる施設数 

   0 施設（平成 28 年度）→ 7 施設（令和元年度） 

＜事業期間：令和 2年度まで＞ 

・医療的ケア児に対応可能な訪問看護ステーションの割合 

   40％弱（平成 28 年度）→ 約 40％（平成 30 年度） 

 

2）見解 

居宅等における医療の提供に関する事業については、在宅医療サポートセンタ

ーを設置し、在宅医療を提供する体制を整備しており、県独自の「地域密着型協

力病院」の指定も進めている。 

訪問看護や特定行為に対応できる看護職員も増加しており、在宅医療の提供体

制強化への取組みが進んでいる。 

 

3）改善の方向性 

    今後も基金を活用しながら、特定行為や訪問看護等に関する研修を実施するこ

とにより、地域包括ケアシステムを支える人材の確保や、適切な在宅医療サービ

スが提供される体制の維持・強化に取り組んでいく。 

 

4）目標の継続状況 

☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□ 令和2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
④ 医療従事者の確保に関する目標 

1）目標の達成状況 

＜事業期間：平成 30 年度まで＞ 

・県内医療施設従事医師数 

2,768 人（平成 28 年度）→ 2,825 人（平成 30 年度） 

・分娩手当支給施設の産科・産婦人科医師数 

   52 人（平成 29 年度）→ 52 人（平成 30 年度） 



   

・分娩 1,000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

  9.3 人（平成 29 年度）→ 10.2 人（平成 31 年 4 月） 

・小児２次救急医療体制を整備する圏域 

   4 圏域（平成 27 年度）→ 5 圏域（平成 30 年度） 

・２次救急医療機関における小児救急患者数（入院を除く患者数） 

14,484 人（平成 28 年度）→ 12,404 人（平成 30 年度） 

  ＜事業期間：令和元年度まで＞ 

・ＮＩＣＵ設置病院数 

   3 病院（平成 29 年度）→ 3 病院（令和元年度） 

・従事者届による看護職員の実人数 

14,337 人（平成 28 年度）→ 14,705 人（平成 30 年度） 

※2年に 1回の調査のため、次回は令和 2年度 

  ＜事業期間：令和 3年度まで＞ 

・院内保育所の設置数  

  31 施設（平成 29 年度）→ 35 施設（令和元年度） 

・院内保育所の運営支援施設数 

  11 施設（平成 29 年度）→ 15 施設（令和元年度） 

 

2）見解 

地域において適切で質の高い医療提供体制を構築し、その強化を図るため、医

師や看護職員等の医療従事者の確保はもとより、提供サービスの質の向上等も図

ってきたところである。しかしながら、医師の診療科偏在や看護職員不足等の問

題は解消には至っていない。 

 

  3）改善の方向性 

    適切な医療サービスを提供できる質の高い医療従事者を継続的に確保する必要

があることから、今後も離職防止のための病院内保育所設置といった職場環境整

備を進めていく。 

 

4）目標の継続状況 

☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

□ 令和2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

＜介護分＞  

③介護施設等の整備に関する目標 

 （計画なし） 

 



   

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

1）目標の達成状況 

介護職員 300 人／年の増加を目標とし、646 人（※）（介護サービス施設・事

業所調査より（H30.4.1～R2.3.31）増加した（達成率 215％）。 

 ※646 人の算出方法 

  令和２年度介護サービス施設・事業所調査をもとに算出される令和元年度都道府県別介護職員数

が、令和２年 10 月末日時点で厚生労働省より提供がないため、過去５年間の介護職員数の伸び

率の平均をもとに令和元年度和歌山県の介護職員数（推測）を算出 

  【計算方法】 

  平成 25 年度 19,552 人→平成 26 年度 19,557 人  伸び率 1.00025％ 

  平成 26 年度 19,557 人→平成 27 年度 20,487 人  伸び率 1.04755％ 

  平成 27 年度 20,487 人→平成 28 年度 20,521 人  伸び率 1.00165％ 

  平成 28 年度 20,521 人→平成 29 年度 21,092 人  伸び率 1.02782％ 

  平成 29 年度 21,092 人→平成 30 年度 21,883 人  伸び率 1.03750％ 

→過去５年間の伸び率平均 1.02295％（5.11477／5） 
   平成 30 年度 21,883 人×過去５年間の伸び率平均 1.02295％＝令和元年度 22,385 人 

   （令和元年度 22,385 人－平成 29 年度 21,092 人）÷２＝646 人 

2）見解 

介護職員数においては、目標を達成し、当該計画事業の実施により介護人材確保 

に関して、一定の事業効果があったと考えられる。 

 

3）改善の方向性 

    更なる職員数の増加を目指し、高校生の介護分野への入職促進をより一層図る

ため、県、県福祉人材センター、及び県老人福祉施設協議会が一体となって、就

職率が高い地域の高等学校を直接訪問することにより、在学中の介護職員初任者

研修課程の取得促進や職場体験等の参加者増を図る。 

   また、就職相談会や介護未経験者向けの研修会について、周知方法や開催場

所・時期等を試行錯誤するとともに、ハローワークと県福祉人材センター等関係

者間の情報連携を強化することや研修等の既受講者に対し、改めて就職相談会へ

の参加を呼びかけることで、就職マッチング数の増加を図る。 

上記のような取組を行うことで更なる介護職員数の増加を図っていく。 

 

4）目標の継続状況 

    ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和 2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 



   

■ 区域ごとの目標と計画期間 

  和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域における目標と計画期間は、

和歌山県全体と同じ。 

 

□ 区域ごとの達成状況  

１）目標の達成状況 

 ①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   回復期病床数 

  和歌山保健医療圏  695床（平成29年度）→ 983床（令和元年度） 

  那賀保健医療圏   179床（平成29年度）→ 256床（令和元年度） 

  橋本保健医療圏   179床（平成29年度）→ 186床（令和元年度） 

  御坊保健医療圏    93床（平成29年度）→ 123床（令和元年度） 

  田辺保健医療圏   141床（平成29年度）→ 365床（令和元年度） 

  新宮保健医療圏   114床（平成29年度）→ 129床（令和元年度） 

 

 ②居宅等における医療の提供に関する目標 

 ④医療従事者の確保に関する目標 

 ⑤介護従事者の確保に関する目標 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域における達成状況は、

和歌山県全体と同じ。 

 

２）見解 

３）改善の方向性 

    和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域は、和歌山県全体と同

じ。 

 

 

 
 



   

３．事業の実施状況（医療分） 

 
平成30年度和歌山県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実

施状況について記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【NO.1】 

病床機能の分化・連携のための施設設備整備

等 

【総事業費】 

1,110,580 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関、和歌山県 

事業の期間 平成 30 年（2018 年）度医療介護提供体制改革推進交付金内示後

～令和 4年（2022 年）3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 地域医療構想に基づき、高度急性期から急性期、回復期、慢性

期まで、医療機能の分化・連携を促進し、患者が状態に見合った

病床でふさわしい医療を提供する体制を整備するため、病床の機

能転換整備等の推進が必要。 

アウトカム指標：  

地域医療構想において必要となる病床数 

・全病床（一般病床及び療養病床） 

 12,540 床（H26）→ 9,506 床（R7） 

・うち回復期病床 

 1,171 床（H26）→3,315 床（R7） 

事業の内容（当初計画）  各保健医療圏において必要な病床機能についての医療関係者

の理解を促進するため、各医療機関の医療実績等に関するデータ

（病床機能報告等）を管理するシステムを改修するとともに、医

療機関の経営状況や診療実態についての分析を実施する。 

 また、その理解のもとに推進される病床機能転換、再編・ネッ

トワーク化等について、施設・設備の整備等、基盤の構築を支援

する。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

地域医療構想において必要となる病床数のうち、平成 30 年度基

金を活用して整備等を行うもの 

・全病床（一般病床及び療養病床） 

 12,540 床（H26）→ 12,269 床（R4） 

・うち回復期病床 

 1,171 床（H26）→ 1,361 床（R4） 

アウトプット指標（達成

値） 

・病院の経営実態を踏まえた再編・ネットワーク案の作成 

  3 医療圏（H30）、2医療圏（R1） 

・全病床数（一般病床及び療養病床） 11,977 床 

 うち回復期病床 2.275 床 

 ※令和元年度病床機能報告 



   

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

  全病床数（一般病床及び療養病床） 11,977 床 

  うち回復期病床 2,275 床 

  ※令和元年度病床機能報告 

（１）事業の有効性 

   医療機関の経営状況等の分析を通じ、収益改善効果を伴っ

た再編・ネットワーク化のあり方が「見える化」され、関係

各圏域における議論の土台が整った。 

病床機能転換等に係る補助制度は、令和元年 7月に補助要

件を拡充、補助率の引き上げ等を実施し、より多くの医療機

関が機能分化・連携を検討できる環境を整備した。 

（２）事業の効率性 

   医療機関の経営分析等の事業実施にあたっては、一般競争

入札を行い、コストの低下を図っている。 

   また、病床機能報告等データを管理するシステムを、既存

の医療関係システムと一元管理とすることで、経費を節減し

ている。 

その他  

 



   

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.5】 

在宅医療等を支える特定行為研修受講支援 

【総事業費】 

9,060 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 30 年（2018 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 平成 27 年 10 月 1 日から始まった特定行為研修の受講を促進

し、特定行為を行う看護師を養成し、在宅医療を中心に、回復期、

慢性期病床の各段階において、適切な医療サービスを提供する体

制の整備が必要。 

アウトカム指標：  

特定行為研修を受講した看護職員がいる施設数 

  (平成 28 年度) 0 施設 → （令和 2年度) 20 施設 

事業の内容（当初計画）  特定行為研修の受講を支援し、特定行為を行う看護師がいる施

設数の増加を図り、在宅医療を中心に、回復期、慢性期病床の各

段階において、適切な医療サービスの提供体制が構築される。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

研修を受講した看護師数 10 人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修を受講した人数 

 4 人（平成 30年度）、6人（令和元年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 特定行為研修を受講した看護職員がいる施設数 

   0 施設（平成 28 年度）→ 7施設（令和元年度末） 

（１）事業の有効性 

   特定行為が行える看護職が増えたことにより、特定行為を

行える施設が令和元年度に 7施設となった。 

（２）事業の効率性 

   研修を県内研修機関に限ることとし、支援を受講料の一部

のみとすることで、医療機関の負担を軽減するとともに、よ

り少ない事業費で受講者の確保が図られた。 

その他  



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.13】 

新生児医療担当医確保支援事業 

【総事業費】 

6,531 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 30 年（2018 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 晩婚化による高齢出産の増加や、低出生体重児等リスクの高い

新生児の出生数増加に伴い、新生児担当医の負担が増加。 

 新生児担当医の離職防止を図り、新生児医療体制を堅持するた

めには、処遇改善に係る支援が必要。 

アウトカム指標：  

ＮＩＣＵ設置病院の維持 

  3 病院(平成 29 年度) → 3 病院(令和元年度) 

事業の内容（当初計画）  ＮＩＣＵ設置病院を対象に、処遇改善を目的として新生児取扱

件数に応じて支給する手当の補助を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

ＮＩＣＵ設置病院への支援数  各年度 2病院 

アウトプット指標（達成

値） 

ＮＩＣＵ設置病院への支援数 

 2 病院（平成 30 年度）、2病院（令和元年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 ＮＩＣＵ設置病院 3病院（令和元年度） 

（１）事業の有効性 

   ＮＩＣＵ（診療報酬の対象となるもの）設置病院において、

新生児医療に従事する医師に対し、新生児担当手当等を支給

することにより、過酷な勤務状況にある新生児医療担当医の

処遇改善を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

   新生児医療に従事する医師に支給される手当を補助する

ことにより、当該医師の処遇改善・離職防止を効率的に図る

ことができた。 

その他  



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.14】 

新人看護職員研修（ナースセンター事業） 

【総事業費】 

1,295 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県看護協会（県） 

事業の期間 平成 30 年（2018 年）4月 1 日～令和 2年（2020 年）3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニ

ーズに対応し、適切な医療サービスを提供できる質の高い看護職

員及び看護職員数の確保が必要。 

アウトカム指標：  

従事者届による看護職員の実人数の増 

  14,337 人(平成 28 年度) → 15,255 人(令和 2年度) 

事業の内容（当初計画） ガイドラインに基づいた内容で新人看護職員研修を実施するた

めの指導者研修を実施（委託）  

アウトプット指標（当初の

目標値） 

研修を受けた看護職員数 各年度 40 人（実人数） 

アウトプット指標（達成

値） 

【平成 30年度】 

研修受講人数 62 人、修了人数 51 人 

【令和元年度】 

 研修受講人数 49 人、修了人数 49 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 看護職員の実人数 14,705 人（平成 30 年度） 

※ 従事事者届は 2年に 1回 

（１）事業の有効性 

   新人看護職員実施指導者に対して、国のガイドラインに沿

った内容となるよう研修することにより、新人看護職員の早

期離職防止を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

   研修場所を県看護研修センター１カ所とすることで、コス

トが低減され、研修を効率的に実施できた。 

その他  

 

 

  



   

 

３．事業の実施状況（介護分） 

平成30年度和歌山県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実

施状況について記載。 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.1】 

介護人材マッチング機能強化事業（参入

促進） 

【総事業費】 

4,887 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促

進のために、学校訪問や福祉の仕事出張講座、その他広報啓

発を実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 30 年度＞ 

学校訪問件数 210 校 

福祉の仕事出張講座開催数 20 校 

学生向けパンフレット 18,000 部配布 

県内高校出身者向けＤＭ発送 5,200 部 

＜令和元年度＞ 

学校訪問件数 210 校 

福祉の仕事出張講座開催数 20 校 

学生向けパンフレット 12,000 部配布 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（646

人増加） 



   

 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、地域住民や学校の生徒に対して、

啓発等を通じて介護や介護の仕事について理解してもらう

ことで、求職者増に繋がり、介護職員 300 人増加の目標に対

し 646 人が増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事業

が実施できる。 

その他 ＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.2】 

介護人材マッチング機能強化事業（職場

体験） 

【総事業費】 

1,800 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした福祉・介

護の職場体験の機会を提供 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 30 年度＞ 

職場体験受入人数 100 人 

うち福祉分野への就職者数 30 人 

＜令和元年度＞ 

職場体験受入人数 80 人 

うち福祉分野への就職者数 25 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（646

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、若者・女性・高齢者など多様な世

代を対象とした福祉・介護の職場体験の機会を提供すること

で、介護職場への就職を促進することができ介護職員 300 人

増加の目標に対し 646 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介



   

 

護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事業

が実施できる。 

また、受入事業所と、連絡を密にして体験希望者を受入れる

ことで、事業を効率的に行うことができた。 

その他 ＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.3】 

介護人材確保対策事業 

【総事業費】 

24,440 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 県内の高等学校の学生を対象に、介護に関する基礎的な知識

と技術を習得する機会を提供。 

施設・事業所関連の団体等及び高等学校と連携し、就職を

希望する高校生に対し、介護資格（介護職員初任者研修課程）

取得を支援。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 30 年度＞ 

資格取得者数 高校生 240 人 

＜令和元年度＞ 

資格取得者数 高校生 150 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（646

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、就職を希望する県内の高等学校の

生徒や、介護現場へ新規参入した介護に関する資格を持たな

い者を対象に初任者研修を修了する機会を創出することに

より、人材の介護現場へ新規参入と定着を促進することがで

き、介護職員 300 人増加の目標に対し 646 人増加した。 



   

 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

指定研修事業者と高等学校・介護事業所法人が連携して初任

者研修を行うことで、研修の実施を効率的にすることができ

る。 

その他 ＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度及び平成 29 年度積立分を活用し事業を行った

ため、令和元年度事業費は未執行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.4】 

中高年齢者マッチング事業 

【総事業費】 

2,185 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会・県介護普及センターへ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 介護未経験の中高年齢者等が地域の介護職場で就労の際に

求められる最低限度の知識・技術等を学ぶことができる研修

会を実施するとともに、研修受講者の就労までのマッチング

を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 30 年度＞ 

研修会への参加者数 70 人 

参加者のうち介護分野への就職者数   10 人 

＜令和元年度＞ 

研修会への参加者数 50 人 

参加者のうち介護分野への就職者数   10 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（646

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 29 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、介護未経験の求職者が研修会及び

就職相談会へ参加できる機会を設け、就労までのマッチング

をすることにより介護従事者の増加を図り、介護職員 300 人

増加の目標に対し 646 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介



   

 

護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センター及び介護分野における様々な研修実績のあ

る県介護普及センターへ委託することで、効率的かつ効果的

に事業が実施できる。 

その他 ＜平成 30 年度＞ 

平成 29 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 29 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.5】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

（人材マッチング） 

【総事業費】 

28,686 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 和歌山県福祉人材センターに専門員を配置し、合同就職説明

会の開催や求人情報の提供等を実施（大規模 5回、小規模 8

回） 

介護事業所実態調査の実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 30 年度＞ 

合同就職説明会 

 来場者数 750 人（大規模 500 人、小規模 200 人） 

 就職者数 70 人（大規模 50 人、小規模 20 人） 

福祉人材センターによる就職マッチング 170 人 

＜令和元年度＞ 

合同就職説明会 

 来場者数 500 人（大規模 350 人、小規模 150 人） 

 就職者数 50 人（大規模 35 人、小規模 15 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（646

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、キャリア専門員を配置し、きめ細



   

 

やかな支援を行うとともに、介護事業所と求職者の面談の場

を提供することで、より多くの介護人材を確保することがで

き、介護職員 300 人増加の目標に対し 646 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事業

が実施できる。 

また、合同就職説明会を開催することによって、学生や求職

者等の情報交換・面接等がより効果的に実施できる。合同就

職説明会の開催方法については、開催場所等についてより効

果的な実施方法を検討していく必要がある。 

その他 ＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.6】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

（キャリアアップ） 

【総事業費】 

527 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 国家資格取得等のための勉強会を開催（年 43 回） 

（介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員など） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

参加者のべ 600 人（43 回開催） 

国家資格取得者数 20 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（646

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、国家資格取得を支援することによ

り介護人材の質の確保を図り、また、資格取得により介護事

業所における当該職員の処遇改善等につなげることで、介護

人材の定着を図ることができ、介護職員 300 人増加の目標

に対し 646 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事業



   

 

が実施できる。 

その他 ＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.7】 

介護人材キャリアアップ研修事業 

【総事業費】 

3,000 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県介護普及センター、県介護支援専門員協会等へ

委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） ＜平成 30 年度＞ 

①介護職員等がたんの吸引等の医療的ケアを、施設等におい

て提供するため、適切にたんの吸引等を行うことができる

よう養成。 

②介護職員等がたんの吸引等を実施するために必要な研修

における、指導者養成及び資質の向上を図るための研修を

実施。 

③新任職員及び中堅職員に対して必要となる知識を習得さ

せる研修及びサービス提供責任者など介護サービス従事

者を対象に必要な知識と技術を修得させる研修を実施。 

④介護支援専門員資質向上研修の講師・ファシリテーターに

対しファシリテーション研修を実施するとともに、研修向

上委員会を開催し、介護支援専門員法定研修の質の向上を

図る。 

⑤特別養護老人ホーム等の介護保険施設の職員に対して、歯

科専門職（歯科医師・歯科衛生士）が歯科口腔保健の重要

性や口腔ケアの手技等の研修を行う。 

＜令和元年度＞ 

① 介護職員等がたんの吸引等を実施するために必要な研修

における、指導者養成及び資質の向上を図るための研修

を実施。 

② 新任職員及び中堅職員に対して必要となる知識を習得さ

せる研修及びサービス提供責任者など介護サービス従事

者を対象に必要な知識と技術を修得させる研修を実施。 

③ 介護支援専門員資質向上研修の講師・ファシリテーター

に対しファシリテーション研修を実施し、介護支援専門

員法定研修の質の向上を図る。 

④ 特別養護老人ホーム等の介護保険施設の職員に対して、

歯科専門職（歯科医師・歯科衛生士）が歯科口腔保健の



   

 

重要性や口腔ケアの手技等の研修を行う。 

 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 30 年度＞ 

① 喀痰吸引等研修による認定特定行為従事者の養成 390

人 

②喀痰吸引等研修における指導者の養成 30 人 

③新任職員研修 60 人 

 中堅職員研修 50 人 

 介護職員テーマ別研修 190 人 

 サービス提供責任者研修 90 人 

④介護支援専門員ファシリテーター研修 50 人 

 介護支援専門員研修向上委員会 １回 

⑤ 実施施設数 ５区域 

＜令和元年度＞ 

① 喀痰吸引等研修における指導者の養成 30 人 

② 新任職員研修 20 人 

 中堅職員研修  30 人 

 介護職員テーマ別研修 240 人 

 サービス提供責任者研修 90 人 

③ 介護支援専門員ファシリテーター研修 50 人 

④ 研修受講者数 20 人  

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（646

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、喀痰吸引等を安全に提供すること

ができる介護職員の養成や、高齢者介護のチームづくり及び

地域組織づくりリーダーの養成、介護支援専門員の専門性の

向上等介護従事者の資質の向上を図ることで、介護職員 300

人増加の目標に対し 646 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

県内複数箇所で研修を実施することで、喀痰吸引等を安全に



   

 

提供することができる介護職員の養成を効果的に実施でき

た。特に、演習において、指導看護師と介護職員が一緒に喀

痰吸引等の手技の確認をすることで、より効果的な研修にな

っている。 
また、介護職員の経験に合わせた階層別研修や、介護職員が

日々の業務において直面する問題を取り扱ったテーマ別研

修などでは、受講者ごとに必要な研修を行うことで、介護職

員の資質向上を効率的に行うことができた。 

その他 ＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度及び平成 28 年度積立分を活用し事業を行った

ため、平成 30 年度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.8】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

（潜在的有資格者の再就業促進） 

【総事業費】 

1,897 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） ＜平成 30 年度＞ 

潜在的有資格者に対する情報提供、研修などを実施 

情報提供回数 年 4回 

研修実施回数 4 回 

＜令和元年度＞ 

潜在的有資格者に対する情報提供、研修などを実施 

情報提供回数 年 4回 

研修実施回数 3 回 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 30 年度＞ 

情報提供希望者数 1,300 人 

研修参加者 70 人 

再就職者数 20 人 

＜令和元年度＞ 

研修参加者 70 人 

再就職者数 20 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（646

人増加） 



   

 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、離職した介護人材へ情報提供や、

研修を実施することで、介護事業所は即戦力を確保すること

ができ、また、離職者はよりきめ細やかな介護事業所の情報

を得ることができるため、介護人材の確保につながり、介護

職員 300 人増加の目標に対し 646 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事業

が実施できる。 

その他 ＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.9】 

認知症地域支援人材育成研修事業 

【総事業費】 

5,783 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標： 

① 認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支

援、医療従事者に対して、地域包括支援センターとの連

携役の養成や、認知症の疑いがある人に早期に気づき、

早期に専門的なケアにつなげる等医療現場において適切

な対応ができる体制を整備・充実 

② 高齢者介護実務者及びその指導的立場にある者につい

て、適切な認  知症介護に関する知識・技術の修得・充実

を図る。 

事業の内容（当初計画） ① 認知症サポート医の養成、認知症サポート医のフォロー

アップ研修、病院勤務医療従事者、歯科医師、薬剤師及

び看護職員向け認知症対応力向上研修の実施 

②認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため、高

齢者介護の指導的立場にある者や介護実践者、サービス事

業の管理的立場または、代表者的立場にある者に対して、

必要な知識や技術を修得させる研修を実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

① 認知症サポート医 7 人養成 

  認知症診療医フォローアップ研修 1 回開催（60 人程

度） 

  一般病院勤務の医療従事者向け研修 2 回開催（200 人

程度） 

  歯科医師認知症対応力向上研修 2 回開催（80 人程度） 

  薬剤師認知症対応力向上研修 2 回開催（100 人程度） 

  看護職員認知症対応力向上研修 2 回開催（100 人程度） 

② 認知症介護サービス事業開設者研修 20 人 

  認知症対応型サービス事業管理者研修 100 人 

  小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 30 人 

  認知症介護基礎研修 200 人 

認知症介護指導者フォローアップ研修 2 人 

  認知症介護指導者スキルアップ事業 50 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 



   

 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

認知症サポート医養成 68 人 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

度事業費は未執行であるが、認知症サポート医を現在の 54

人に加えて新たに７人養成する等認知症の状況に応じた支

援体制の構築や、病院における認知症の方への支援体制を強

化することができた。また、高齢者介護実務者及びその指導

的立場にある者に対し、認知症介護の知識・技術に関する研

修を実施することで、介護サービスの質を向上させることが

できた。そのことから、引き続き事業を継続することで、認

知症を早期発見・早期対応できる体制を整備し、また、良質

な介護を担うことができる人材を質・量ともに確保すること

が期待できる。 

（２）事業の効率性 

サポート医、かかりつけ医、病院勤務の医師・看護師、歯科

医師、薬剤師及び看護職員、それぞれに対して必要な研修を

行うにあたり関係団体に事業を委託することにより、効率的

な研修を実施できる。 

また、過去に研修実施実績があり、研修実施のノウハウがあ

る団体へ委託することで効率的な実施をすることができる。 

また、認知症介護サービス事業開設者研修、認知症対応型サ

ービス事業管理者研修及び小規模多機能型サービス等計画

作成担当者研修については、研修の受講要件である認知症介

護実践者研修の終了後に、研修を実施することで効果的に実

施することができる。 

その他 ＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 



   

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.10】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

（定着促進） 

【総事業費】 

1,630 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 福祉事業所の職場環境に関する訪問相談や経営者向けセミ

ナー等を実施 

 セミナー実施回数 5 回 

 テーマ案 効果的な求人方法、執務環境改善など 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

事業所訪問件数 のべ 150 件 

経営者セミナー参加者 150 人 

（他、研修参加法人の効果測定をアンケートにより実施予

定） 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（646

人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、事業所への訪問相談や経営者セミ

ナーにより、介護事業所の職場環境の改善を図り、また、介

護人材の離職の防止を図ることで、介護人材の確保につなげ

ることができ、介護職員 300 人増加の目標に対し 646 人増

加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 



   

 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事業

が実施できている。 

その他 ＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

別紙 

 
 
 

 
 
 
 

平成 29 年度和歌山県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和 3年 1月 

和歌山県 

 
  



   

１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

【医療分】 

・平成 30 年 11 月 30 日 和歌山県医療審議会において報告（平成 29 年度実施分） 

・令和元年 7月 16 日  和歌山県医療審議会において報告（平成 30 年度実施分） 

 

【介護分】 

・平成 30 年 7 月 10 日  和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告 

（平成 29 年度実施分） 

・令和元年 7月 1日   和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告 

（平成 30 年度実施分） 

 

 ☑ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 【医療分】 

  ・次回の和歌山県医療審議会において報告予定（令和元年度実施分） 

 【介護分】 

  ・次回の和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告予定 

（令和元年度実施分） 

  

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし 

  



   

２．目標の達成状況 

 
平成29年度和歌山県計画に規定した目標を再掲し、令和元年度終了時における目標の達

成状況について記載。 

 

■ 和歌山県全体（目標と計画期間） 

1．目標 

高齢化の進展に対し、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にいたるまで、

病状に応じた適切なサービスを確保する必要がある。 

そのため、病床の機能分化・連携、病院を退院した患者が自宅や地域で必要な医療

を受けられる在宅医療提供体制の構築を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域で安

心して、健康で元気に生きがいを持って暮らすことができ、たとえ介護や生活支援が

必要となっても、地域全体で支え合う豊かな長寿社会の構築を図るため、以下を目標

に設定する。 

 

＜医療分＞ 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

本県の病床を機能別にみると、急性期機能を担う病床の占める割合が多い一方で、

回復期機能を担う病床の割合が少ない現状にある。さらなる高齢化に伴う医療需要

の変化に対応していくためには、急性期から回復期への病床機能の転換等が課題で

ある。 

そのため、昨年度策定した地域医療構想の達成の推進を図るために設置する各構

想区域の「協議の場」において、各区域の現状と課題を関係者で共有し、急性期から

回復期への転換などを適切に行っていく。 

 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想において必要となる病床数 

     全病床（一般病床及び療養病床） 

      12,540 床（平成 26 年度）→ 9,506 床（令和 7年度） 

     うち回復期病床 

      1,171 床（平成 26 年度）→ 3,315 床（令和 7年度） 

   ・歯科口腔外科など歯科口腔ケアを実施する保健医療圏 

      5 医療圏（平成 28 年度）→ 7 医療圏（平成 29 年度） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 



   

平成 26 年度から平成 28 年度計画（事業実施期間：平成 26～30 年度）に基づき、

訪問診療を行う医師等の在宅医療従事者確保や容体急変時の入院対応等の在宅医療

提供体制の構築に向けた取組み、在宅歯科診療の推進に向けた取組みを継続してい

るところである。これらの取組みに加え、本年度計画においては、適切な在宅医療の

提供体制の構築・強化を推進する。 

  

【定量的な目標値】 

    ・訪問看護ステーションに従事する看護師数 

470 人（平成 28 年度）→ 540 人（平成 30 年度） 70 人増 

    ・特定行為研修を受講した看護職員がいる施設数 

0 施設（平成 28 年度）→ 20 施設（令和元年度） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

本県の人口 10 万人対医師数は全国平均を上回っているものの、和歌山保健医療圏

に医師が集中し、また、産科医、麻酔科医、小児科医が不足している状況にある。 

これらの課題を解決するための取組みを進め、卒後の研修体制を整備するなど積

極的かつ安定的な医師確保に取り組むとともに、看護師、歯科衛生士等医療従事者

の養成、確保についても、引き続き、取組みを進めていく。 

また、各医療圏の適切な救急医療の確保及び高度救急医療の維持を図るための遠

隔医療導入の検討を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・県内医療施設従事医師数 

2,694 人（平成 26 年度）→  3,200 人（令和 8年度） 

・県内の分娩を取り扱う公的病院産科医師数 

56 人（平成 29 年度）→  63 人（平成 30 年度） 

・就業歯科衛生士数の増  

885 人（平成 26 年）  →  989 人（令和 2年） 

・従事者届による看護職員の実人数の増 

13,820 人（平成 26 年度）→ 14,744 人（平成 30 年度） 

 

＜介護分＞ 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

・施設整備経費を支援する。 

・施設等の開設・設置に必要な準備経費を支援する。 

・既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修費 

用を支援する。 



   

・介護療養病床の介護老人保健施設等への転換に対して支援する。 

   

【定量的な目標値】    

・施設整備支援 5 施設 123 床 

・施設等の開設準備支援  14 施設 258 床 

・多床室改修支援  400 床 

・介護療養病床から介護老人保健施設等への転換支援 300 床 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

令和２年度末における介護職員需給差(877 人)を解消するため、介護職員 300 人の

増加を目標とする。 

目標の達成に向け、県内の労働市場の動向も踏まえ、特に県内の中・高校生等に対

する介護や介護の仕事のイメージアップ、高校生への介護資格取得支援、介護未経

験者の中高年齢者の参入促進や、福祉関係職員の人材育成、介護職員のスキルアッ

プ及び職場環境の改善を支援することにより介護従事者の確保及び定着の促進を

図る。 

 

【定量的な目標値】 

・介護の仕事のイメージアップ 学校訪問件数 210 校 

・高校生への介護資格取得支援 資格取得者数 150 人 

・介護未経験の中高年齢者の参入促進 研修受講者 50 人 

・国家資格取得等のための勉強会開催 勉強会参加者 600 人 

・経営者セミナー参加者 150 人 

 

2．計画期間 

平成29年4月1日～令和4年3月31日 



   

□ 和歌山県全体（達成状況）  

＜医療分＞ 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

1）目標の達成状況 

＜事業期間：令和 3年度まで＞ 

・和歌山県における病床数 

  全病床（一般病床及び療養病床） 

   12.540 床（平成 26 年度）→ 11,977 床（令和元年度） 

  うち回復期病床 

   1,171 床（平成 26 年度）→ 2,275 床（令和元年度） 

 

2）見解 

地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業につ

いては、平成28年度に和歌山県地域医療構想を策定し、その構想の達成に向け、

取組みを進めている。各区域における地域医療構想調整会議において議論し、医

療関係者の相互の理解及び協力の下、医療機能の分化・連携を支援している。 

 

3）改善の方向性 

    今後も引き続き、地域医療構想を達成し、適切かつ質の高い医療提供体制を整

備するため、医療機能の分化・連携や設備整備等を支援していく。 

 

4）目標の継続状況 

   ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和 2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

1）目標の達成状況 

＜事業期間：平成 29 年度まで＞ 

・訪問看護ステーションに従事する看護師数 

470 人（平成 28 年度）→  555 人（平成 30 年度） 

   ＜事業期間：平成 30 年度まで＞ 

     ・特定行為研修を受講した看護職員がいる施設数 

0 施設（平成 28 年度）→ 7 施設（令和元年度） 

 

2）見解 

 居宅等における医療の提供に関する事業については、在宅医療サポートセン



   

ターを設置し、在宅医療を提供する体制を整備しており、県独自の「地域密着

型協力病院」の指定も進めている。 

 訪問看護や特定行為に対応できる看護職員も増加しており、在宅医療の提供

体制強化への取組みが進んでいる。 

 

  3）改善の方向性 

今後も基金を活用しながら、地域包括ケアを支える人材の確保や、適切な在

宅医療サービスが提供される体制の維持・強化に取り組んでいく。 

 

   4）目標の継続状況 

    ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和 2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

  1）目標の達成状況 

＜事業期間：平成 29 年度まで＞ 

・県内医療施設従事医師数 

2,694 人（平成 26 年度）→  2,825 人（平成 30 年度） 

・県内の分娩を取り扱う公的病院産科医師数 

56 人（平成 29 年度）→  55 人（平成 30 年 4 月） 

・就業歯科衛生士数 

885 人（平成 26 年）→ 1,050 人（平成 30 年） 

・従事者届による看護職員の実人数 

13,820 人（平成 26 年度）→ 14,705 人（平成 30 年度） 

 

2）見解 

 医療従事者の確保については、地域において適切で質の高い医療提供体制を

構築し、その強化を図るため、医師のキャリア形成支援や産科医の処遇改善な

どの医師確保対策や、潜在看護師の復職支援や病院内保育設置等による職場環

境改善といった看護職員の確保に取り組んできたところであり、県内の医療従

事者数も一定程度の増加が図られたことが確認できた。 

 

   3）目標の継続状況 

    ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和 2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

＜介護分＞  



   

③ 介護施設等の整備に関する目標 

1）目標の達成状況  

＜平成 29 年度＞ 

・施設整備補助 なし 

・開設準備経費補助 なし 

・多床室改修支援 111 床 

・介護療養病床から介護老人保健施設等への転換支援 なし 

 

＜平成 30 年度＞ 

   ・施設整備補助 なし 

・開設準備経費補助 なし 

・多床室改修支援 54 床 

・介護療養病床から介護老人保健施設等への転換支援 90 床 

 

＜令和元年度＞ 

   ・施設整備補助 なし 

・開設準備経費補助 なし 

・多床室改修支援 8 床 

・介護療養病床から介護老人保健施設等への転換支援 165 床 

 

2）見解 

・施設整備補助、開設準備経費補助について、平成27年度計画分を優先して執 

 行したため、未執行となった。 

・多床室改修について、改修整備を行うと十分なスペースを確保できない等の

理由により、改修が進まなかった。 

 

3）改善の方向性 

・施設整備補助及び開設準備経費補助については、平成27年度計画における 

未執行分について、早期に執行するよう、関係市町村へ働きかけていく。 

・介護療養病床の転換については、転換に係る補助制度について、事業者へ 

の周知を図りながら、転換整備を進めていく。 

・多床室改修については、未改修施設に対して改修補助についての周知を図る

ことにより、改修を進めていく。 

 

4）目標の継続状況 

   □ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

☑ 令和2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 



   

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

1）目標の達成状況 

介護職員 300 人／年の増加を目標とし、621 人（※）（介護サービス施設・事

業所調査より（H29.4.1～R2.3.31）増加した（達成率 207％）。 

 ※621 人の算出方法 

  令和２年度介護サービス施設・事業所調査をもとに算出される令和元年度都道府県別介護職員数

が、令和２年 10 月末日時点で厚生労働省より提供がないため、過去５年間の介護職員数の伸び

率の平均をもとに令和元年度和歌山県の介護職員数（推測）を算出 

  【計算方法】 

  平成 25 年度 19,552 人→平成 26 年度 19,557 人  伸び率 1.00025％ 

  平成 26 年度 19,557 人→平成 27 年度 20,487 人  伸び率 1.04755％ 

  平成 27 年度 20,487 人→平成 28 年度 20,521 人  伸び率 1.00165％ 

  平成 28 年度 20,521 人→平成 29 年度 21,092 人  伸び率 1.02782％ 

  平成 29 年度 21,092 人→平成 30 年度 21,883 人  伸び率 1.03750％ 

→過去５年間の伸び率平均 1.02295％（5.11477／5） 
   平成 30 年度 21,883 人×過去５年間の伸び率平均 1.02295％＝令和元年度 22,385 人 

   （令和元年度 22,385 人－平成 28 年度 20,521 人）÷3＝621 人 

 

2）見解 

介護職員数においては、目標を達成し、当該計画事業の実施により介護人材確保 

に関して、一定の事業効果があったと考えられる。 

 

3）改善の方向性 

    更なる職員数の増加を目指し、高校生の介護分野への入職促進をより一層図る

ため、県、県福祉人材センター、及び県老人福祉施設協議会が一体となって、就 

職率が高い地域の高等学校を直接訪問することにより、在学中の介護職員初任者 

研修課程の取得促進や職場体験等の参加者増を図る。 

   また、就職相談会や介護未経験者向けの研修会について、周知方法や開催場

所・時期等を試行錯誤するとともに、ハローワークと県福祉人材センター等関係

者間の情報連携を強化することや研修等の既受講者に対し、改めて就職相談会へ

の参加を呼びかけることで、就職マッチング数の増加を図る。 

上記のような取組を行うことで更なる介護職員数の増加を図っていく。 

 

4）目標の継続状況 

    ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

    □ 令和2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 



   

■ 区域ごとの目標と計画期間 

  和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域における目標と計画期間は、

和歌山県全体と同じ。 

 

□ 区域ごとの達成状況  

１）目標の達成状況 

 ①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   回復期病床数 

  和歌山保健医療圏  541床（平成28年度）→ 983床（令和元年度） 

  那賀保健医療圏   179床（平成28年度）→ 256床（令和元年度） 

  橋本保健医療圏   159床（平成28年度）→ 186床（令和元年度） 

  有田保健医療圏   113床（平成28年度）→ 233床（令和元年度） 

御坊保健医療圏    93床（平成28年度）→ 123床（令和元年度） 

  田辺保健医療圏   141床（平成28年度）→ 365床（令和元年度） 

  新宮保健医療圏   114床（平成28年度）→ 129床（令和元年度） 

 

 ②居宅等における医療の提供に関する目標 

 ④医療従事者の確保に関する目標 

 ⑤介護従事者の確保に関する目標 

和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域における達成状況は、

和歌山県全体と同じ。 

 

２）見解 

３）改善の方向性 

    和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域は、和歌山県全体と同

じ。 

 

 

 

 



   

３．事業の実施状況（医療分） 

 
平成29年度和歌山県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実

施状況について記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 
事業名 【NO.2】 

がん診療施設設備整備 

【総事業費】 
777,061 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 29年 4 月 1日～令和 3 年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 県内のがん治療水準の「均てん化」を進め、がんによる死亡率

を低下させるとともに、がん治療の入院期間の短期化を図り、限

られた医療資源の効果的に活用するため、急性期機能の集約化

と、急性期・回復期機能の分化・連携を促進し、地域医療構想に

定める質の高い医療提供体制を構築する必要がある。 

アウトカム指標： 

がん年齢調整死亡率(75 歳未満) 

82.2(H26）→73.9(H29)→71.6（R2） 

事業の内容（当初計画） がん診療及び治療を行う病院の設備整備について、補助を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

医療機器整備を行う病院数  平成 29 年度 9 ヵ所 

             令和元年度以降 各 6ヵ所 

アウトプット指標（達成

値） 

医療機器整備を行う病院数 

平成 29 年度  7 ヵ所、令和元年度 8ヵ所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 年齢調整死亡率(75 歳未満)  

82.2（平成 26 年度）→ 77.9（平成 29 年度） 

※１年以内では観察することはできない。 

今後公表される統計により達成値を測る。 

（１）事業の有効性 
  がん（悪性新生物）による死亡率が全国で 10 位（出典：国

立がん研究センターがん情報サービス[平成 29 年がん登録・統

計]）であり、ここ数年も高率、高順位で推移している本県にお

いて、予防施策等と合わせて行うがん治療を実施する医療施設

の設備整備を支援することで、がん治療の体制整備を図ること

ができた。 
（２）事業の効率性 
  設備整備にあたっては、各医療機関において入札等を実施す

ることにより、コストの低下を図った。 
その他  



   

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【NO.7】 

患者及び家族の思いをつなぐ医療支援事業 

【総事業費】 
3,756 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 29年 4 月 1日～令和 2 年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 患者の意思が尊重され、住み慣れた地域で人生の最終段階を穏

やかに過ごすことができる医療体制を推進するためには、医療ケ

アチームによる支援のもと、患者及び家族による意思決定・合意

形成が行われ、適切な医療サービスが提供される体制整備が必

要。 

アウトカム指標： 

患者の意思決定支援（マニュアル等作成）に取組む医療機関の 

増 （平成 28 年度）0施設 → （令和元年度）15 施設 

事業の内容（当初計画） ・医療従事者を対象とした意思決定支援研修の実施 

・人生の最終段階における医療の意思決定について啓発を実施 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

＜平成 29年度＞ 

・意思決定支援研修 受講人数 50人（実人数） 

・県民向け啓発冊子 20,000 部配布 

＜令和元年度＞ 

・意思決定支援研修 受講人数 50人（実人数） 

・県民啓発講演会 参加者 200 人 

アウトプット指標（達成

値） 

・意思決定支援研修 受講人数 54人（実人数） 

・県民開発講演会は、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ

開催中止 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

患者の意思決定支援（マニュアル等作成）に取り組む医療機関 

 0 施設（平成 28 年度）→48 施設（令和元年度） 

（１）事業の有効性 
  医療・介護従事者を対象とした研修を実施し、医療ケアチー

ムによる支援体制の整備を行うことで、県内でのアドバンス・

ケア・プランニング（人生会議）を推進することができた。 
（２）事業の効率性 
  国が実施する意思決定支援に向けた指導者研修受講者のう

ち、近隣府県に居住する指導者を講師とすることで、研修の質

を確保するとともに、旅費を最小限に抑えるなど効率的に実施

することができた。 
その他  

 

 

 



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.19】 

子ども救急相談ダイヤル（#8000） 

【総事業費】 
6,023 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 29年 4 月 1日～令和 2 年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 夜間休日に小児の軽症患者が高次医療機関への集中し、病院勤

務医に過重負担となっている。また、本来業務である２次３次救

急医療の提供に支障が出る恐れがある。 

アウトカム指標： 

２次救急医療機関における小児救急患者数（入院を除く患者

数）の減少 

  15,845 人（平成 26年度） → 減少（令和元年度） 

事業の内容（当初計画）  子どもの急病に対する保護者の不安を緩和し、不要不急の救急

受診を抑制するため、看護師･小児科医師による夜間休日の電話

相談を 365 日体制で実施する。（委託） 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

＜平成 29年度＞ 

年間相談件数 4,500 件以上 

＜令和元年度＞ 

 年間相談件数 9,000 件以上 

アウトプット指標（達成

値） 

年間相談件数 

 7,127 件（平成 29 年度）、7,632 件（令和元年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 ２次救急医療機関における小児救急患者数（入院を除く患者

数） 

  15,739 人（平成 28年度）→12,404 人（平成 30 年度） 

 ※令和元年度の患者数は、令和 2年度中に把握予定 

（１）事業の有効性 
  子ども救急相談ダイヤル（＃8000）事業を実施することによ

り、保護者の不安軽減と不要不急の救急受診の抑制、病院勤務

医の負担軽減につなげることができた。 
（２）事業の効率性 
  入札によって電話相談業務の受託者を決定しており、コスト

の低下を図った。 
その他  

 

 

  



   

 

３．事業の実施状況（介護分） 

 
平成29年度和歌山県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実

施状況について記載。 

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.1（介護分）】 

介護施設等整備事業 

【総事業費】 
－  千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各地域 

事業の実施主体 法人、市町村 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

※ 事業の終期が平成 30 年度以降の場合、継続欄にチェックす

ること。事業の終期が平成 29 年度内の場合、終了欄にチェック

すること。 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標：2030 年度までに施設（民間高齢者施設を

除く）16,600 床を確保（要介護認定者数の 20.4％程度） 

事業の内容（当初計画） ・施設整備の支援を行う。 

・施設等の開設・設置に必要な準備経費の支援を行う。 

・介護サービスの改善を図るため、既存の特別養護老人ホ

ームにおける多床室のプライバシー保護のための改修に

対して支援を行う。 

・介護療養病床の介護老人保健施設等への転換に対し、支

援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・施設整備の床数 

 地域密着型特別養護老人ホーム 87 床（3カ所） 

 認知症高齢者グループホーム 36 床（2カ所） 

・施設の開設床数 

 地域密着型特別養護老人ホーム 87 床（3カ所） 

 認知症高齢者グループホーム 144 床（8カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所 18 床（2カ所） 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 9 床（1カ所） 

・多床室のプライバシー保護のための改修床数 400 床 

・介護療養病床からの介護老人保健施設等への転換床数 

300 床  



   

 

アウトプット指標（達成

値） 

〈平成 29 年度〉 

・施設整備補助 なし 

・開設準備経費補助 なし 

・多床室のプライバシー保護のための改修補助 111 床 

・介護療養病床からの介護老人保健施設等への転換補助 

なし 

〈平成 30 年度〉 

・施設整備補助 なし 

・開設準備経費補助 なし 

・多床室のプライバシー保護のための改修補助 54 床 

・介護療養病床からの介護老人保健施設等への転換補助 

90 床 

〈令和元年度〉 

・施設整備補助 なし 

・開設準備経費補助 なし 

・多床室のプライバシー保護のための改修補助 8 床 

・介護療養病床からの介護老人保健施設等への転換補助 

165 床 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：2030 年度までに施

設（民間高齢者施設を除く）16,600 床を確保（要介護認定

者数の 20.4％程度） 

→ 令和元年度末 14,086 床(要介護認定者数の 15.7％) 

（１）事業の有効性 
令和元年度末時点でアウトカム目標である 14,086 床

(要介護認定者数の 15.7％)の確保が完了している。引き続

き事業を継続することで施設整備を進める。 
（２）事業の効率性 
 第６次及び第７期介護保険事業支援計画に基づき、圏域

ごとに必要なサービスについて協議を行い、効率的な施設

整備を行う。 
その他  

 

 
 
 
  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.2】 

介護人材マッチング機能強化事業（参入

促進） 

【総事業費】 

6,609 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促

進のために、学校訪問や福祉の仕事出張講座、その他広報啓

発を実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 29 年度、平成 30 年度＞ 

学校訪問件数 210 校 

福祉の仕事出張講座開催数 20 校 

学生向けパンフレット 18,000 部配布 

県内高校出身者向けＤＭ発送 5,200 部 

＜令和元年度＞ 

学校訪問件数 210 校 

福祉の仕事出張講座開催数 20 校 

学生向けパンフレット 12,000 部配布 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 29 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（年

平均 621 人増加） 



   

 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、地域住民や学校の生徒に対して、

啓発等を通じて介護や介護の仕事について理解してもらう

ことで、求職者増に繋げることができ、介護職員 300 人増加

の目標に対し年平均 621 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 

 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事業

が実施できる。 

その他 ＜平成 29 年度＞ 

平成 28 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 29 年

度事業費は未執行 

＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.3】 

介護人材マッチング機能強化事業（職場

体験） 

【総事業費】 

3,900 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした福祉・介

護の職場体験の機会を提供 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 29 年度、平成 30 年度＞ 

職場体験受入人数 100 人 

うち福祉分野への就職者数 30 人 

＜令和元年度＞ 

職場体験受入人数 80 人 

うち福祉分野への就職者数 25 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 29 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（年

平均 621 人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、若者・女性・高齢者など多様な世

代を対象とした福祉・介護の職場体験の機会を提供すること

で、介護職場への就職を促進し、介護職員 300 人増加の目標



   

 

に対し年平均 621 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事業

が実施できる。 

また、受入事業所と、連絡を密にして体験希望者を受入れる

ことで、事業を効率的に行うことができた。 

その他 ＜平成 29 年度＞ 

平成 28 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 29 年

度事業費は未執行 

＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.4】 

介護人材確保対策事業 

【総事業費】 

18,290 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 県内の高等学校の学生を対象に、介護に関する基礎的な知識

と技術を習得する機会を提供。施設・事業所関連の団体等及

び高等学校と連携し、就職を希望する高校生に対し、介護資

格（介護職員初任者研修課程）取得を支援。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 29 年度、平成 30 年度＞ 

資格取得者数 

 高校生 240 人 

＜令和元年度＞ 

資格取得者数 

 高校生 150 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 29 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

資格取得者数 

 高校生 115 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護職員 300 人増加の目標に対し年平均 621 人増加した 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（年平

均 621 人増加） 

（１）事業の有効性 

アウトカム指標については、就職を希望する県内の高等学校

の生徒に対し初任者研修を修了する機会を創出することに

より、介護職員 300 人増加の目標に対し年平均 621 人増加



   

 

した。 

アウトプット指標については、就職を希望する県内の高等学

校の生徒 124 名に対し、初任者研修受講の機会を創出でき

たものの、修了者数が伸び悩み、目標値には達しなかった。

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底し

つつ、研修受講機会を確保するとともに、研修実施機関と連

携をとることで修了者数の増加を図る。 

（２）事業の効率性 

指定研修事業者と高等学校・介護事業所法人が連携して初任

者研修を行うことで、研修の実施を効率的にすることができ

る。 

その他 ＜平成 29 年度＞ 

平成 28 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 29 年

度事業費は未執行 

＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.5】 

中高年齢者マッチング事業 

【総事業費】 

5,585 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会・県介護普及センターへ委託） 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 介護未経験の中高年齢者等が地域の介護職場で就労の際に

求められる最低限度の知識・技術等を学ぶことができる研修

会を実施するとともに、研修受講者の就労までのマッチング

を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 29 年度、平成 30 年度＞ 

研修会への参加者数 200 人（研修会 10 回×20 人） 

就職マッチング   200 人 

＜令和元年度＞ 

研修会への参加者数 50 人 

就職マッチング   10 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 29 年度＞ 

研修会への参加者数 47 人 

就職マッチング   10 人 

＜平成 30 年度＞ 

研修会への参加者数 18 人 

就職マッチング   1 人 

＜令和元年度＞ 

研修会への参加者数 42 人 

就職マッチング   7 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護職員 300 人増加の目標に対し年平均 621 人増加した 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（年平

均 621 人増加） 

（１）事業の有効性 

アウトカム指標においては介護職員 300 人増加の目標に対

し年平均 621 人を達成。 



   

 

アウトプット指標については、研修会参加者 18 人に対し就

労マッチングを行い、一定程度の効果は得られたものの、新

型コロナウイルス感染拡大の影響で中止した研修もあり、目

標には到達しなかった。そのため、令和２年度は、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止策を徹底しつつ、研修既受講者に対

しても就職相談会への参加を呼びかけること等により就職

マッチング数の増加を図る。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センター及び介護分野における様々な研修実績のあ

る県介護普及センターへ委託することで、効率的かつ効果的

に事業が実施できる。 

その他  

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.6】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

（人材マッチング） 

【総事業費】 

27,489 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 和歌山県福祉人材センターに専門員を配置し、合同就職説明

会の開催や求人情報の提供等を実施（大規模 5回、小規模 8

回） 

介護事業所実態調査の実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 29 年度、平成 30 年度＞ 

合同就職説明会 

 来場者数 700 人（大規模 500 人、小規模 200 人） 

 就職者数 70 人（大規模 50 人、小規模 20 人） 

福祉人材センターによる就職マッチング 170 人 

＜令和元年度＞ 

合同就職説明会 

 来場者数 500 人（大規模 350 人、小規模 150 人） 

 就職者数 50 人（大規模 35 人、小規模 15 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 29 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（年

平均 621 人増加） 



   

 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、キャリア専門員を配置し、きめ細

かな支援を行うとともに、介護事業所と求職者の面談の場の

提供等を行った結果、介護職員 300 人増加の目標に対し年

平均 621 人増加した。 

そのことから、引き続き事業を継続することで、より多くの

介護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事業

が実施できる。 

また、合同就職説明会を開催することによって、学生や求職

者等の情報交換・面接等がより効果的に実施できる。合同就

職説明会の開催方法については、開催場所等についてより効

果的な実施方法を検討していく必要がある。 

その他 ＜平成 29 年度＞ 

平成 28 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 29 年

度事業費は未執行 

＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.7】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

（キャリアアップ） 

【総事業費】 

942 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 国家資格取得等のための勉強会を開催（年 43 回） 

（介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員など） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

参加者のべ 600 人（43 回開催） 

国家資格取得者数 20 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 29 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（年

平均 621 人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、国家資格取得を支援することによ

り介護人材の質の確保を図り、また、資格取得により介護事

業所における当該職員の処遇改善等につなげることで、介護

人材の定着を図ることができ、介護職員 300 人増加の目標

に対し年平均 621 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 



   

 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事業

が実施できる。 

その他 ＜平成 29 年度＞ 

平成 28 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 29 年

度事業費は未執行 

＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.8】 

介護人材キャリアアップ研修事業 

【総事業費】 

4,368 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県介護普及センター、県介護支援専門員協会等へ

委託） 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） ＜平成 29 年度、平成 30 年度＞ 

① 介護職員等がたんの吸引等の医療的ケアを、施設等にお

いて提供するため、適切にたんの吸引等を行うことがで

きるよう養成。 

② 介護職員等がたんの吸引等を実施するために必要な研修

における、指導者養成及び資質の向上を図るための研修

を実施。 

③ 新任職員及び中堅職員に対して必要となる知識を習得さ

せる研修及びサービス提供責任者など介護サービス従事

者を対象に必要な知識と技術を習得させる研修を実施。 

④ 介護支援専門員資質向上研修の講師・ファシリテーター

に対しファシリテーション研修を実施するとともに、研

修向上委員会を開催し、介護支援専門員法定研修の質の

向上を図る。 

⑤  特別養護老人ホーム等の介護保険施設の職員に対して、

歯科専門職（歯科医師・歯科衛生士）が歯科口腔保健の

重要性や口腔ケアの手技等の研修を行う。 

＜令和元年度＞ 

① 介護職員等がたんの吸引等を実施するために必要な研修

における、指導者養成及び資質の向上を図るための研修

を実施。 

② 新任職員及び中堅職員に対して必要となる知識を習得さ

せる研修及びサービス提供責任者など介護サービス従事

者を対象に必要な知識と技術を習得させる研修を実施。 

③介護支援専門員資質向上研修の講師・ファシリテーター  



   

 

に対しファシリテーション研修を実施し、介護支援専門員

法定研修の質の向上を図る。 

④ 特別養護老人ホーム等の介護保険施設の職員に対して、

歯科専門職（歯科医師・歯科衛生士）が歯科口腔保健の

重要性や口腔ケアの手技等の研修を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 29 年度、平成 30 年度＞ 

① 喀痰吸引等研修による認定特定行為従事者の養成 390 

人 

② 喀痰吸引等研修における指導者の養成 30 人 

③ 新任職員研修 60 人 

  中堅職員研修 50 人 

  介護職員テーマ別研修 190 人 

  サービス提供責任者研修 90 人 

④ 介護支援専門員ファシリテーター研修 ５０人 

  介護支援専門員研修向上委員会 1 回 

⑤  実施施設数 5区域 

＜令和元年度＞ 

① 喀痰吸引等研修における指導者の養成 30 人 

② 新任職員研修 20 人 

  中堅職員研修 30 人 

  介護職員テーマ別研修 240 人 

  サービス提供責任者研修 90 人 

③ 介護支援専門員ファシリテーター研修 50 人 

④  研修受講者数 20人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 29 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（年

平均 621 人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、喀痰吸引等を安全に提供すること



   

 

ができる介護職員の養成や、高齢者介護のチームづくり及び

地域組織づくりリーダーの養成、介護支援専門員の専門性の

向上等介護従事者の資質の向上を図ることで、介護職員 300

人増加の目標に対し年平均 621 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

県内複数箇所で研修を実施することで、喀痰吸引等を安全に

提供することができる介護職員の養成を効果的に実施でき

た。特に、演習において、指導看護師と介護職員が一緒に喀

痰吸引等の手技の確認をすることで、より効果的な研修にな

っている。 
また、介護職員の経験に合わせた階層別研修や、介護職員が

日々の業務において直面する問題を取り扱ったテーマ別研

修などでは、受講者ごとに必要な研修を行うことで、介護職

員の資質向上を効率的に行うことができた。 

その他 ＜平成 29 年度＞ 

平成 28 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 29 年

度事業費は未執行 

＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度及び平成 28 年度積立分を活用し事業を行った

ため、平成 30 年度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.9】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

（潜在的有資格者の再就業促進） 

【総事業費】 

3,919 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） ＜平成 29 年度、平成 30 年度＞ 

潜在的有資格者に対する情報提供、研修などを実施 

情報提供回数 年 4回 

研修実施回数 4 回 

＜令和元年度＞ 

潜在的有資格者に対する情報提供、研修などを実施 

情報提供回数 年 4回 

研修実施回数 3 回 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 29 年度、平成 30 年度＞ 

情報提供希望者数 1,300 人 

研修参加者 70 人 

再就職者数 20 人 

＜令和元年度＞ 

研修参加者 70 人 

再就職者数 20 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 29 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（年



   

 

平均 621 人増加） 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、離職した介護人材への情報提供

や、研修を実施することで、介護事業所は即戦力の人材を確

保することができるとともに、離職者はよりきめ細やかな介

護事業所の情報を得ることができ、介護職員 300 人増加の

目標に対し年平均 621 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 

そのこと引き続き事業を継続することで、より多くの介護人

材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事業

が実施できる。 

その他 ＜平成 29 年度＞ 

平成 28 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 29 年

度事業費は未執行 

＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.10】 

認知症地域支援人材育成研修事業 

【総事業費】 

8,915 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標： 

①認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支

援、医療従事者に対して、地域包括支援センターとの連携

役の養成や、認知症の疑いがある人に早期に気づき、早期

に専門的なケアにつなげる等医療現場において適切な対

応ができる体制の整備・充実を図る。 

②高齢者介護実務者及びその指導的立場にある者について、

適切な認知症介護に関する知識・技術の修得・充実を図る。 

事業の内容（当初計画） ① 認知症サポート医の養成、認知症サポート医のフォロー

アップ研修、病院勤務医療従事者、歯科医師、薬剤師及

び看護職員向け認知症対応力向上研修の実施 

②認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため、高

齢者介護の指導的立場にある者や介護実践者、サービス事

業の管理的立場または、代表者的立場にある者に対して、

必要な知識や技術を修得させる研修を実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

①認知症サポート医 7 人養成 

 認知症診療医フォローアップ研修 1回開催（60 人程度） 

一般病院勤務の医療従事者向け研 2 回開催（200 人程度） 

 歯科医師認知症対応力向上研修 2 回開催（80 人程度） 

 薬剤師認知症対応力向上研修 2 回開催（100 人程度） 

 看護職員認知症対応力向上研修 1 回開催（100 人程度） 

②認知症介護サービス事業開設者研修 20 人 

 認知症対応型サービス事業管理者研修 100 人 

 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 30 人 

認知症介護基礎研修 200 人 

認知症介護指導者フォローアップ研修 2 人 

 認知症介護指導者スキルアップ事業 50 人 



   

 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 29 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

認知症サポート医 養成 68 人 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、認知症サポート医を現在の 61 人

に加えて新たに 7 人養成する等認知症の状況に応じた支援

体制の構築や、病院における認知症の方への支援体制を強化

することができた。また、高齢者介護実務者及びその指導的

立場にある者に対し、認知症介護の知識・技術に関する研修

を実施することで、介護サービスの質を向上させることがで

きた。そのことから、引き続き事業を継続することで、認知

症を早期発見・早期対応できる体制を整備し、また、良質な

介護を担うことができる人材を質・量ともに確保することが

期待できる。 

（２）事業の効率性 

サポート医、かかりつけ医、病院勤務の医師・看護師、歯科

医師、薬剤師及び看護職員、それぞれに対して必要な研修を

行うにあたり関係団体に事業を委託することにより、効率的

な研修を実施できる。 

また、過去に研修実施実績があり、研修実施のノウハウがあ

る団体へ委託することで効率的な実施をすることができる。 

また、認知症介護サービス事業開設者研修、認知症対応型サ

ービス事業管理者研修及び小規模多機能型サービス等計画

作成担当者研修については、研修の受講要件である認知症介

護実践者研修の終了後に、研修を実施することで効果的に実

施することができる。 

その他 ＜平成 29 年度＞ 

平成 28 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 29 年

度事業費は未執行 

＜平成 30 年度＞ 



   

 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.11】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業

（定着促進） 

【総事業費】 

3,811 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

アウトカム指標：令和 2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 福祉事業所の職場環境に関する訪問相談や経営者向けセミ

ナー等を実施 

 セミナー実施回数 5 回 

 テーマ案 効果的な求人方法、執務環境改善など 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

＜平成 29 年度、平成 30 年度＞ 

事業所訪問件数 のべ 150 件 

経営者セミナー参加者 150 人 

（他、研修参加法人の効果測定をアンケートにより実施予

定） 

＜令和元年度＞ 

経営者セミナー参加者 150 人 

（他、研修参加法人の効果測定をアンケートにより実施予

定） 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 29 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜平成 30 年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

＜令和元年度＞ 

事業費未執行のため実績なし 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業費未執行のため実績がなく、観察できなかった 

＜参考＞ 

 令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人（年

平均 621 人増加） 



   

 

（１）事業の有効性 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行であるが、事業所への訪問相談や経営者セミ

ナーにより、介護事業所の職場環境の改善や介護人材の離職

の防止を図ることで介護人材の確保に繋がり介護職員 300

人増加の目標に対し年平均 621 人増加した。 

そのことから引き続き事業を継続することで、より多くの介

護人材を確保することが期待できる。 

（２）事業の効率性 

社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県福

祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に事業

が実施できている。 

その他 ＜平成 29 年度＞ 

平成 28 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 29 年

度事業費は未執行 

＜平成 30 年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、平成 30 年

度事業費は未執行 

＜令和元年度＞ 

平成 27 年度積立分を活用し事業を行ったため、令和元年度

事業費は未執行 
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平成 28 年度和歌山県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和 3年 1月 

和歌山県



   

 

1．事後評価のプロセス 

（1）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（実施状況） 

【医療分】 

・平成 30 年 3 月 27 日  和歌山県医療審議会において報告（平成 28 年度実施分） 

・平成 30 年 11 月 30 日 和歌山県医療審議会において報告（平成 29 年度実施分） 

・令和元年 7月 16 日   和歌山県医療審議会において報告（平成 30 年度実施分） 

【介護分】 

・平成 29 年 8 月 22 日   和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告 

（平成 28 年度実施分） 

・平成 30 年 7 月 10 日  和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告 

（平成 29 年度実施分） 

・令和元年 7月 1日  和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告 

（平成 30 年度実施分） 

 ☑ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 【医療分】 

  ・次回の和歌山県医療審議会において報告予定（令和元年度実施分） 

 【介護分】 

  ・次回の和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告予定 

（令和元年度実施分） 

 

 

（2）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし 

  



   

 

2．目標の達成状況 

 

平成28年度和歌山県計画に規定する目標を再掲し、令和元年度終了時における目標の達成

状況について記載。 

 

■ 和歌山県全体（目標と計画期間） 

1．目標 

さらなる高齢者の増加に向け、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にい

たるまで、病状に応じた適切なサービスを確保する必要がある。 

そのため、病床の機能分化・連携、病院を退院した患者が自宅や地域で必要な医療

を受けられる在宅医療提供体制の構築を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域で安

心して、健康で元気に生きがいを持って暮らすことができ、たとえ介護や生活支援が

必要となっても、地域全体で支え合う豊かな長寿社会の構築を図るため、以下を目標

に設定する。 

 

＜医療分＞ 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

本県の病床を機能別にみると、急性期機能を担う病床の占める割合が多い一方で、

回復期機能を担う病床の割合が少ない現状にある。さらなる高齢化に伴う医療需要

の変化に対応していくためには、急性期から回復期への病床機能の転換等が課題で

ある。 

そのため、本年度策定した地域医療構想の達成の推進を図るために設置する各構

想区域の「協議の場」において、各区域の現状と課題を関係者で共有し、急性期か

ら回復期への転換などを適切に行っていく。 

 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想において必要となる病床数 

  全病床（一般病床及び療養病床） 

   12,540 床（平成 26 年度）→ 9,506 床（令和 7年度） 

  うち回復期病床 

   1,171 床（平成 26 年度）→ 3,315 床（令和 7年度） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

平成 26 年度計画（事業実施期間：平成 26～28 年度）及び平成 27 年度計画（事業

実施期間：平成 27～29 年度）に基づき、訪問診療を行う医師等の在宅医療従事者確

保や容体急変時の入院対応等の在宅医療提供体制の構築に向けた取り組み、在宅歯



   

 

科診療の推進に向けた取り組みを継続しているところである。これらの取組みに加

え、本年度計画においては、回復期病床から在宅医療へ円滑に移行する、切れ目の

ない医療提供体制の構築を推進する。 

  

【定量的な目標値】 

・在宅療養支援診療所 100 施設増 

・チームで在宅医療等を実施する地域密着型協力病院 40 施設指定 

・退院支援看護師研修 受講者 40 名 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

本県の人口 10 万人対医師数は全国平均を上回っているものの、和歌山保健医療圏

に医師が集中し、また、産科医、麻酔科医、小児科医が不足している状況にある。 

これらの課題を解決するための取組みを進め、卒後の研修体制を整備するなど積

極的かつ安定的な医師確保に取り組むとともに、看護師、歯科衛生士等医療従事者

の養成、確保についても、引き続き、取組みを進めていく。 

また、各医療圏の適切な救急医療の確保及び高度救急医療の維持を図るための遠

隔医療導入の検討を行う。 

 

【定量的な目標値】 

・医師臨床研修マッチング率向上 76.4％ → 90％ 

・看護師等免許保有者の届出数 2,400 人 

・歯科衛生士就業者の増 862 人 → 900 人 

 

＜介護分＞  

③ 介護施設等の整備に関する目標 

既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修費用

を支援する。 

 

 【定量的な目標値】    

  ・改修床数 185 床 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

令和２年度末における介護職員需給差(877 人)を解消するため、介護職員 300 人の

増加を目標とする。 

目標の達成に向け、県内の労働市場の動向も踏まえ、特に県内の中・高校生等に

対する介護や介護の仕事のイメージアップ、高校生への介護資格取得支援、福祉関

係職員の人材育成、介護職員のスキルアップ及び職場環境の改善を支援することに



   

 

より介護従事者の確保及び定着の促進を図る。 

 

【定量的な目標値】 

・喀痰吸引等研修による認定特定行為従事者の養成 390 人 

 

（以下は平成 29 年度をもって事業終了） 

・介護の仕事のイメージアップ 学校訪問件数 100 校 

・高校生への介護資格取得支援 資格取得者数 高校生 200 人、介護職員 200 人 

・国家資格取得等のための勉強会開催 勉強会参加者 860 人 

・職場環境に関する訪問相談 事業所訪問件数のべ 100 件 

 

2．計画期間 

  平成28年4月1日～令和4年3月31日 

□ 和歌山県全体（達成状況）  

＜医療分＞ 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

1）目標の達成状況 

＜事業期間：令和 3年度まで＞ 

    ・和歌山県における病床数 

      全病床（一般病床及び療養病床） 

       12,540 床（平成 26 年度）→ 11,977 床（令和元年度） 

      うち回復期病床 

       1,171 床（平成 26 年度）→ 2,275 床（令和元年度） 

 

2）見解 

地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業につ

いては、平成28年度に和歌山県地域医療構想を策定し、その構想の達成に向け、

取組みを進めている。各区域における地域医療構想調整会議において議論し、医

療関係者の相互の理解及び協力の下、医療機能の分化・連携を支援している。 

    

  3）改善の方向性 

今後も引き続き、地域医療構想を達成し、適切かつ質の高い医療提供体制を整

備するため、医療機能の分化・連携や設備整備等を支援していく。 

 

4）目標の継続状況 



   

 

   ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和 2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

1）目標の達成状況 

＜事業期間：平成 30 年度まで＞ 

・新たに在宅療養支援診療所となった施設 

  平成 28 年度 3施設、平成 29 年度 1施設、平成 30 年度 8施設 

・地域密着型協力病院の指定を受けた施設 

 平成 28 年度 9施設、平成 29 年度 11 施設、平成 30 年度 3施設 

    ・退院支援看護師研修の受講者 

平成28年度40名、平成29年度39名、平成30年度47名 

 

2）見解 

 居宅等における医療の提供に関する事業については、在宅医療サポートセンタ

ーを設置し、在宅医療を提供する体制を整備しており、県独自の「地域密着型協

力病院」の指定も進めている。 

医療的ケア児に対応可能な訪問看護ステーションや退院支援看護師も増加し

ており、在宅医療の提供体制強化への取組みが進んでいる。 

 

 3）改善の方向性 

    今後も基金を活用しながら、在宅の重症心身障害児者等の支援体制づくりなど、

地域包括ケアシステムを支える人材の養成や、適切な在宅医療サービスが提供さ

れる体制の維持・強化に取り組んでいく。 

 

   4）目標の継続状況 

    ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和 2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

  1）目標の達成状況 

＜事業期間：平成 28 年度まで＞ 

・医師臨床研修マッチング率向上 

 76.4％（平成 26 年度）→ 77.9％（平成 28 年度） 

・従事者届による看護職員数 

13,820 人（平成 26 年度）→ 14,337 人（平成 28 年度） 

・歯科衛生士就業者 

  862 人（平成 24 年度）→ 955 人 (平成 28 年度） 



   

 

 

2）見解 

 地域において適切で質の高い医療提供体制を構築し、その強化を図るため、医

師や看護職員等の医療従事者の確保はもとより、提供サービスの質の向上等も図

ってきたところである。しかしながら、医師の地域偏在や看護職員不足等の問題

は解消には至っていない。 

 

  3）改善の方向性 

    適切な医療サービスを提供できる質の高い医療従事者を継続的に確保する必要

があることから、今後も離職防止のための病院内保育所設置といった職場環境整

備を進めていく。 

 

   4）目標の継続状況 

    ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和 2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

＜介護分＞  

③ 介護施設等の整備に関する目標 

1）目標の達成状況 

改修床数 237 床 

 

2）見解 

     入所者のプライバシーが確保され、安心して生活できる体制が構築された。 

 

3）目標の継続状況 

   □ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   ☑ 令和2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
1）目標の達成状況 

介護職員 300 人／年の増加を目標とし、384 人（※）（介護サービス施設・事

業所調査より（H28.4.1～R2.3.31）増加した（達成率 128％）。 

 ※384 人の算出方法 

  令和２年度介護サービス施設・事業所調査をもとに算出される令和元年度都道府県別介護職員数

が、令和２年 10 月末日時点で厚生労働省より提供がないため、過去５年間の介護職員数の伸び

率の平均をもとに令和元年度和歌山県の介護職員数（推測）を算出 

  【計算方法】 



   

 

  平成 25 年度 19,552 人→平成 26 年度 19,557 人  伸び率 1.00025％ 

  平成 26 年度 19,557 人→平成 27 年度 20,487 人  伸び率 1.04755％ 

  平成 27 年度 20,487 人→平成 28 年度 20,521 人  伸び率 1.00165％ 

  平成 28 年度 20,521 人→平成 29 年度 21,092 人  伸び率 1.02782％ 

  平成 29 年度 21,092 人→平成 30 年度 21,883 人  伸び率 1.03750％ 

→過去５年間の伸び率平均 1.02295％（5.11477／5） 
   平成 30 年度 21,883 人×過去５年間の伸び率平均 1.02295％＝令和元年度 22,385 人 

   （令和元年度 22,385 人－平成 27 年度 20,487 人）÷４＝384 人 

 
2）見解 

介護職員数においては、目標を達成し、当該計画事業の実施により介護人材確保 

に関して、一定の事業効果があったと考えられる。 

 

3）改善の方向性 

    更なる職員数の増加を目指し、高校生の介護分野への入職促進をより一層図る

ため、県、県福祉人材センター、及び県老人福祉施設協議会が一体となって、就

職率が高い地域の高等学校を直接訪問することにより、在学中の介護職員初任者

研修課程の取得促進や職場体験等の参加者増を図る。 

    また、就職相談会や介護未経験者向けの研修会について、周知方法や開催場所・

時期等を試行錯誤するとともに、ハローワークと県福祉人材センター等関係者間

の情報連携を強化することや研修等の既受講者に対し、改めて就職相談会への参

加を呼びかけることで、就職マッチング数の増加を図る。 

上記のような取組を行うことで更なる介護職員数の増加を図っていく。 

 

4）目標の継続状況 

    ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和 2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■ 区域ごとの目標と計画期間 

  和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域における目標と計画期間は、

和歌山県全体と同じ。 

 

□ 区域ごとの達成状況 

 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域における達成状況は、和歌

山県全体と同じ。 



   

 

 

 



   

３．事業の実施状況（医療分） 

 
平成28年度和歌山県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実

施状況について記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の実現に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【NO.2】 

がん診療施設設備整備 

【総事業費】 

304,416 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 28 年度医療介護提供体制改革推進交付金内示後～令和 3 年

3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 現在、本県において高い死亡率にある「がん」の医療を行う医

療機関の設備の高度化を支援することで、地域医療構想に定め

る質の高い医療を提供する体制を構築し、がん死亡率を低下さ

せる必要がある。 

アウトカム指標： 

年齢調整死亡率 82.2（H29）→77.9（H29）→71.6（R2） 

事業の内容（当初計画） がん診療及び治療を行う病院の設備整備について、補助を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

・医療機器整備を行う病院数 10 ヵ所 

アウトプット指標（達成

値） 

医療機器整備を行った病院数 

 平成 28年度 9 ヵ所、令和元年度 8 ヵ所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 年齢調整死亡率（75歳未満） 

  82.2（平成 26 年）→77.9（平成 29年） 

※１年以内では観察することができなかない。 

 今後公表される統計により達成値を測る。 

（１）事業の有効性 

   がん（悪性新生物）による死亡率が全国で 10 位（出典：

国立がん研究センターがん情報サービス[平成 29 年がん登

録・統計]）であり、ここ数年も高率、高い順位で推移してい

る本県において、予防施策等と合わせて行うがん治療を実施

する医療施設の設備整備を支援し、がん治療の体制整備を図

ることができた。 

（２）事業の効率性 

   設備整備にあたって、各医療機関において入札等を実施す

ることにより、コストの低下を図った。 

その他  



   

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.5】 

重症心身障害児者等在宅医療等連携体制整備 

【総事業費】 

151,304 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 28年 4 月 1日～令和 4 年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

＜平成 30年度まで＞ 

 医療的ケア対応可能な訪問看護ステーションの割合は全体

の 40%未満と低く、在宅の重症心身障害児者等に対し必要な医

療・福祉サービス等が提供され、地域で安心して療養できる医

療連携体制の整備が必要。 

＜令和元年度以降＞ 

  医療的ケア児等が全国的に増加しているが、地域で在宅医療

を受けながら安心して生活するための社会資源や支援者の連

携体制が十分ではないため、支援に関係する機関の連携体制構

築と支援に携わる者の人材育成が必要。 

アウトカム指標： 

＜平成 30年度まで＞ 

平成 30 年度末までに医療的ケア対応可能な訪問看護ステー

ションの割合を増加（現状 40%弱→50%） 

＜令和元年度＞ 

 医療的ケア児等の支援に関係する医療・保健・障害福祉・保

育・教育の関係者が一堂に会する協議会等を設置し、連携する

体制を、令和元年度中に県内８つの障害福祉圏域全てに構築す

る。 

＜令和 2年度以降＞ 

  各圏域等に設置された医療的ケア児等に関する協議の場に、

医療的ケア児等コーディネーターを配置し、医療的ケア児等に

関する様々な課題解決に取り組む。 

事業の内容（当初計画） ＜平成 30年度まで＞ 

・在宅の重症心身障害児者等が身近な地域でリハビリや相談

を受けられる事業（以下「在宅支援訪問リハビリ等」という。）

及び障害児者支援を行う事業者や施設の職員にリハビリ等

の技術指導を行う事業（以下「施設支援一般指導」という。） 

・各関係機関と連携を図り、重症心身障害児者等の在宅医療支

援を整備する事業 

＜令和元年度以降＞ 

・在宅支援訪問リハビリ等及び施設支援一般指導事業 

・職種間の連携によって社会資源の拡充や課題解決を図り、重

症心身障害児者等が在宅医療を受けながら地域で安心して

生活できるよう、関係者による協議の場を設置する。 

 ・医療的ケアの基礎知識や医療ニーズに配慮しながら、職種間

連携による支援体制づくりに関する研修を行い、支援に携わ



   

る人材を養成する。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

＜平成 30年度まで＞ 

・在宅支援訪問リハビリ等及び施設支援一般指導を合計年

4,000 回以上実施 

・有田・日高圏域で重症心身障害児者等の在宅医療支援に関す

る検討会を設立 

＜令和元年度以降＞ 

・在宅支援訪問リハビリ等及び施設支援一般指導を合計年

4,000 回以上実施 

 ・県及び各圏域に、関係機関が連携を図り、重症心身障害児者

等の在宅生活を支援するための「協議の場」を設置する。 

 ・医療的ケア児等を支援する者と支援をコーディネートする者

を、合計年 100 人養成する。 

アウトプット指標（達成

値） 

・在宅支援訪問リハビリ等及び施設支援一般指導 

 5,481 回/年（令和元年度） 

・県及び 6圏域に、医療的ケア児等に関する協議の場を設置。 

・医療的ケア児等の支援者、コーディネーター 67 人養成 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 医療的ケア児等に関する協議の場 8圏域中 6圏域に設置。 

 協議の場設置に至らなかった 2圏域に対して、設置を要請。 

（１）事業の有効性 

   医療的ケア児等の支援に係る関係者のネットワークを構

築することができ、各圏域内において、基幹病院から退院し

てくる医療的ケア児等の情報交換、必要な社会資源の共通理

解を持つことができるようになった。 

（２）事業の効率性 

   研修実施について、医療的ケア児等への関わりの深い法人

へ委託することにより、講師の確保等において効率的に事業

を実施することができた。 

その他  



   

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.10】 

地域医療支援センター運営 

【総事業費】 

26,409 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県立医科大学） 

事業の期間 平成 28年 4 月 1日～令和 2 年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 医師の地域偏在・診療科偏在の解消を図り、県内において適切

な医療サービスを提供できる体制の強化が必要。 

アウトカム指標： 

県立医科大学県民医療枠・地域医療枠等卒業医師の地域医療従

事者数 5 人（H28）→160 人（R8） 

事業の内容（当初計画） 県内の医師不足状況等を把握・分析し、医師のキャリア形成支援

と一体的に医師不足医療機関の医師確保を行うため、地域医療支

援センターの運営を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

地域医療支援センターが支援する医学生及び県民医療枠・地域医

療枠等卒業医師数 

 251 人（H27）→350 人（R1） 

アウトプット指標（達成

値） 

地域医療枠等卒業医師数（累計） 

平成 28 年度 288 人、令和元年度 387 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 県立医科大学県民医療枠・地域医療枠等卒業医師の地域医療従

事者数 

 5 人（平成 28年度）→ 49 人（令和元年度） 

（１）事業の有効性 

   県立医科大学の県民医療枠・地域医療枠学生及び卒業医師

の地域医療マインドの育成や、卒前・卒後のキャリア形成を

支援しており、その医師が順次、地域の医療機関で勤務する

ことにより、医師の地域偏在の解消が期待できる。 

（２）事業の効率性 

   県内唯一の医師養成機関であり、県内公的病院等に多数の

医師を派遣している公立大学法人和歌山県立医科大学に業

務を委託することで、大学と共同・連携した医師の養成、キ

ャリア形成支援等が可能となり、事業の重複をなくし、事務

の効率化を図ることができた。 

その他  

 

 

  



   

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.15】 

産科医師確保対策 

【総事業費】 

26,982 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 28年 4 月 1日～令和 3 年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 県内産科医師の不足と分娩取扱病院における産科医師の負担

増を解消するため、産科医師の確保を図ることが必要。 

アウトカム指標： 

令和 2年度までに 7名の増（平成 28 年 4月現在 54 名） 

事業の内容（当初計画）  県内公的病院で新たに分娩を取り扱う診療業務に従事しよう

とする医師（臨床研修終了後の若手医師、県外の産婦人科医師）

に対し、返還免除付きの研修資金又は研究資金の貸与や、本県産

科医療を県内外にＰＲする。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

研修・研究資金の貸与者 令和 2年度末までに 7名 

アウトプット指標（達成

値） 

研修・研究資金の貸与者数 

 (H28) 0 名 

 (H29) 研修資金 1 名、研究資金 1名 

 (H30) 研修資金 1 名 

 (R01) 研修資金 1 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 県内公的病院の産科医師数 54 名（R2.4） 

（１）事業の有効性 

   研修・研究資金制度及び本県産科医療を県内外に積極的に

ＰＲしたことにより、和歌山県立医科大学附属病院の入局者

を確保することができた。 

（２）事業の効率性 

   ＷＥＢを用いることにより、県内外の研修医及び産婦人科

医師に対し、幅広く本県産科医療の取組を周知することがで

きた。 

その他  

 



   

別紙 

 

 
 
 

 
 
 

平成 27 年度和歌山県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和 3年 1月 

和歌山県



   

 

1．事後評価のプロセス 

（1）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

☑ 行った 

（実施状況） 

【医療分】 

 ・平成 29 年 4 月 25 日  和歌山県医療審議会において報告（平成 27 年度実施分） 

  ・平成 30 年 3 月 27 日  和歌山県医療審議会において報告（平成 28 年度実施分） 

・平成 30 年 11 月 30 日 和歌山県医療審議会において報告（平成 29 年度実施分） 

・令和元年 7月 16 日  和歌山県医療審議会において報告（平成 30 年度実施分） 

【介護分】 

・平成 28 年 8 月 4 日  和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告 

（平成 27 年度実施分） 

・平成 29 年 8 月 22 日  和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告 

（平成 28 年度実施分） 

・平成 30 年 7 月 10 日 和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告 

（平成 29 年度実施分） 

・令和元年 7月 1日  和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告 

（平成 30 年度実施分） 

 ☑ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 【医療分】 

  ・次回の和歌山県医療審議会において報告予定（令和元年度実施分） 

 【介護分】 

  ・次回の和歌山県介護職員確保対策支援協議会において報告予定 

（令和元年度実施分） 

 

 

（2）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし 



   

 

2．目標の達成状況 
 
平成27年度和歌山県計画に規定する目標を再掲し、令和元年度終了時における目標の達

成状況について記載。 
 

■ 和歌山県全体（目標と計画期間） 

1．目標 

さらなる高齢者の増加に向け、急性期から回復期、慢性期、在宅医療及び介護にい

たるまで、病状に応じた適切なサービスを確保する必要がある。 

そのため、病床の機能分化・連携、病院を退院した患者が自宅や地域で必要な医療

を受けられる在宅医療提供体制の構築を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域で安

心して、健康で元気に生きがいを持って暮らすことができ、たとえ介護や生活支援が

必要となっても、地域全体で支え合う豊かな長寿社会の構築を図るため、以下を目標

に設定する。 

 

＜医療分＞ 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

本県の病床を機能別にみると、急性期機能を担う病床の占める割合が多い一方で、

回復期機能を担う病床の割合が少ない現状にある。さらなる高齢化に伴う医療需要

の変化に対応していくためには、急性期から回復期への病床機能の転換が課題であ

る。 

そのため、地域医療構想に策定作業を行う「圏域別検討会議」の段階から、急性期

から回復期への転換について協議を進め、病床転換を進めていく。 

 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想において必要となる病床数 

  全病床（一般病床及び療養病床） 

   12,540 床（平成 26 年度）→ 9,506 床（令和 7年度） 

  うち回復期病床 

   1,171 床（平成 26 年度）→ 3,315 床（令和 7年度） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

現在、昨年度策定した平成 26 年度計画（事業実施期間：平成 26 年度～平成 28 年

度）に基づき、訪問診療を行う医師等の在宅医療従事者確保や容体急変時の入院対

応等の在宅医療提供体制の構築に向けた取組みを継続しているところである。これ

らの取組みに加え、本年度計画においては、在宅歯科診療の推進を強化する。 

  



   

 

【定量的な目標値】 

・在宅歯科医療サービスを実施する歯科診療所数 125 か所 → 135 か所 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

本県の人口 10 万人対医師数は全国平均を上回っているものの、和歌山保健医療圏

に医師が集中し、また、産科医、麻酔科医、小児科医が不足している状況にある。 

これらの課題を解決するための取組みを進め、さらに、卒後の研修体制を整備す

るなど安定的な医師確保に取り組んでいく。 

  また、看護師、歯科衛生士等医療従事者の養成、確保についても、引き続き、取

組みを進めていく。特に、平成 27 年 10 月から看護師等免許保有者の届出制度が始

まることを受け、効果的な制度運用を行い、看護職員の確保を図っていく。 

 

【定量的な目標値】 

・医師臨床研修マッチング率向上 76.4％ → 90％ 

・看護師等免許保有者の届出数 2,400 人 

・歯科衛生士就業者の増 862 人 → 900 人 

 

＜介護分＞ 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第 6 期介護保険事業支援計画等において

予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 

【定量的な目標値】    

   ・地域密着型介護老人福祉施設  145 床（5カ所） 

   ・小規模多機能型居宅介護事業所  195 人／月 

   ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 120 人／月分（8カ所） 

   ・認知症高齢者グループホーム 279 床（16 カ所） 

   ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 200 人／月分（5カ所） 

   ・施設内保育施設 12 カ所 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

令和２年度末における介護職員需給差(877 人)を解消するため、介護職員 300 人 

の増加を目標とする。 

目標の達成に向け、県内の労働市場の動向も踏まえ、特に県内の中・高校生等に対

する介護や介護の仕事のイメージアップ、高校生への介護資格取得支援、福祉関係

職員の人材育成、介護職員のスキルアップ及び職場環境の改善を支援することによ

り介護従事者の確保及び定着の促進を図る。 



   

 

 

【定量的な目標値】 

・介護の仕事のイメージアップ 学校訪問件数 210 校 

・高校生への介護資格取得支援 資格取得者数 240 人 

・国家資格取得等のための勉強会開催 勉強会参加者 600 人 

・喀痰吸引等研修による認定特定行為従事者の養成 390 人 

・職場環境に関する訪問相談 事業所訪問件数のべ 150 件 

・介護ロボットの導入 施設系サービス運営法人の導入率７割 

 

2．計画期間 

  平成 27 年 4 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 

 

□ 和歌山県全体（達成状況） 

＜医療分＞ 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

1）目標の達成状況 

＜事業期間：令和 3年度まで＞ 

    ・和歌山県における病床数 

      全病床（一般病床及び療養病床） 

       12,540 床（平成 26 年度）→ 11,977 床（令和元年度） 

      うち回復期病床 

       1,171 床（平成 26 年度）→ 2,275 床（令和元年度） 

 

2）見解  

 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業に

ついては、平成28年度に和歌山県地域医療構想を策定し、その構想の達成に

向け、取組みを進めている。各区域における地域医療構想調整会議において

議論し、医療関係者の相互の理解及び協力の下、医療機能の分化・連携を支

援している。 

 

  3）改善の方向性 

     今後も引き続き、地域医療構想を達成し、適切かつ質の高い医療提供体制を

整備するため、医療機能の分化・連携や設備整備等を支援していく。 

 

4）目標の継続状況 

    ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 



   

 

    □ 令和2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

1）目標の達成状況 

   ＜事業期間：平成 27 年度まで＞ 

     在宅歯科診療における口腔ケア機器整備の支援を 2診療所に実施 

 

2）見解  

 居宅等における医療の提供に関する事業については、在宅医療サポートセン

ターを設置し、在宅医療を提供する体制を整備しており、県独自の「地域密着

型協力病院」の指定も進めている。 

在宅歯科診療所や、重症心身障害児に対応できる訪問看護事業所の増加な

ど、在宅医療の提供体制の強化が図られたことが確認できた。 

 

3）目標の継続状況 

    ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

    □ 令和2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 

1）目標の達成状況 

   ＜事業期間：平成27年度まで＞ 

    ・歯科衛生士就業者数 

      862人（平成24年）→ 955人（平成28年） 

   ＜事業期間：令和2年度まで＞ 

    ・医師臨床研修マッチング率 76.4%（平成26年度）→75.8%（令和元年度） 

    ・看護職員届出制度システムへの看護師免許保有者の登録数 

 平成27年度131人、平成28年度550人、平成29年度200人、 

平成30年度181人、令和元年度138人 

 

2）見解  

 地域において適切で質の高い医療提供体制を構築し、その強化を図るため、

医師や看護職員等の医療従事者の確保はもとより、提供サービスの質の向上等

も図ってきたところである。しかしながら、医師の地域偏在や看護職員不足等

の問題は解消には至っていない。 

 

  3）改善の方向性 

    適切な医療サービスを提供できる質の高い医療従事者を継続的に確保する必要

があることから、今後も臨床研修医の確保や潜在看護師の把握といった医療従事



   

 

者の確保を進めていく。 

 

4）目標の継続状況 

    ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

    □ 令和2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

＜介護分＞  

③ 介護施設等の整備に関する目標 

1）目標の達成状況 

   ＜平成 27 年度＞ 

    ・小規模多機能型居宅介護事業所 10 人／月分（1カ所） 

    ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 15 人／月分（1カ所） 

    ・認知症高齢者グループホーム 36 床（2カ所） 

    ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 60 人／月分（1カ所） 

    

＜平成 28 年度＞ 

    ・地域密着型特別養護老人ホーム 87 床（3カ所） 

    ・小規模多機能型居宅介護事業所 44 床／月分（2カ所） 

    ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 18 人／月分（2カ所） 

    ・認知症高齢者グループホーム 81 床（5カ所） 

    ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 20 人／月分（1カ所） 

    

＜平成 29 年度＞ 

    ・小規模多機能型居宅介護事業所 44 床／月分（2カ所） 

    ・看護小規模多機能居宅介護事業所 29 床／月分（1カ所） 

    ・認知症高齢者グループホーム 54 床（3カ所） 

    ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 102 人／月分（2カ所） 

    

   ＜平成 30 年度＞ 

    ・地域密着型特別養護老人ホーム  29 床（1カ所） 

    ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 18 床／月分（1カ所） 

 

   ＜令和元年度＞ 

    ・認知症高齢者グループホーム   18 床（1カ所） 

    ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 33 床／月分（2カ所） 

 

＜令和元年度までの整備数＞ 



   

 

    ・地域密着型特別養護老人ホーム  116 床（4カ所） 進捗率 80％ 

    ・小規模多機能型居宅介護事業所  98 床／月（5カ所） 進捗率 50％ 

    ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 113 床／月（7カ所） 進捗率 94％ 

    ・認知症高齢者グループホーム 189 床（11 カ所） 進捗率 68％ 

    ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 182 床／月（4カ所） 

 進捗率 91％ 

 

2）見解  

計画期間4年目終了時において、概ね50％～80%程度の進捗状況であり、目標達

成 

に向けて、順調に推移しているものと考える。 

  

  3）改善の方向性 

計画目標の早期達成に向けて、施設整備補助及び開設準備経費補助の活用を関

係市町村に働きかけていく。 

 

4）目標の継続状況 

    □ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

    ☑ 令和2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

1）目標の達成状況 
介護職員 300 人／年の増加を目標とし、646 人（※）（介護サービス施設・事

業所調査より（H27.4.1～R2.3.31）増加した（達成率 215％）。 

 ※646 人の算出方法 

  令和２年度介護サービス施設・事業所調査をもとに算出される令和元年度都道府県別介護職員数

が、令和２年 10 月末日時点で厚生労働省より提供がないため、過去５年間の介護職員数の伸び

率の平均をもとに令和元年度和歌山県の介護職員数（推測）を算出 

  【計算方法】 

  平成 25 年度 19,552 人→平成 26 年度 19,557 人  伸び率 1.00025％ 

  平成 26 年度 19,557 人→平成 27 年度 20,487 人  伸び率 1.04755％ 

  平成 27 年度 20,487 人→平成 28 年度 20,521 人  伸び率 1.00165％ 

  平成 28 年度 20,521 人→平成 29 年度 21,092 人  伸び率 1.02782％ 

  平成 29 年度 21,092 人→平成 30 年度 21,883 人  伸び率 1.03750％ 

→過去５年間の伸び率平均 1.02295％（5.11477／5） 

   平成 30 年度 21,883 人×過去５年間の伸び率平均 1.02295％＝令和元年度 22,385 人 

   （令和元年度 22,385 人－平成 29 年度 21,092 人）÷２＝646 人 

 



   

 

2）見解 

介護職員数においては、目標を達成し、当該計画事業の実施により介護人材確

保に関して、一定の事業効果があったと考えられる。 

 

3）改善の方向性 

    更なる職員数の増加を目指し、高校生の介護分野への入職促進をより一層図る

ため、県、県福祉人材センター、及び県老人福祉施設協議会が一体となって、就

職率が高い地域の高等学校を直接訪問することにより、在学中の介護職員初任者

研修課程の取得促進や職場体験等の参加者増を図る。 

    また、就職相談会や介護未経験者向けの研修会について、周知方法や開催場

所・時期等を試行錯誤するとともに、ハローワークと県福祉人材センター等関係

者間の情報連携を強化することや研修等の既受講者に対し、改めて就職相談会へ

の参加を呼びかけることで、就職マッチング数の増加を図る。 

上記のような取組を行うことで更なる介護職員数の増加を図っていく。 

 

4）目標の継続状況 

    ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

    □ 令和2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■ 区域ごとの目標と計画期間 

  和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域における目標と計画期間は、

和歌山県全体の目標と同じ。 

 

□ 区域ごとの達成状況  

  和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域における達成状況は、和歌

山県全体と同じ。 

 



   

３．事業の実施状況（医療分） 

 

平成27年度和歌山県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実

施状況について記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 
事業名 【NO.1】 

病床機能の分化・連携のための施設設備整備等 

【総事業費】 
1,510,000 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 27 年度医療介護提供体制改革推進交付金交付決定後 

～令和 4年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 急性期から回復期、在宅医療に至るまで、患者の病状に応じた

適切な医療を提供されるよう、将来の医療需要にふさわしいバラ

ンスの取れた病床再編を行うため、病床機能の転換等を推進す

る。 

アウトカム指標： 

地域医療構想において必要となる病床数 

・全病床（一般病床及び療養病床） 

  12.540 床（H26）→ 9,506 床（R7） 

・うち回復期病床 

   1,171 床（H26）→ 3,315 床（R7） 

事業の内容（当初計画）  急性期機能からの回復期機能への転換等を行う医療機関に対

し、当該転換等のために必要な施設・設備整備を支援する。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

急性期病床から回復期病床に転換する医療機関 11 ヵ所 

アウトプット指標（達成

値） 

【平成 28年度】 

  病床を廃止した上で、介護サービスの確保に寄与する施設に

転換した医療機関 1機関 

【平成 29年度】 

  急性期病床から回復期病床に転換した医療機関 5 機関（う

ち 1機関は平成 28 年度からの 2ヵ年事業） 

【令和元年度】 

  病床数を削減し、医療提供体制の充実に資する施設に転換し

た医療機関 3機関（59床廃止） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

全病床数（一般病床及び療養病床） 11,977 床 

うち回復期病床 2,275 床 

※令和元年度病床機能報告 



   

 

（１）事業の有効性 
  急性期から不足する回復期への転換支援にあたっては、地域

医療構想調整会議の合意を要件とするなど、医療機能の分化・

連携を地域の医療関係者の理解のもと進める仕組みを構築し、

着実に転換支援を実施できている。 
（２）事業の効率性 

病床機能転換等に係る施設等整備にあたっては、各医療機関

において入札等を実施することとしており、コストの低下を図

っている。 
その他  

 

 

 

 

  



   

 

 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 
事業名 【NO.3】 

がん診療施設設備整備 

【総事業費】 

192,092 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各地域 
事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 27年 4 月１日～令和 2 年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高いがん死亡率を低減するため、地域において、質の高いがん

診療提供体制を構築する必要がある。 
アウトカム指標：がん死亡率：73.9（H28） 

71.6（R2） 

事業の内容（当初計画） がんの診断、治療を行う病院の診療機能の強化を行うことで、

地域医療の質の向上を図るため、がん診療に係る医療機器整備を

補助する。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

 ・医療機器整備を行う病院数 7 ヵ所 

アウトプット指標（達成

値） 

医療機器整備を行った病院数 

 平成 27年度 8 ヵ所、令和元年度 8 ヵ所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

年齢調整死亡率（75 歳未満） 

 82.2（平成 26年）→77.9（平成 29 年） 

※１年以内では観察することはできない。 

 今後公表される統計により達成値を測る。 

（１）事業の有効性 

がん（悪性新生物）による死亡率が全国 10 位（出典：国立

がん研究センターがん情報サービス[平成 29 年がん登録・統

計]）であり、ここ数年も高率、高順位で推移しちえる本県に

おいて、予防施策等と合わせて行うがん治療を実施する医療

施設の設備整備を支援し、がん治療の体制整備を図ることが

できた。 

（２）事業の効率性 

   設備整備にあたって、各医療機関において入札等を実施す

ることにより、コストの低下を図っている。 

その他 
 

  



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.10】 

看護職員届出制度の義務化に伴う登録システ

ムの運用 

【総事業費】 

13,360 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県看護協会） 

事業の期間 平成 27年 4 月 1日～令和 3 年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニ

ーズに対応し、適切な医療サービスを提供できる質の高い看護職

員及び看護職員数の確保が必要。 

アウトカム指標： 

潜在看護職員数の年間再就業数 20 人 

事業の内容（当初計画）  看護師等免許保有者の届出制度についての周知を行うととも

に、日本看護協会、ハローワーク、サテライトと連動したナース

センターシステムを利用して登録者への情報提供を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

免許保有者の登録数 2,400 人 

アウトプット指標（達成

値） 

免許保有者の登録数 138 人（令和元年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

潜在看護職員数の年間再就業数 43 人（令和元年度） 

うち、ナースセンターサテライトによる再就業者数 23 人 

（１）事業の有効性 

   法改正により努力義務化された看護師等免許保有者で未

就業者からの届出を登録するシステムを運用し、潜在看護職

員を把握することにより、看護職員の確保につながる。 

（２）事業の効率性 

 県看護協会へ委託することにより、事務が簡素化され、効

率的に事業を実施することができた。 

その他  

 

 

 

  



   

 

3．事業の実施状況 

平成27年度和歌山県計画に規定した事業について、令和元年度終了時における事業の実

施状況を記載。 

 （事業区分 5：介護従事者の確保に関する事業） 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO. 40】 

介護人材マッチング機能強化事業（参入促

進） 

【総事業費】 
6,576 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標：令和2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促

進のために、学校訪問や福祉の仕事出張講座、その他広報啓

発を実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

学校訪問件数 210 校 

福祉の仕事出張講座開催数 20 校 

学生向けパンフレット 18,000 部配布 

県内高校出身者向けＤＭ発送 5,200 部 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

学校訪問件数 74 校 

福祉の仕事出張講座開催数 22 校 

学生向けパンフレット 16,000 部 

県内高校出身者向けＤＭ発送 5,200 部 

＜令和元年度＞ 

学校訪問件数 109 校 

福祉の仕事出張講座開催数 6 校 

学生向けパンフレット 16,000 部 

県内高校出身者向けＤＭ発送 5,200 部 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護職員 300 人増加の目標に対し 646 人増加した。 



   

 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人 

（１） 事業の有効性 
アウトカム指標については介護職員が 646 人増加し目標を

達成。 
アウトプット指標については、学校訪問件数の目標値は概

ね達成するも、出張講座開講数は、新型コロナウイルスの感

染拡大の影響等により目標値を下回った。令和２年度にお

いては、ウェブの活用など様々な実施方法を検討のうえ、よ

り一層介護従事者の確保を図っていく。 
（２）事業の効率性 
社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県

福祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に

事業が実施できている。 
その他  

 

  



   

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO. 41】 
介護人材マッチング機能強化事業（職場体

験） 

【総事業費】 
1,983 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標：令和2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした福祉・介

護の職場体験の機会を提供 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

職場体験受入人数 100 人 

うち福祉分野への就職者数 30 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

職場体験受入人数 57 人 

うち福祉分野への就職者数 10 人 

＜令和元年度＞ 

職場体験受入人数 32 人 

うち福祉分野への就職者数 7 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護職員 300 人増加の目標に対し 646 人増加した。 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人 

（１） 事業の有効性 
アウトカム指標については介護職員が 646 人増加し目標を

達成。 
アウトプット指標については、新型コロナウイルス感染拡

大の影響等により受入人数が目標値の約１／３程度にとど

まったため、就職者数についても、これに比例し目標値の１

／３程度の結果となった。令和２年度においては、受入人数

の増加に結びつくよう、周知方法の見直しに加え、新型コロ

ナウイルス感染予防に係る体験内容の見直しなど、体験参

加者や受入事業所の双方が安心して事業を実施できるよう

な体制を整理しながら、引き続き体験を通じた福祉分野へ

の就職者数の増加を図る。 



   

 

（２）事業の効率性 
社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県

福祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に

事業が実施できている。 
また、受入事業所と、連絡を密にして体験希望者を受入れる

ことで、事業を効率的に行うことができた。 
その他  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.42】介護人材確保対策事業 【総事業費】 
12,974 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標：令和2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 県内の高等学校の学生を対象に、介護に関する基礎的な知

識と技術を習得する機会を提供。施設・事業所関連の団体等

及び高等学校と連携し、就職を希望する高校生に対し、介護

資格（介護職員初任者研修課程）取得を支援。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

資格取得者数 

・資格取得者数 高校生 240 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

資格取得者数 高校生 78 人 

＜令和元年度＞ 

資格取得者数 高校生 115 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護職員 300 人増加の目標に対し 646 人増加した。 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人 

（１） 事業の有効性 
アウトカム指標については介護職員が 646 人増加し目標を

達成。 
アウトプット指標については就職を希望する県内の高等学

校の生徒 229 名に対し、初任者研修受講の機会を創出でき

たものの、修了者数が伸び悩み、目標値には達しなかった。

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底し

つつ、研修受講機会を確保するとともに、研修実施機関と連

携をとることで修了者数の増加を図る。 
（２）事業の効率性 
指定研修事業者と高等学校が連携して初任者研修を行うこ

とで、研修の実施を効率的にすることができた。 
その他  



   

 

 
事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO. 43】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

（人材マッチング） 

【総事業費】 
56,426 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標：令和2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 和歌山県福祉人材センターに専門員を配置し、合同就職説

明会の開催や求人情報の提供等を実施（大規模 5 回、小規

模 8回） 

介護事業所実態調査の実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

合同就職説明会 

来場者数 700 人（大規模 500 人、小規模 200 人） 

就職者数  70 人（大規模 50 人、小規模 20 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

合同就職説明会 

 来場者数 390 人（大規模 327 人、小規模 63 人） 

 就職者数 24 人（大規模 20 人、小規模 4人） 

＜令和元年度＞ 

合同就職説明会 

 来場者数 282 人（大規模 219 人、小規模 63 人） 

 就職者数 37 人（大規模 24 人、小規模 13 人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護職員 300 人増加の目標に対し 646 人増加した。 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人 

（１） 事業の有効性 
アウトカム指標については介護職員が 646 人増加し目標を

達成。 
アウトプット指標について、来場者数は目標値に達してい

ないが、就職者数については、平成 30 年度の 24 人から 37
人となり、数値は伸ばしてきている状況である。令和２年度



   

 

においては、ウェブを活用した事業の実施等新型コロナウ

イルスの感染拡大防止策を講じつつ、引き続きキャリア支

援専門員によるきめ細かな求職者支援を行い就職者数の増

加を図る。 
（２）事業の効率性 
社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県

福祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に

事業が実施できている。 
合同就職説明会等の実施方法については、感染拡大防止を

を徹底したうえで、より効果的かつ安全な実施な方法を検

討していく必要がある。 
 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO. 44】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

（キャリアアップ） 

【総事業費】 
974 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標：令和2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 国家資格取得等のための勉強会を開催（年 43 回） 

（介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員など） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

参加者のべ 600 人（43 回開催） 

国家資格取得者数 20 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

参加者のべ 206 人（18 回開催） 

国家資格取得者数 9 人 

＜令和元年度＞ 

参加者のべ 192 人（18 回開催） 

国家資格取得者数 14 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護職員 300 人増加の目標に対し 646 人増加した。 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人 

（１） 事業の有効性 
アウトカム指標については介護職員が 646 人増加し目標を

達成。 
アウトプット指標については目標値には達していないもの

の、参加者のべ数に占める国家資格取得者数の割合は、目標

値（20/600＝3.3%）に対して、達成値（14/192＝7.3%）と

なっており、達成率は増加している。令和２年度において

も、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底しつつ参加者

の絶対数を増加させるよう勉強会の周知方法や内容につい

て改善を図ることにより、資格取得者数の増加を図る。 



   

 

（２）事業の効率性 
社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県

福祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に

事業が実施できている。 
その他  

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO. 45】 

介護人材キャリアアップ研修事業 

【総事業費】 
8,314 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県介護普及センターに委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標：令和2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） ① 介護職員等がたんの吸引等の医療的ケアを、施設等にお

いて提供するため、適切にたんの吸引等を行うことがで

きるよう養成。 

② 介護職員等がたんの吸引等を実施するために必要な研

修における、指導者養成及び資質の向上を図るための研

修を実施。 

③ 新任職員及び中堅職員に対して必要となる知識を習得

させる研修及びサービス提供責任者など介護サービス

従事者を対象に必要な知識と技術を習得させる研修を

実施。 

④ 介護支援専門員資質向上研修の講師・ファシリテーター

に対しファシリテーション研修を実施するとともに、研

修向上委員会を開催し、介護支援専門員法定研修の質の

向上を図る。 

⑤ 特別養護老人ホーム等の介護保険施設の職員に対して、

歯科専門職（歯科医師・歯科衛生士）が歯科口腔保健の

重要性や口腔ケアの手技等の研修を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

① 喀痰吸引等研修による認定特定行為従事者の養成 390 

人 

② 喀痰吸引等研修における指導者の養成 30 人 

③ 新任職員研修 60 人 

  中堅職員研修 50 人 

  介護職員テーマ別研修 190 人 

  サービス提供責任者研修 90 人 

④ 介護支援専門員ファシリテーター研修 ５０人 



   

 

  介護支援専門員研修向上委員会 1 回 

⑤  実施施設数 5 区域 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

① 喀痰吸引等研修による認定特定行為従事者の養成114人 

② 喀痰吸引等研修における指導者の養成 15 人 

③ 新任職員研修 11 人 

  中堅職員研修 15 人 

  介護職員テーマ別研修 103 人 

  サービス提供責任者研修 95 人 

④ 介護支援専門員ファシリテーター研修 45 人 

介護支援専門員研修向上委員会 1 回 

⑤ 実施施設数 5 区域 

＜令和元年度＞ 

① 喀痰吸引等研修による認定特定行為従事者の養成125人 

② 喀痰吸引等研修における指導者の養成 17 人 

③ 新任職員研修 14 人 

  中堅職員研修 11 人 

  介護職員テーマ別研修 94 人 

  サービス提供責任者研修 84 人 

④ 介護支援専門員ファシリテーター研修 36 人 

介護支援専門員研修向上委員会 0 回 

⑤ 実施施設数 0 区域 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護職員 300 人増加の目標に対し 646 人増加した。 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人 

（１） 事業の有効性 
アウトカム指標については介護職員が 646 人増加し目標を

達成。 
アウトプット指標については、喀痰吸引等を安全に提供す

ることができる介護職員の養成や、高齢者介護のチームづ

くり及び地域組織づくりリーダーの養成、介護支援専門員

の専門性が向上し、介護従事者の資質の向上を図ることが

できたものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

受講者数や開催回数が目標値に達していない研修もあっ

た。令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹

底したうえで受講者数を伸ばすため、日程等を見直すなど

受講しやすい研修づくりを進めていく。 
（２）事業の効率性 



   

 

県内複数箇所で研修を実施することで、喀痰吸引等を安全

に提供することができる介護職員の養成を効果的に実施で

きた。特に、演習において、指導看護師と介護職員が一緒に

喀痰吸引等の手技の確認をすることで、より効果的な研修

になっている。 
また、介護職員の経験に合わせた階層別研修や、介護職員が

日々の業務において直面する問題を取り扱ったテーマ別研

修などでは、受講者ごとに必要な研修を行うことで、介護職

員の資質向上を効率的に行うことができた。 
その他  

  



   

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO. 46】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

（潜在的有資格者の再就業促進） 

【総事業費】 
3,174 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標：令和2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 潜在的有資格者に対する情報提供、研修などを実施 

 情報提供回数 年４回 

 研修実施回数 ４回 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

情報提供希望者数 1,300 人 

研修参加者 70 人 

再就職者数 20 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

情報提供希望者数 1,100 人 

研修参加者 54 人 

再就職者数 5 人 

＜令和元年度＞ 

情報提供希望者数 1,100 人 

研修参加者 35 人 

再就職者数 3 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護職員 300 人増加の目標に対し 646 人増加した。 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人 

（１） 事業の有効性 
アウトカム指標については介護職員が 646 人増加し目標を

達成。 
アウトプット指標については、新型コロナウイルス感染拡

大の影響等から研修実施回数が減少したことにより、研修

参加者数が平成 30 年度の 54 人から 35 人となるとともに、

再就職者数についても 5 人から 3 人となり、いずれも目標

値には届かなかった。令和２年度においては、新型コロナウ



   

 

イルス感染拡大防止を徹底しつつ、再度、情報提供から再就

職までのマッチングの過程を精査するとともに、課題とな

る事項を把握及び解消することにより、就職者数の増加を

図る。 
（２）事業の効率性 
社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県

福祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に

事業が実施できている。 
その他  

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO. 47】 

認知症支援人材育成研修事業 

【総事業費】 
10,133 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

☐継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標： 

①認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支

援、医療従事者に対して、地域包括支援センターとの連携

役の養成や、認知症の疑いがある人に早期に気づき、早期

に専門的なケアにつなげる等医療現場において適切な対

応ができる体制の整備・充実を図る。 

②高齢者介護実務者及びその指導的立場にある者につい

て、適切な認知症介護に関する知識・技術の修得・充実を

図る。 

事業の内容（当初計画） ① 認知症サポート医の養成、認知症サポート医のフォロー

アップ研修、病院勤務医療従事者、歯科医師、薬剤師及

び看護職員向け認知症対応力向上研修の実施 

②認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図るため、

高齢者介護の指導的立場にある者や介護実践者、サービ

ス事業の管理的立場または、代表者的立場にある者に対

して、必要な知識や技術を修得させる研修を実施。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

① 認知症サポート医 7 人養成 

  認知症診療医フォローアップ研修 1 回開催（60 人程

度） 

一般病院勤務の医療従事者向け研修 2 回開催（200 人程度） 

  歯科医師認知症対応力向上研修 2 回開催（80 人程度） 

  薬剤師認知症対応力向上研修 2 回開催（100 人程度） 

  看護職員認知症対応力向上研修 2 回開催（100 人程度） 

② 認知症介護サービス事業開設者研修 20 人 

  認知症対応型サービス事業管理者研修 100 人 

  小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 30 人 

  認知症介護基礎研修 200 人 



   

 

認知症介護指導者フォローアップ研修 2 人 

  認知症介護指導者スキルアップ事業 50 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 
① 認知症サポート医 7 人養成 
  認知症診療医フォローアップ研修 1 回開催（100 人受

講） 
  一般病院勤務の医療従事者向け研修 2 回開催 
（126 人受講） 

  歯科医師向け研修 2 回開催(53 人受講) 
薬剤師向け研修 2 回開催(29 人受講)  
看護職員向け研修 2 回開催(84 人受講) 

② 認知症介護サービス事業開設者研修   3 人 
  認知症対応型サービス事業管理者研修  59 人 
  小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 19 人 
  認知症介護指導者養成研修（フォローアップ研修）1 人 
  認知症介護基礎研修 170 人 

＜令和元年度＞ 
① 認知症サポート医 7 人養成 
  認知症診療医フォローアップ研修 1 回開催（77 人受講） 
  一般病院勤務の医療従事者向け研修 2 回開催 
（126 人受講） 

  歯科医師向け研修 2 回開催(29 人受講) 
薬剤師向け研修 2 回開催(87 人受講)  
看護職員向け研修 2 回開催(89 人受講) 

② 認知症介護サービス事業開設者研修   6 人 
  認知症対応型サービス事業管理者研修  45 人 
  小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 16 人 
  認知症介護指導者養成研修（フォローアップ研修）1 人 
  認知症介護基礎研修 198 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

認知症サポート医養成 68 名 

（１）事業の有効性 
①認知症サポート医を現在の 61 人に加えて新たに 7 人を

計画どおり養成できた。また、かかりつけ医等医療従事者に

対する研修により、認知症の発症初期から状況に応じて、医

療と介護が一体となった支援体制を構築することや、病院

における認知症の方への支援体制の強化を図ることができ

た。 



   

 

なお、目標値を大きく下回った一般病院勤務の医療従事

者（目標 200 人→達成 126 人）及び歯科医師向け研修（目

標 100 人→達成 29 人）については、引き続き、周知と内容

の充実に努める。 
②認知症高齢者の増加が見込まれていることから、高齢者

介護実務者及びその指導的立場にある者が、適切な認知症

介護に関する知識・技術を修得することで、介護サービスの

質の確保を図ることができた。 
認知症対応型サービス事業開設者研修、認知症対応型サ

ービス事業管理者研修、小規模多機能型サービス等計画作

成担当者研修については目標値を下回ったが、地域密着型

サービスの要件であるため引き続き周知と内容の充実に努

める。 
（２）事業の効率性 
①サポート医、かかりつけ医、病院勤務の医師・看護師、 
歯科医師、薬剤師及び看護職員、それぞれに対して必要な研

修を行うにあたり関係団体に事業を委託することにより、

効率的な研修を実施できた。 
②過去に研修実施実績があり、研修実施のノウハウがある

団体へ委託することで効率的な実施をすることができた。 
また、認知症介護サービス事業開設者研修、認知症対応型サ

ービス事業管理者研修及び小規模多機能型サービス等計画

作成担当者研修については、研修の受講要件である認知症

介護実践者研修の終了後に、研修を実施することで効果的

に実施することができた。 
その他  

 

 

 

 

 

  



   

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO. 48】 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

（定着促進） 

【総事業費】 
1,040 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標：令和2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 福祉事業所の職場環境に関する訪問相談や経営者向けセミ

ナー等を実施 

 セミナー実施回数 5 回 

 テーマ案 効果的な求人方法、執務環境改善など 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

事業所訪問件数 のべ 150 件 

経営者セミナー参加者 150 人 

アウトプット指標（達成

値） 

＜平成 30 年度＞ 

事業所訪問件数  のべ 242 件 

経営者セミナー参加者 73 人 

＜令和元年度＞ 

事業所訪問件数  のべ 291 件 

経営者セミナー参加者 146 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護職員 300 人増加の目標に対し 646 人増加した。 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人 

（１） 事業の有効性 
アウトカム指標については介護職員が 646 人増加し目標を

達成。 
アウトプット指標については事業所訪問のべ件数及び経営

者セミナー参加者数ともに目標を達成した。令和２年度に

おいても、引き続き、介護事業所における生産性向上の取組

を促すような内容を提供し、職場環境の改善にダイレクト

に繋がるような内容とし、参加者数の増加を図る。 
 



   

 

（２）事業の効率性 
社会福祉法第 93 条第 1 項に基づき指定している和歌山県

福祉人材センターへ委託することで、効率的かつ効果的に

事業が実施できている。 
その他  

 

 
 
 
 
 
  



   

 

 
事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO. 49】 

介護ロボット等導入支援事業 

【総事業費】 
38,686 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（県社会福祉協議会へ委託） 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標：令和2年度末における介護職員需給差(877

人)の縮小に向け、介護職員 300 人を増加する。 

事業の内容（当初計画） 介護従事者の離職防止のため、業務効率化や負担軽減に効

果がある介護ロボット（移乗支援、移動支援、排せつ支援、

見守り・コミュニケーション、入浴支援、介護業務支援）等

の導入を支援 

補助額：導入経費の１／２を補助（補助上限額：１機器（事

業所）あたり 300 千円） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

施設系サービスを運営する７割の法人で介護ロボットを導

入 

アウトプット指標（達成

値） 

＜令和元年度＞ 

施設系サービスを運営する２割の法人で介護ロボットを導

入 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

介護職員 300 人増加の目標に対し 646 人増加した。 

令和元年度介護サービス従事者数（推測値）22,385 人 

（１）事業の有効性 
アウトプット指標については、目標数を達成することはで

きなかったが、引き続き介護ロボット等を導入する施設に

対し、導入費用の一部を補助することにより、介護職員の負

担軽減及び離職率の低減を図る。 
（２）事業の効率性 
導入事例の公表やセミナー等の活用により、介護ロボット

等導入の効果及び本事業による補助制度の周知を図り、効

率的な実施を図る。 
その他  

 



   

別紙 

 
 
 

 
 
 
 

平成 26 年度和歌山県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和 3年 1月 

和歌山県 

  



   

１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 
（実施状況） 
 ・平成 27 年 7 月 2 日  和歌山県医療審議会において報告（平成 26 年度実施分） 

 ・平成 29 年 4 月 25 日  和歌山県医療審議会において報告（平成 27 年度実施分） 

 ・平成 30 年 3 月 27 日  和歌山県医療審議会において報告（平成 28 年度実施分） 

・平成 30 年 11 月 30 日 和歌山県医療審議会において報告（平成 29 年度実施分） 

・令和元年 7月 16 日   和歌山県医療審議会において報告 

（平成 30 年度実施分） 

 
 ☑ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
  ・次回の和歌山県医療審議会において報告予定（令和元年度実施分） 
    

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・特になし 

 
  



   

２．目標の達成状況 

 

平成26年度和歌山県計画に規定する目標を再掲し、令和元年度終了時における目標の達

成状況について記載。 

 

■和歌山県全体（目標と計画期間） 

① 本県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
在宅の患者を訪問診療する医師など在宅医療従事者の確保や容体急変時の入院対

応等を行う体制の整備など、高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせる在宅医

療提供体制の構築を目標とする。 
 
② 計画期間 
  平成26年度～令和3年度 

 

□和歌山県全体（達成状況）  

＜医療分＞ 

1）目標の達成状況 

  ＜平成26年度＞ 

・ 在宅医療従事者の確保については、理学療法士に対する在宅リハビリの研 

修、在宅医療に取り組む薬局の薬剤師に対する研修、歯科衛生士の養成段階か 

ら在宅歯科治療の技術を修得するための機器を整備するなど、今後の在宅医療 

需要の増大に対応していくための取り組みを着実に実施することができた。 

・ 在宅医療提供体制の構築については、精神障害者の早期退院・地域定着のた

めの支援体制整備や重症心身障害児者等に係る在宅医療連携体制整備を進める

ことができた。一方、在宅医療調整支援事業やかかりつけ医の育成事業等につ

いては、各地域の実情に応じた体制を整備していくことが重要であり、地域の

関係者との協議、調整を綿密に行ったものの、窓口設置や推進協議会設置など

の目標は達成できなかった。 

 

＜平成27年度＞ 

・ 在宅医療従事者の確保については、昨年度に引き続き理学療法士に対する在

宅リハビリの研修、在宅医療に取り組む薬局の薬剤師に対する研修するなど、

今後の在宅医療需要の増大に対応していくための取り組みを着実に実施するこ

とができた。 

・ 在宅医療提供体制の構築については、在宅医療調整支援事業や在宅医療推



   

進協議会等については、各地域の実情に応じた体制を整備していくことが重

要であり、在宅医療提供体制検討委員会を設置し、地域の関係者との協議、

調整を行いつつ、窓口設置や推進協議会設置などを着実に進めることができ

た。なお、平成27年度の未設置箇所でも平成28年度中に設置が予定され、全

県的な在宅医療提供体制の構築に向けた取り組みが前進している。 

また、精神障害者の早期退院・地域定着のための支援体制整備や重症心身

障害児者等に係る在宅医療連携体制整備を進めることができた。 

 

＜平成28年度＞ 

・ 在宅医療従事者の確保については、昨年度に引き続き、在宅医療に取り組む

薬局の薬剤師に対する研修するなど、今後の在宅医療需要の増大に対応してい

くための取り組みを着実に実施することができた。 

・ 全医療圏において、在宅医療サポートセンター設置が完了し、全県的な在宅

医療提供体制の構築と強化に向けた取り組みが前進している。 

また、精神障害者の早期退院・地域定着のための支援体制整備や重症心身障

害児者等に係る在宅医療連携体制整備を進めることができた。 

    ・ 在宅医療等様々な医療需要に対する適切な医療を提供する体制を支える医療

従事者の確保と質の向上については、平成27・28年度基金事業と併せて実施す

ることで、着実な医療従事者の確保及び多様な医療需要に適切なサービスを提

供できる質の向上に結びついている。 

 

  ＜平成29年度＞ 

・ 在宅医療従事者の確保については、昨年度に引き続き、在宅歯科医療に関す

る機器整備や医療従事者の研修を実施するなど、今後の在宅医療需要の増大に

対応していくための取り組みを着実に実施することができた。 

また、精神障害者の早期退院・地域定着のための支援体制整備や、重症心

身障害児者等に係る在宅医療連携体制整備についても推進することができ

た。 

    ・ 上記のほか、医療従事者の確保と質の向上については、平成27～29年度基金

事業と一体的に事業を実施することで、着実な医療従事者の確保及び多様な医

療需要に適切なサービスを提供できる質の向上に結びついている。 

 

 ＜平成30年度＞ 

・ 居宅等における医療の提供に関する事業については、平成27、28及び30年度

基金事業と併せて実施し、前年度に引き続き、在宅歯科医療に関する機器整備

や、重症心身障害児者等に係る在宅医療連携体制整備を推進することができ

た。 

・ 医療従事者の確保に関する事業については、産科医や臨床研修医の確保、潜



   

在看護職員の再就業などを通じ、地域における医療提供体制の強化・提供サー

ビスの質の向上に結びついている。 

 

  ＜令和元年度＞ 

  ・医療従事者の確保に関する事業については、平成27年度から令和元年度基金事業

と併せて実施し、産科医の処遇改善や、潜在看護師の復職支援、看護教育の充実

などにより、医療従事者の確保を図っている。 

 

 2）見解 

  ・ 在宅医療については、全県内での在宅医療サポートセンターの設置が完了し、

在宅医療提供に係る体制は構築できたと考える。在宅医療サービスを提供する医

療従事者の育成及び質の向上に係る事業を今後も継続的に実施し、在宅医療提供

体制のさらなる強化を図る必要がある。 

  ・ 医療従事者の確保については、地域において適切で質の高い医療提供体制を構

築し、その強化を図るため、医師や看護職員等の医療従事者の確保はもとより、

提供サービスの質の向上等も図ってきたところである。しかしながら、医師の地

域偏在や看護職員不足等の問題は解消には至っていない。 

 

 3）改善の方向性 

    適切な医療サービスを提供できる質の高い医療従事者を継続的に確保する必要

があることから、今後も基金を活用し、さらなる医療従事者の確保及び提供サー

ビスの質の向上に取り組んでいく。 

 

 4）目標の継続状況 

  ☑ 令和2年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和2年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■区域ごとの目標と計画期間 

  和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域における目標と計画期間は、

和歌山県全体と同じ。 

 

□区域ごとの達成状況   

  和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域における達成状況は、和歌

山県全体と同じ。 

 



   

３．事業の実施状況（医療分） 

 
平成26年度和歌山県計画に規定した事業について、平令和元年度終了時における事業の

実施状況について記載。 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.20】 

潜在看護職員復職支援研修の拡充 

【総事業費】 
23,387 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県看護協会） 

事業の期間 平成 26年 12 月補正予算成立後～令和 3年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニ

ーズに対応し、適切な医療サービスを提供できる質の高い看護職

員及び看護職員数の確保が必要。 

アウトカム指標： 

潜在看護職員数の年間再就業数 20 人 

事業の内容（当初計画） ・潜在看護職員復職支援研修の実地研修機関を拡大する。 

・医療機関だけでなく訪問看護ステーションへ実地研修の場を

拡大する。 

・サテライトの利用によりエリアを拡大し受け入れ研修機関数

を増やす。 

・研修内容に高機能シミュレーターを用い、より実践的な研修で

復職への自信につなげる。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

《研修受講人数》 

平成 26 年度 30人、平成 27 年度 50 人、平成 28 年度 50人 

《復職就業人数》  

平成 26 年度 15人、平成 27 年度 25 人、平成 28 年度 25人 

アウトプット指標（達成

値） 

【研修受講人数】 

 (H26)15 人、(H27)24 人、(H28)16 人、(H29)12 人、 

 (H30)15 人、(R01)15 人 

【研修受講者のうち、復職就業人数】 

 (H26)13 人、(H27)11 人、(H28)10 人、(H29)8 人 

 (H30)9 人、(R01)10 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 潜在看護職員の年間再就業数 43 人（令和元年度） 

 うち、潜在看護職員復職支援研修受講者の再就業者数 10 人 

（１）事業の有効性 
  看護職有資格者に対する復職支援を行うことで、県内看護職

員の充足に寄与できた。 
（２）事業の効率性 
  看護職員育成のノウハウを持つ団体に委託することで、講師

や研修施設の確保に要する経費を抑えることができた。 
その他  



   
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.22】 

看護職員の復職支援強化・就業促進 

【総事業費】 

13,003 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県看護協会） 

事業の期間 平成 26年 12 月補正予算成立後～令和 3年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニ

ーズに対応し、適切な医療サービスを提供できる質の高い看護職

員及び看護職員数の確保が必要。 

アウトカム指標： 

潜在職員の年間再就業数 20 人 

事業の内容（当初計画）  和歌山市内・紀北地域・紀南地域にナースセンターサテライト

を設置 

① e ナースセンターと連動したシステムの構築 

② セカンドキャリア活用した就労相談、復職支援の実施 

③ 病院、看護養成所との連携を深め、届け出登録の周知の徹

底を図る 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

・看護職員の就労状況を把握する。 

・潜在看護職員の再就労につなげる。 

・相談件数 各年度 50件 

アウトプット指標（達成

値） 

 

 ナースセンターサテライト設置 
就労相談 

復職支援 
再就業 

H26 
和歌山市内 11 回、 

紀北地域 11 回、紀南地域 11 回 
19 人  

H27 
和歌山市内 36 回、 

紀北地域 36 回、紀南地域 33 回 
72 人 26 人 

H28 
和歌山市内 47 回、 

紀北地域 43 回、紀南地域 46 回 
101 人 37 人 

H29 和歌山市内 23 回、紀南地域 24 回 66 人 30 人 

H30 和歌山市内 24 回、紀南地域 24 回 40 人 24 人 

R01 和歌山市内 24 回、紀南地域 21 回 45 人 23 人 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 潜在看護職員の年間再就業数 43 人（令和元年度） 

 ナースセンターサテライトによる復職支援の年間再就業数 

23 人（令和元年度） 



   
（１）事業の有効性 

   看護職員の復職・就業の相談窓口をサテライトで設けるこ

とで、復職・就業の支援が強化され、県内看護職員の充足に

寄与できた。 

（２）事業の効率性 

   ハローワークと連携することで、県内各地での就業相談を

より少ない経費で実施することができた。 

その他  

 

 

  



   
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.25】 

産科医等確保支援 

【総事業費】 
253,254 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 病院、診療所、助産所 

事業の期間 平成 26年 4 月 1日～令和 3 年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 県内産科医師の不足と分娩取扱病院における産科医師の負担

増を解消するため、産科医師の確保を図ることが必要。 

アウトカム指標： 

支援医療機関数 22 箇所からの箇所数増。 

＜平成 29年度以降＞ 

 ・手当支給者数 各年度 90 人 

 ・手当支給施設数 19 施設（H29）、21 施設（H30）、 

          22 施設（R1）、23施設（R2） 

事業の内容（当初計画）  分娩を取り扱う病院、診療所、助産所を対象に、分娩を取り扱

う産科・産婦人科医及び助産師に対して、処遇改善を目的として

分娩件数に応じて支給される手当の補助を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

勤務が過酷な産科医療を担う医師の処遇改善を図ることで、産

科医の確保を図る。 

医師支援実施施設への補助数 23 箇所 

アウトプット指標（達成

値） 

医師支援実施施設への補助数 

 平成 26年度 20 箇所、平成 27年度 23 箇所、 

 平成 28年度 19 箇所、平成 29年度 22 箇所、 

令和元年度 20 箇所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

・県内公的病院産科医師数  

54 名（平成 28年 4 月） → 55 名（令和 2年 4月） 

・手当支給者数 173 人（令和元年度） 

 手当支給施設数 20 箇所（令和元年度） 

（１）事業の有効性 
  20 箇所の医師支援実施施設に対し、分娩手当等を支援し産

科医の処遇改善を図ることで、産科医師数の減少は食い止める

ことができた。 
（２）事業の効率性 
  分娩手当等を補助することにより、産科医の処遇改善を効率

的に図ることができた。 
その他  

 

 

  



   
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.28】 

看護職員養成強化対策 

【総事業費】 
216,513 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 看護師等養成所 

事業の期間 平成 26年 4 月 1日～令和 3 年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニ

ーズに対応し、適切な医療サービスを提供できる質の高い看護職

員及び看護職員数の確保が必要。 

アウトカム指標： 

従事者届による看護職員の実人数の増 

（H26）13,820 人 →（R2）15,255 人 

事業の内容（当初計画）  看護教育の充実及び運営の適正化を図るため、民間立の看護師

等養成所の運営に対する補助を行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

・補助を行う看護師等養成所数 ３施設 

・補助を行う看護師等養成所の生徒数 330 人（総定員） 

・補助を行う看護師等養成所の卒業者数 120 人（定員） 

アウトプット指標（達成

値） 

 

 

 

補助を行う看護師養成所 

施設数 生徒数 卒業者数 

H28 3 施設 352 人 104 人 

H29 3 施設 344 人 98 人 

R01 3 施設 308 人 96 人 

 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 看護職員の実人数 14,705 人（平成 30 年度） 

 ※ 従事者届は２年に１回 

（１）事業の有効性 
  看護師等養成所の運営に対する補助を行い、看護職員の養成

力の強化及び充実を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
  へき地における重点支援や県内就業率・国家試験合格率等に

よる調整率を設け、重点的に配分することで、効率的な看護職

員の養成を図ることができた。 
その他  

 

 

  



   
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【NO.34】 

看護教育・研修 

【総事業費】 
10,742 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県看護協会） 

事業の期間 平成 26年 4 月 1日～令和 3 年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 高齢化の進行や疾病構造の変化などにより、多様化する医療ニ

ーズに対応し、適切な医療サービスを提供できる質の高い看護職

員及び看護職員数の確保が必要。 

アウトカム指標： 

従事者届による看護職員の実人数の増 

（H26）13,820 人 →（R2）15,255 人 

事業の内容（当初計画）  看護職員に対する看護教員研修、実習指導者講習会を実施す

る。（委託） 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

・看護教員研修 受講者 100 名（延べ人数） 

・実習指導者講習会 受講者 30 名（実人数） 

アウトプット指標（達成

値） 

【看護教員研修 受講者】（延べ人数） 

 (H28)123 名、(H29)74 名、(R01)96 名  

【実習指導者講習会 受講者】（実人数） 

 (H28)33 名、(H29)37 名、(R01)30 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 看護職員の実人数 14,705 人（平成 30 年度） 

 ※ 従事者届は 2年に 1回 

（１）事業の有効性 
  看護職員の養成力及び指導力強化により、社会のニーズに即

応した質の高い看護の提供を図ることができた。また、国家試

験合格率も全国平均を上回った。 
（２）事業の効率性 
  研修場所を県看護研修センター１カ所とすることで、コスト

が低減され、研修を効率的に実施できた。 
その他  

 



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.39】 

医療勤務環境改善推進 

【総事業費】 

16,728 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県（和歌山県病院協会） 

事業の期間 平成 26年 10 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 県内において適切なサービスを提供するため、医療機関の勤務

環境改善を通じ、医療従事者の定着・確保が必要。 

アウトカム指標： 

センターの支援により勤務環境改善計画を策定する医療機関

数 3 

事業の内容（当初計画）  医療機関内での勤務環境整備を促進し、医療従事者の定着を図

るため、専門家の派遣を行い、個々の医療機関のニーズに応じた

支援を実施するための医療勤務環境改善支援センターを運営す

る。（委託） 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

・専門家派遣回数 2回 

・研修会開催回数 1回 

アウトプット指標（達成

値） 

【専門家派遣回数】 

 (H29)0 回、(H30)3 回、(R01)5 回 

【研修会開催回数】 

 (H29)1 回、(H30)2 回、(R01)2 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 センターの支援により勤務環境改善計画を策定した 

医療機関数 3機関 

（１）事業の有効性 

   県医療勤務環境改善支援センターを設置し、医療勤務環境

改善に取り組む医療機関からの相談体制を整備することが

できた。また、様々な機会を捉えて周知に努めており、県内

の医療機関でもその必要性について認識を深めつつある。 

（２）事業の効率性 

   労働局が実施する医療労務管理相談コーナーをセンター

内に設置することで、効率的に相談体制を整備することがで

きた。また、ほとんどの県内病院が加入する県病院協会に事

業を委託することで、勤務環境改善に取り組む医療機関の進

捗状況を随時把握し、事業を効率的に実施することができ

た。 

その他  



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.42】 

医師臨床研修マッチング対策 

【総事業費】 

10,085 千円 

事業の対象となる区域 和歌山、那賀、橋本、有田、御坊、田辺、新宮の各区域 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 28年 4 月 1日～令和 2 年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 研修医は将来の医療の担い手であることから、県内の臨床研修

医を確保するため、魅力ある研修プログラム作りやＰＲが必要。 

アウトカム指標： 

医師臨床研修医数（採用者数平均値）の維持 

90 名（H26～H28）→ 93 名（H29～R01） 

事業の内容（当初計画）  より多くの臨床研修医を確保するため、医学生に対し県内臨床

研修のＰＲを行う。 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

医師臨床研修マッチング率の向上 86.2％ → 90％ 

アウトプット指標（達成

値） 

マッチング率 （R1）75.8％ 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 令和 2年度医師臨床研修医採用者数 101 名 

（１）事業の有効性 

   魅力ある研修プログラムや臨床研修病院を医学生に直接

ＰＲしたことで、県内の臨床研修医を一定数確保することが

できた。 

（２）事業の効率性 

   県内すべての臨床研修病院が集結し、一括してＰＲ事業を

行ったことで、説明会開催に係るコストを抑制できた。 

その他  



   

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.45】 

産科医師当直応援 

【総事業費】 

13,002 千円 

事業の対象となる区域 和歌山 

事業の実施主体 和歌山県 

事業の期間 平成 29年 4 月 1日～令和 3 年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 医大総合周産期母子医療センターの産科医の負担軽減と、高度

医療を提供する周産期医療体制の堅持が必要。 

アウトカム指標： 

開業医等による医大への当直応援回数 

 44 回（平成 28 年度） → 48 回（平成 30 年度） 

事業の内容（当初計画）  分娩の取扱をやめた開業医等が和歌山県立医科大学附属病院

の当直業務に入る際の経費（人件費）を補助 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

医大へ当直応援を行う開業医 4名 

アウトプット指標（達成

値） 

開業医等の医大へ当直応援回数 （H30）4 回/月 

               （R1） 3.25 回/月 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 開業医の当直応援回数 

  44 回（平成 28 年度） → 39 回（令和元年度） 

（１）事業の有効性 

   医大総合周産期母子医療センターに対する当直応援を実

施することにより、高度医療を提供する上記センターの診療

体制強化を図り、県全体の周産期医療体制の堅持につなげる

ことができた。 

（２）事業の効率性 

   開業医が医大総合周産期母子医療センターの当直に応援

に入ることで、効率的にセンター産科医の負担を軽減するこ

とができた。 

その他  

 


